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[[加加盟盟にに伴伴うう約約束束]]  

 

 中国は、措置の内容の合理性、客観性、公平性の

確保を規定した GATT 10 条及び GATS 6 条等の規定

に基づく義務を負うとともに、加盟議定書等におい

て、① WTO 協定が中国の関税地域全体に適用される

こと、②中央政府のみならず地方政府においても 

WTO 上の義務を遵守すること、③モノ・サービスの

貿易、TRIPS 又は外国為替管理に関係する法令や措

置を統一的、公平かつ合理的に適用・運用すること、

④かかる法令や措置のうち、公表され、かつ他の 

WTO 加盟国が容易に入手可能なもののみが実施され

ること、⑤貿易に影響を及ぼすすべての行政行為に

ついて、行政府から独立した司法機関による審査の

対象とすること等を具体的に約束した。また、⑥貿

易関連制度の不統一な適用があった場合についての

苦情申立てメカニズム、透明性確保のための公式定

期刊行物の発行・照会所の設置等も約束している。 

 しかしながら、2015 年に制定された国家安全法は、

通常想定される主権と領土の統一性、人民福祉の保

護に加え、まず政権の維持を第一の目標に掲げ、経

済発展の維持も国家安全の対象とし、これらが内外

からの脅威にさらされない状況を確保することとし

ている（同法 2 条）。そして、この総体的国家安全

観に基づき、経済安全、政治安全を確保することと

定めた（同法 3 条）。この総体的国家安全観と協定

ルールの間に緊張が生まれるケースもあり得よう。 

 

[[実実施施状状況況・・問問題題点点]] 

（（11））透透明明性性  

 

＜＜実実施施状状況況＞＞  

 中国では、従来公表されない法令も多く、公表さ

れているものについても、特に地方レベルの規則は

入手が困難なことがあった。また、公布から施行ま

での期間が短く、企業が新しい制度に対応する準備

の時間が十分にとれないことも多かった。 

 近年では、官報やインターネットを通じた法令公

表の積極化、商務部世界貿易組織通報諮詢局（世界

貿易機関通報照会局）の設置、法令公布前に意見聴

取期間の設定及び公聴会開催を認める条例の発布等、

透明性向上に向けた努力を払っており、一定の改善

が見られるが、未だに公表されていない法令や指導

文書の存在が指摘される例もあるほか、公布された

法令の中身が抽象的で、規制内容に不透明性が存在

する例も見受けられる。例えば政府調達関連では、

551 号文書や安可目録が挙げられる（詳細について

は、政府調達の項目参照）。 

 また、WTO 協定上求められている補助金の通報が

不十分であるという指摘も WTO 補助金委員会等でな

されており、こうした点も透明性が不徹底である一

例である（詳細については、補助金の項目参照）。 

 情報公開に関する法律・法規の面では、2008 年 5 

月に「政府情報公開条例（国務院）」が実施され、

同条例によると、行政機関の組織設置、職能、事務

プロセス等を含め一定の情報を公報や政府ウェブサ

イトなど公衆に周知しやすい形で公開すべきと規定

しており、一部の中央官庁や地方政府（省、市）が

予算情報や政策情報を公開するようになった。同条

例については 2019 年 4 月 3 日に改正された。改正

条例は全 6 章 56 か条から成り、公開範囲の拡大、

公開の主体と責任の明確化、手続の詳細化を始めと

して、旧条例より規定内容が大幅に拡充された。主

な改正内容としては、公開を常態とする原則の明文

化（ 5 条）、自主的公開の範囲拡大（ 19 ～ 21 、

26 条）、情報公開の義務を負う主体の明確化（ 10 

条）、開示請求による公開の手続に関する規定の詳

細化（ 33 条他）等が挙げられる。 

 2021 年 9 月 1 日に施行された「データセキュリ

ティ法」では、国の機関が適時かつ正確な方法で政

務データを公開することや、政務データのオープン

プラットフォームの構築等が規定された。本規定は、

公開の主体を「国の機関」としており、政府情報公

開条例で対象であった行政機関よりも公開の主体の

範囲を拡大している（データセキュリティ法の詳細

は、サービス貿易の項目参照）。 

 国務院は近年、毎年「政府情報公開工作要点の通

知」を各省、自治区、直轄市、国務院各部委員会、

各直属機構に配布し、その徹底を指導している。 

 2020 年 6 月の当該通知では、政務情報の公開の強

化等が求められている。例えば、市場主体に対し、

市場監督管理規則及び基準を全面的に公開すること

透透明明性性、、統統一一的的行行政政、、司司法法審審査査  
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により、市場監督管理の公正性を確保すること、各

部門の窓口のサービスを強化し、市場主体に対し、

更なる正確かつ便利な政策コンサルティングを提供

すること、政務サービスの透明度及び便宜性を高め

ること等が含まれる。2021 年 4 月に公表された当該

通知では、①公開申請業務の質の向上、②政府情報

公開の行政不服審査案件の審査基準の制定、③関連

制度の構築の強化という方針が掲げられた。②に関

し、2022 年 1 月から「政府情報公開不服審査案件に

関する若干問題の指導意見」が施行され、政府情報

公開案件の受理範囲の規定等が行われた。③に関し

ては、2021 年 1 月に「公共企業・事業単位情報公開

規定制定弁法」が施行され、公共企業・事業単位の

情報公開を重点的に推進することが公表された。

2022 年 4 月に公表された当該通知では、①公開を通

じた経済の安定的かつ健全な発展の促進、②公開を

通じた社会の調和と安定維持、③政策開示の質の向

上、④開示業務の基盤構築、⑤業務指導・監督の強

化という方針を掲げた。 

 また、国務院は 2016 年以降、政務公開の状況を対

外的に発信する専用サイト「政務公開在行動」を開

設しており、特設ページにて、政務公開に関する施

策を時系列に公開している。2022 年 10 月 28 日に、

国務院弁公庁は、「全国一体化政務ビッグデータシ

ステム構築ガイドライン」を公表し、2025 年までの

構築目標を掲げている。 

司法機関の取組については、最高人民法院が 2018 

年 11 月に「司法公開の一層の深化に関する最高人民

法院の意見」を発表し、裁判に関する情報を速やか

に公開すること、公開を原則とし、非公開を例外と

すること、メディアによる世論監督を積極的に受け

入れることなどが定められた。また、2019 年 2 月 

27 日に同法院から発表された「中国法院の司法改革

（ 2013 - 2018 ）」によれば、2013 年以降、インタ

ーネット上での情報公開が進んでおり、2023 年 10 

月時点で「中国裁判文書ネット（裁判文書約 1 億 

4299 万件を掲載）」、「中国法廷審理公開ネット

（法廷審理のライブ中継映像約 2246 万件を公開）」、

「中国審判フロー情報公開ネット（開廷公告記録 

476 万件を公開）」、「中国執行情報公開ネット

（失信被執行人約 798 万人を公表）」、「全国企業

破産再生案件情報ネット（破産、強制清算案件公告

約 41 万 8000 件を公表）」などのウェブサイトを通

じて情報公開が行われている。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

 上記の政府情報公開条例実施後には、2019 年の改

正を始めとしてそれなりの進展があるものの、実施

細則等含め未だに公開に当たっての行政体制が整っ

ていないこと、土地開発使用状況など公衆が強い関

心を持っている情報はあまり公開していないこと、

また一部の地方都市において、国家機密に該当する

あるいは申請された情報が存在しないといった理由

で十分に公開が進んでいないなど、透明性が不十分

とも言える。また、パブリックコメントが実施され

たとしても、意見聴取期間についてはほとんどが 30 

日程度に設定されており、比較的短いことが指摘さ

れる。これらが WTO 協定の所管事項に関わるもので

ある場合は、措置の客観性・公平性の確保を規定し

た GATT 10 条又は GATS 6 条、また、透明性確保を

規定した加盟議定書 2 条及び日中韓投資協定 10 条

（透明性）に違反する可能性がある。 

 

（（22））統統一一的的行行政政  

 

＜＜実実施施状状況況＞＞  

 外資企業が事業を行うにあたっては、中央、省、

地方レベルの部・委員会や政府において、互いに矛

盾のない法令が整備されることが必要である。また、

互いに矛盾のない法令や条例であっても、裁量的な

適用や不統一な解釈が、複数の地域で事業展開を実

施する外資企業にとっての障壁となっている。 

 近年、中国では、税関、税務、金融などの重要分

野や、中央政府と地方政府の利益が対立しやすい分

野において「垂直管理」改革を実施し、各レベルの

行政不統一による行政の非効率がある程度改善され、

また、中央政府と一部の地方政府が行政機関の簡素

化・合併を行っている。 

 しかし、中央と地方の関係において、垂直管理は

ほとんど進まず、逆に食品薬品に関する垂直管理制

度は省レベル以下では撤廃され、中央政府が食品薬

品監督管理において地方政府の責任を強化したいと

表明するなどの動きも見られる。また、中央政府内

でも未だに統一的な行政が行われていない例も見ら

れる。 

2021 年 7 月に施行された「行政処罰法」に関連し

て、2022 年 8 月に国務院弁公庁は「行政裁量基準の
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により、市場監督管理の公正性を確保すること、各

部門の窓口のサービスを強化し、市場主体に対し、

更なる正確かつ便利な政策コンサルティングを提供

すること、政務サービスの透明度及び便宜性を高め

ること等が含まれる。2021 年 4 月に公表された当該

通知では、①公開申請業務の質の向上、②政府情報

公開の行政不服審査案件の審査基準の制定、③関連

制度の構築の強化という方針が掲げられた。②に関

し、2022 年 1 月から「政府情報公開不服審査案件に

関する若干問題の指導意見」が施行され、政府情報

公開案件の受理範囲の規定等が行われた。③に関し

ては、2021 年 1 月に「公共企業・事業単位情報公開

規定制定弁法」が施行され、公共企業・事業単位の

情報公開を重点的に推進することが公表された。

2022 年 4 月に公表された当該通知では、①公開を通

じた経済の安定的かつ健全な発展の促進、②公開を

通じた社会の調和と安定維持、③政策開示の質の向

上、④開示業務の基盤構築、⑤業務指導・監督の強

化という方針を掲げた。 

 また、国務院は 2016 年以降、政務公開の状況を対

外的に発信する専用サイト「政務公開在行動」を開

設しており、特設ページにて、政務公開に関する施

策を時系列に公開している。2022 年 10 月 28 日に、

国務院弁公庁は、「全国一体化政務ビッグデータシ

ステム構築ガイドライン」を公表し、2025 年までの

構築目標を掲げている。 

司法機関の取組については、最高人民法院が 2018 

年 11 月に「司法公開の一層の深化に関する最高人民

法院の意見」を発表し、裁判に関する情報を速やか

に公開すること、公開を原則とし、非公開を例外と

すること、メディアによる世論監督を積極的に受け

入れることなどが定められた。また、2019 年 2 月 

27 日に同法院から発表された「中国法院の司法改革

（ 2013 - 2018 ）」によれば、2013 年以降、インタ

ーネット上での情報公開が進んでおり、2023 年 10 

月時点で「中国裁判文書ネット（裁判文書約 1 億 

4299 万件を掲載）」、「中国法廷審理公開ネット

（法廷審理のライブ中継映像約 2246 万件を公開）」、

「中国審判フロー情報公開ネット（開廷公告記録 

476 万件を公開）」、「中国執行情報公開ネット

（失信被執行人約 798 万人を公表）」、「全国企業

破産再生案件情報ネット（破産、強制清算案件公告

約 41 万 8000 件を公表）」などのウェブサイトを通

じて情報公開が行われている。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

 上記の政府情報公開条例実施後には、2019 年の改

正を始めとしてそれなりの進展があるものの、実施

細則等含め未だに公開に当たっての行政体制が整っ

ていないこと、土地開発使用状況など公衆が強い関

心を持っている情報はあまり公開していないこと、

また一部の地方都市において、国家機密に該当する

あるいは申請された情報が存在しないといった理由

で十分に公開が進んでいないなど、透明性が不十分

とも言える。また、パブリックコメントが実施され

たとしても、意見聴取期間についてはほとんどが 30 

日程度に設定されており、比較的短いことが指摘さ

れる。これらが WTO 協定の所管事項に関わるもので

ある場合は、措置の客観性・公平性の確保を規定し

た GATT 10 条又は GATS 6 条、また、透明性確保を

規定した加盟議定書 2 条及び日中韓投資協定 10 条

（透明性）に違反する可能性がある。 

 

（（22））統統一一的的行行政政  

 

＜＜実実施施状状況況＞＞  

 外資企業が事業を行うにあたっては、中央、省、

地方レベルの部・委員会や政府において、互いに矛

盾のない法令が整備されることが必要である。また、

互いに矛盾のない法令や条例であっても、裁量的な

適用や不統一な解釈が、複数の地域で事業展開を実

施する外資企業にとっての障壁となっている。 

 近年、中国では、税関、税務、金融などの重要分

野や、中央政府と地方政府の利益が対立しやすい分

野において「垂直管理」改革を実施し、各レベルの

行政不統一による行政の非効率がある程度改善され、

また、中央政府と一部の地方政府が行政機関の簡素

化・合併を行っている。 

 しかし、中央と地方の関係において、垂直管理は

ほとんど進まず、逆に食品薬品に関する垂直管理制

度は省レベル以下では撤廃され、中央政府が食品薬

品監督管理において地方政府の責任を強化したいと

表明するなどの動きも見られる。また、中央政府内

でも未だに統一的な行政が行われていない例も見ら

れる。 

2021 年 7 月に施行された「行政処罰法」に関連し

て、2022 年 8 月に国務院弁公庁は「行政裁量基準の
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制定及び管理のさらなる規範化に関する意見」を公

表した。さらに、同意見の制定を受け、2022 年 10 

月には、国家市場監督管理総局が、「市場監督管理

における行政処罰の裁量権の規範化に関する指導的

意見」を公表した。本指導的意見においては、行政

処罰における裁量権行使の基本原則として公平公正

の原則を追加し、行政処罰裁量権基準がある場合、

厳格な評価を経ることで裁量権の濫用を避ける等、

行政裁量権の濫用防止に資する内容も含まれている

一方で、個別事案において、裁量権基準を適用する

と著しく公平に害する場合、一定の手続を経て適用

規範を調整することも認めている。今後、指導的意

見に基づく運用状況について引き続き注視が必要で

ある。  

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

上記のように中央政府と地方政府との間で不統一

な解釈・運用がみられるが、これは中央政府・地方

政府間での法令・措置の統一的な適用・運用を規定

した加盟議定書 2 条 ( A ) 2 項に違反する可能性が

ある。 

 

（（33））司司法法審審査査  

 

＜＜実実施施状状況況＞＞  

司法審査については、行政決定が司法審査の対象

となることを明記する規定が一部法令に設けられ

（「アンチ・ダンピング条例」、「専利法」等）、

通商に関わる紛争を仲介する裁判所として中国国際

経済貿易仲裁委員会（ CIETAC ）が設置された。また、

2007 年には行政再議申請人の既得利益を保護するこ

と等を規定した「行政再議法実施条例」が公布・施

行され、2008 年には最高人民法院より行政訴訟案件

の管轄、訴訟撤回問題について詳細に規定した司法

解釈も出されるなど、制度整備面では改善が見られ、

近年行政訴訟案件は増大している。他方、中国の司

法判断の中立性・的確性や、司法又は仲裁法廷が下

した判決・裁定の着実な執行については、加盟作業

部会においても加盟国側から強い懸念が示されてい

た。また、例えば、中国の「行政訴訟法」（ 1990 

年 ）を実施する中で、地方法院が各種理由で受理す

べき行政案件を拒否する現象が多い。この問題に対

処するために、「全国人民代表大会常務委員会の

『中華人民共和国行政訴訟法』改訂に関する決定」

が中国第 12 期全国人民代表大会常務委員会第 11 回

会議で 2014 年 11 月 1 日に通過し、2015 年 5 月 

1 日から施行されている。これは、行政訴訟法が 

1990 年 10 月 1 日に施行されて以来初の改訂であ

る。これまでの行政訴訟は、立件・審査・執行とも

難しく、訴訟で解決すべき問題が往々として投書・

陳情の方法で訴える「法より投書・陳情」という現

象が見られていたが、これらの問題に対し 2015 年の

改訂では、訴訟ハードルの引き下げや受理範囲の拡

大、受理妨害の排除、審査基準の厳格化、応訴職責

の強化が盛り込まれている。2017 年 6 月に、行政訴

訟法がさらに改正され、行政機関が法律に基づいて

職務を遂行しない場合、人民検察院は、法律に基づ

いて人民法院に訴訟を提起する旨の条項が増設され

ている。 

  

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

 上記のように、裁判所が行政訴訟案件の受理を不

当に拒否した場合には、行政機関の決定を司法機関

に訴える機会を保障した加盟議定書 3 条( D ) 2 項

に違反する可能性がある。本章「知的財産（4）」参

照。 

 

 

 

（（11））輸輸出出税税をを賦賦課課すするる措措置置  

 

 中国は、2006 年 11 月 1 日に輸出税暫定税率調整

表を施行し、その後輸出税品目や輸出税率を度々変

更している。 

 しかし、中国は、WTO 加盟議定書 11 条 2 項にお

いて、附属書 6（輸出税禁止に対する例外リスト） 

に掲げられた産品（フェロマンガン、フェロクロム、

粗鋼及び電解精製用陽極銅、銅・アルミのくず等 13 

品目）に課税する場合又は GATT 8 条の規定に適合し

て課税される場合を除き、輸出品に課税する税及び

課徴金をすべて廃止するとしている。そのため、こ

れらの例外産品以外に課税している場合には、WTO 

加盟議定書の約束に違反していると考えられる。 

 なお、レアアース、タングステン、モリブデンに

輸輸出出入入制制限限措措置置  
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対する輸出税賦課措置については、WTO 紛争解決手

続（ DS431、432、433（中国のレアアース等に対す

る輸出規制措置：第 Ⅱ 部第 3 章 4. 主要ケース

( 5 )参照）において協定不整合と判断され、中国は 

2015 年 5 月に撤廃した。 

 詳細については、2017 年版不公正貿易報告書 18 

頁- 21 頁参照。 

 

（（22））原原材材料料にに対対すするる輸輸出出制制限限措措置置  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

 2002 年 1 月 1 日、「 2002 年輸出許可証管理商

品の分類による証書発行目録」の公布及び関連問題

に関する通知で、輸出許可制度の対象となる合計 54 

品目の商品及び同許可証発行機関が規定された。 

「 2015 年輸出許可証管理貨物目録」では、上記の対

象は 591 品目へと増加している。 

 このように、中国は WTO 加盟後も引き続き原材

料・中間製品に対する輸出数量制限を実施している。

GATT 20 条（ g ）においては、「有限天然資源の保

存に関する措置」であれば例外的に輸出数量制限が

認められる可能性がある旨を定めているが、中国の

原材料・中間製品に対する輸出数量制限の設計や構

造が中国の国内産業への優遇措置であり、そもそも

「有限天然資源の保存に関する措置」とはいえない

のではないか、また、GATT 20 条（ g ）では、「国

内の生産又は消費に対する制限」が実施される必要

があると定めているが、このような国内での制限が

中国国内で実施されているか不透明な部分がある。 

 また、中国政府は、多くの原材料品目について、

輸出許可証を発給し、輸出可能な業者や数量を管理

している。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

 GATT 20 条（ g ）では、「有限天然資源の保存に

関する措置」であれば例外的に輸出数量制限が認め

られる可能性がある旨を定めているが、中国のレア

アース等についての輸出数量制限の設計や構造が中

国の国内産業への優遇措置であり、そもそも「有限

天然資源の保存に関する措置」とはいえないのでは

ないか、また、GATT 20 条（ g ）ではその前提条件

として「国内の生産又は消費に対する制限」が実施

される必要があると定めており、このような国内で

の制限が中国国内で実施されているか不透明な部分

があることから、GATT 11 条及び 20 条（ g ）との

整合性につき疑義がある。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

 アンチモン、インジウム、クロム、コバルト、銅、

グラファイト、鉛、マグネシア、滑石、タンタリウ

ム及び錫に対する輸出規制措置（輸出税・輸出数量

制限等）について、米国（ DS508 ）及び EU

（ DS509 ）がそれぞれ 2016 年 10 月、パネル設置

要請を行ったが、その後パネル構成には進んでいな

い。 

 

（（33））輸輸出出管管理理法法  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

 中国政府は、従来、大量破壊兵器関連のみを規制

対象とする安全保障輸出管理制度をおいていたが、

2017 年 6 月、通常兵器関連の多数の民生品・技術を

規制対象に加えると同時に、報復措置、再輸出規制、

みなし輸出規制等の新たな措置を含む輸出管理法

（出口管制法）の法案（第 1 次草案）を公表した。

その後 2019 年 12 月に第 2 次草案、2020 年 7 月

に第 3 次草案が公表され、パブリックコメントや草

案の修正の後、2020 年 10 月 に成立、同年 12 月に

施行された。さらに、輸出管理法及び暗号法に基づ

く輸出入管理品目リストも、2021 年 1 月 1 日に施

行された。これにより、暗号通信に係る機器等の輸

出入が許可申請の対象となった（なお、これらの品

目については、2020 年 12 月輸出入管理品目リスト

定例改正に際して、従来中国において輸出管理が行

われていた大量破壊兵器関連品目等とともに、単一

のリストに統合された）。さらに、2022 年 4 月、商

務部より、輸出管理法の下位法令として「両用品目

輸出管理条例案（意見募集稿）」が公表され、1 ヶ

月間の意見募集手続に付されたが、正式な立法化に

は至っていない。同管理条例案では、軍事用又は民

生用のいずれにも利用できる両用品目を輸出管理の

対象とし、従来は分散していた大量破壊兵器関連の

両用品目の規制を統合し、通常兵器関連の両用品目

も包括して統一的な規則を定めている。2023 年 5 月 

31 日、国務院弁公庁が「 2023 年度立法工作計画」

により、「両用品目輸出管理条例」を制定する準備
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対する輸出税賦課措置については、WTO 紛争解決手

続（ DS431、432、433（中国のレアアース等に対す

る輸出規制措置：第 Ⅱ 部第 3 章 4. 主要ケース

( 5 )参照）において協定不整合と判断され、中国は 

2015 年 5 月に撤廃した。 

 詳細については、2017 年版不公正貿易報告書 18 

頁- 21 頁参照。 

 

（（22））原原材材料料にに対対すするる輸輸出出制制限限措措置置  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

 2002 年 1 月 1 日、「 2002 年輸出許可証管理商

品の分類による証書発行目録」の公布及び関連問題

に関する通知で、輸出許可制度の対象となる合計 54 

品目の商品及び同許可証発行機関が規定された。 

「 2015 年輸出許可証管理貨物目録」では、上記の対

象は 591 品目へと増加している。 

 このように、中国は WTO 加盟後も引き続き原材

料・中間製品に対する輸出数量制限を実施している。

GATT 20 条（ g ）においては、「有限天然資源の保

存に関する措置」であれば例外的に輸出数量制限が

認められる可能性がある旨を定めているが、中国の

原材料・中間製品に対する輸出数量制限の設計や構

造が中国の国内産業への優遇措置であり、そもそも

「有限天然資源の保存に関する措置」とはいえない

のではないか、また、GATT 20 条（ g ）では、「国

内の生産又は消費に対する制限」が実施される必要

があると定めているが、このような国内での制限が

中国国内で実施されているか不透明な部分がある。 

 また、中国政府は、多くの原材料品目について、

輸出許可証を発給し、輸出可能な業者や数量を管理

している。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

 GATT 20 条（ g ）では、「有限天然資源の保存に

関する措置」であれば例外的に輸出数量制限が認め

られる可能性がある旨を定めているが、中国のレア

アース等についての輸出数量制限の設計や構造が中

国の国内産業への優遇措置であり、そもそも「有限

天然資源の保存に関する措置」とはいえないのでは

ないか、また、GATT 20 条（ g ）ではその前提条件

として「国内の生産又は消費に対する制限」が実施

される必要があると定めており、このような国内で

の制限が中国国内で実施されているか不透明な部分

があることから、GATT 11 条及び 20 条（ g ）との

整合性につき疑義がある。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

 アンチモン、インジウム、クロム、コバルト、銅、

グラファイト、鉛、マグネシア、滑石、タンタリウ

ム及び錫に対する輸出規制措置（輸出税・輸出数量

制限等）について、米国（ DS508 ）及び EU

（ DS509 ）がそれぞれ 2016 年 10 月、パネル設置

要請を行ったが、その後パネル構成には進んでいな

い。 

 

（（33））輸輸出出管管理理法法  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

 中国政府は、従来、大量破壊兵器関連のみを規制

対象とする安全保障輸出管理制度をおいていたが、

2017 年 6 月、通常兵器関連の多数の民生品・技術を

規制対象に加えると同時に、報復措置、再輸出規制、

みなし輸出規制等の新たな措置を含む輸出管理法

（出口管制法）の法案（第 1 次草案）を公表した。

その後 2019 年 12 月に第 2 次草案、2020 年 7 月

に第 3 次草案が公表され、パブリックコメントや草

案の修正の後、2020 年 10 月 に成立、同年 12 月に

施行された。さらに、輸出管理法及び暗号法に基づ

く輸出入管理品目リストも、2021 年 1 月 1 日に施

行された。これにより、暗号通信に係る機器等の輸

出入が許可申請の対象となった（なお、これらの品

目については、2020 年 12 月輸出入管理品目リスト

定例改正に際して、従来中国において輸出管理が行

われていた大量破壊兵器関連品目等とともに、単一

のリストに統合された）。さらに、2022 年 4 月、商

務部より、輸出管理法の下位法令として「両用品目

輸出管理条例案（意見募集稿）」が公表され、1 ヶ

月間の意見募集手続に付されたが、正式な立法化に

は至っていない。同管理条例案では、軍事用又は民

生用のいずれにも利用できる両用品目を輸出管理の

対象とし、従来は分散していた大量破壊兵器関連の

両用品目の規制を統合し、通常兵器関連の両用品目

も包括して統一的な規則を定めている。2023 年 5 月 

31 日、国務院弁公庁が「 2023 年度立法工作計画」

により、「両用品目輸出管理条例」を制定する準備
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ができていると公表したが、成立時期の見通しは立

っていない。 

 また、2023 年 7 月には、ガリウム・ゲルマニウム

の関連品目の輸出管理を実施するとの公告を出し、8 

月より施行した。さらに、2023 年 10 月、黒鉛類関

連製品の臨時輸出管理措置の公告を発表し、12 月よ

り施行した。輸出管理の対象について「その他の人

造黒鉛」等から「人造黒鉛材料及びその製品」に変

更されたほか、天然黒鉛も追加された。 

依然として制度の全容は不明瞭な点もあり、また、

下記のとおり WTO 協定不整合性が疑われる条文も存

在し、運用によっては、我が国と中国の間の貿易・

投資環境に大きな影響を与えるおそれがある。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

 輸出管理措置への安全保障例外（ GATT  21 条 b 

項）の適用については先例がないものの、本法に含

まれうる下記( a )-( c )の措置については、安全保

障目的との関連性が乏しい過剰な輸出規制であり、

GATT 21 条の要件を満たさず、輸出入制限の禁止

（ GATT 11 条）に抵触する可能性がある。 

 

( a ) 規制対象品目の過剰な拡張のおそれ 

本法は、規制対象品目リストについて、「本法と

関連法律･行政法規の規定に依拠して、輸出管理政策

に基づき」制定される（ 9 条）と規定しており、同

条自体は具体的な考慮事由を明記していない。しか

し、本法上、輸出管理業務の目的として挙げられて

いる「総体国家安全観」（ 33 条）は、幅広い要素

（経済、文化、社会、科学技術、資源等の安全を含

む）を国家安全保障の対象と捉える中国固有の国家

安全保障の概念であり、狭義の安全保障目的に留ま

らず、産業・通商保護目的を含みうる。また、法全

体を通して「国家の安全と利益」が目的・考慮要素

とされているものの、第 1 次草案･第 2 次草案で挙

げられていた「国家の安全」に対して、成案では

「国家の利益」が追記されており、産業政策的考慮

を予定していると解しうる。さらに、リスト外品目

に関する臨時管理（ 9 条 2 項･ 12 条 2 項）やブラ

ックリスト制度（ 18 条）等による広範な規制も可能

とされている。 

この点、本法の起草説明が、立法の必要性として、

「重要戦略稀少資源の保護」も挙げていたことも考

慮すると、例えば、「総体国家安全観」に含まれる

「資源の安全」を根拠に、レアアース等の戦略的稀

少物資を規制対象とする等、規制対象品目を過剰に

拡張することが懸念される。 

また、「両用品目輸出管理条例案」においても、

輸出管理リスト策定の際には「国の安全と利益に対

する影響」を考慮して必要な産業調査を実施する

（13 条）ことから、規制対象品目の範囲の広がりに

は留意を要する。 

 

( b ) 技術開示要求のおそれ 

本法は、デュアル･ユースアイテム（技術･サービ

スを含む）の輸出申請につき、関連資料を法規に従

ってありのままに拠出する義務を規定し（ 21 条）、

また、エンドユーザー及び最終用途に関して、輸出

者の証明書提出義務（ 15 条）や、中国当局による評

価･調査（ 17 条）を規定している。これらの規定か

ら、中国規制当局が、該非判断にあたって重要なソ

ースコード等の技術情報について過大な開示を要求

する可能性や、エンドユーザー及び最終用途の確認

プロセスを通して合法的に日本企業の機微情報に直

接アクセスし窃取することが可能になることが懸念

される。「両用品目輸出管理条例案」においても、

輸出許可申請の際の技術説明または検査報告書等の

提出義務（ 20 条）や、エンドユーザー及び最終用途

に関して、輸出者の証明書提出義務（ 28 条）等が規

定されており、本法と同様の点が懸念される。いず

れの措置も詳細が細則に委ねられているため、今後

下位法令による提出書面の具体的な規定ぶりや運用

を注視する必要がある。 

 

( c ) 報復措置（対等の原則）の規定 

本法には、他国が中国に対して輸出規制を濫用し、

中国の国家安全と利益に危害を及ぼす場合は、中国

は当該相手国に対して「相応の措置」を講じうる旨

の規定（ 48 条）がある。本規定は、商務部草案には

含まれ、第 1 次草案･第 2 次草案では削除されてい

たものが、成案で復活したものである。本条文に基

づき、必ずしも安全保障を目的としない一方的な輸

出規制措置が講じられる恐れがある。 

また、中国商務部は、2019 年 6 月、外国貿易法･

独占禁止法･国家安全法等と整合する措置として、非

商業的目的に基づいて、市場ルールを遵守せず、契
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約に違反し、中国企業に対する供給を停止･断絶し、

中国企業の正当な権利及び利益に重大な損害を及ぼ

す外国企業･団体･個人を、信用性が低い組織

（ unreliable entities ）としてリスト化する

（ Unreliable Entities List ）構想を発表し、2020 

年 9 月、信頼できないエンティティ・リスト規定施

行された。 

 上記以外にも、本法には、( d )再輸出管理・域外

適用の規定も含まれている。すなわち、中国外の組

織･個人による本法違反も規律対象とし（第 44 条）、

また、再輸出規制を実施する（ 45 条）旨が規定され

ているが、詳細は細則に委ねられている。「両用品

目輸出管理条例案」にも、再輸出規制（ 58 条）があ

るが、詳細は細則に委ねられている。これらの規定

については、細則や具体的な運用次第では、国際法

上許容されない国内法の過度な域外適用が行われる

ことが懸念される。さらに、2020 年 9 月に施行され

た信頼できない実体リスト規定を活用して再輸出規

制が実施される可能性も懸念されている。（信頼で

きない実体リスト規定の詳細は、一方的措置・その

他の項目を参照。） 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

日本産業界は、国際的ルールや慣行に即した透明

性のある制度の実現を求めて、中国に対して意見書

を提出してきた（意見書提出の経緯については 2023 

年度版不公正貿易報告書参照）。2020 年 11 月には、

CISTEC ・経団連・日機輸等、国内の 10 産業団体が、

中国輸出管理法等の懸念点を指摘し、政府レベルで

の対応を求めた「中国及び米国の域外適用規制につ

いて」と題する要請書を経済産業省に提出した。 

これを受けて、同月に梶山経済産業大臣から産業

界に対し、サプライチェーン上のリスクを把握する

こと・各国制度を超えた過度な委縮は不要であるこ

とを呼び掛け、不当な要求があれば経済産業省が前

面に立って支援を行う旨発言した。 

2018 年 3 月以降の WTO 物品理事会や、経済産業

省と中国商務省との二国間会談（直近では 2023 年 

11 月に西村経済産業大臣と王商務部長が会談）等に

おいて、中国に対して、国際的ルールや慣行に即し

た公平性・透明性のある制度の実現を求めて働きか

けを行っている。また、2023 年 11 月には日中輸出

管理対話の設置に合意し、2024 年 1 月、第 1 回日

中輸出管理対話を開催。中国側に、制度の透明性向

上と協定整合的な運用を求めている。 

 

（（44））日日本本産産水水産産物物のの輸輸入入規規制制【【新新規規

掲掲載載】】  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

中国政府は、2023 年 8 月の日本の東京電力・福

島第一原発からの ALPS 処理水の海洋放出を契機

に、食品安全への懸念に対処するためとして、日本

産水産物の輸入を全面的に停止すると発表し、同

月、SPS 協定附属書 B 6（緊急の場合の措置実施後

の通報）に基づくWTO通報も実施した。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

福島第一原発からの ALPS 処理水の海洋放出は、

IAEA 安全基準等国際基準に沿った措置であるとこ

ろ、中国は食品安全への懸念と述べるのみで、処理

水放出が日本産水産物の安全性に与える具体的なリ

スクについて何ら科学的根拠を示しておらず、また

客観的なリスク評価が適切に行われたか否かも定か

ではない。よって、当該輸入停止措置は、SPS 協定 

で必要とされている科学的原則に基づかない不当な

輸入制限措置であることが懸念される。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

日本は、2023 年 9 月、中国の WTO 通報に対して

反論書面を WTO に提出し、全メンバーに回覧され

た。 また、 SPS 協定附属書 B 6 (c) に基づく討議

の要請を行うほか、RCEP 協定緊急措置に関する規定

に基づく討議の要請を行った。加えて、WTO・市場ア

クセス委員会（2023 年 10 月、2024 年 3 月）、

SPS 委員会（2023 年 11 月、2024 年 3 月）、物品

理事会（同年 12 月）でも、日本は、中国の措置は 

WTO 協定上の懸念があるとして即時撤廃を求めた。 

また、2023 年 11 月の閣僚会談（西村経産大臣・

王商務部長）や、日中首脳会談（岸田総理・習国家

主席）その他様々な二国間会談の機会において、同

様に、即時撤廃を求めた。 

さらに、日中首脳会談では、お互いの立場に隔たり

があることを認識しながら、建設的な態度をもって

協議と対話を通じて問題を解決する方法を見い出し

ていくことで一致した。 
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約に違反し、中国企業に対する供給を停止･断絶し、

中国企業の正当な権利及び利益に重大な損害を及ぼ

す外国企業･団体･個人を、信用性が低い組織

（ unreliable entities ）としてリスト化する

（ Unreliable Entities List ）構想を発表し、2020 

年 9 月、信頼できないエンティティ・リスト規定施

行された。 

 上記以外にも、本法には、( d )再輸出管理・域外

適用の規定も含まれている。すなわち、中国外の組

織･個人による本法違反も規律対象とし（第 44 条）、

また、再輸出規制を実施する（ 45 条）旨が規定され

ているが、詳細は細則に委ねられている。「両用品

目輸出管理条例案」にも、再輸出規制（ 58 条）があ

るが、詳細は細則に委ねられている。これらの規定

については、細則や具体的な運用次第では、国際法

上許容されない国内法の過度な域外適用が行われる

ことが懸念される。さらに、2020 年 9 月に施行され

た信頼できない実体リスト規定を活用して再輸出規

制が実施される可能性も懸念されている。（信頼で

きない実体リスト規定の詳細は、一方的措置・その

他の項目を参照。） 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

日本産業界は、国際的ルールや慣行に即した透明

性のある制度の実現を求めて、中国に対して意見書

を提出してきた（意見書提出の経緯については 2023 

年度版不公正貿易報告書参照）。2020 年 11 月には、

CISTEC ・経団連・日機輸等、国内の 10 産業団体が、

中国輸出管理法等の懸念点を指摘し、政府レベルで

の対応を求めた「中国及び米国の域外適用規制につ

いて」と題する要請書を経済産業省に提出した。 

これを受けて、同月に梶山経済産業大臣から産業

界に対し、サプライチェーン上のリスクを把握する

こと・各国制度を超えた過度な委縮は不要であるこ

とを呼び掛け、不当な要求があれば経済産業省が前

面に立って支援を行う旨発言した。 

2018 年 3 月以降の WTO 物品理事会や、経済産業

省と中国商務省との二国間会談（直近では 2023 年 

11 月に西村経済産業大臣と王商務部長が会談）等に

おいて、中国に対して、国際的ルールや慣行に即し

た公平性・透明性のある制度の実現を求めて働きか

けを行っている。また、2023 年 11 月には日中輸出

管理対話の設置に合意し、2024 年 1 月、第 1 回日

中輸出管理対話を開催。中国側に、制度の透明性向

上と協定整合的な運用を求めている。 

 

（（44））日日本本産産水水産産物物のの輸輸入入規規制制【【新新規規

掲掲載載】】  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

中国政府は、2023 年 8 月の日本の東京電力・福

島第一原発からの ALPS 処理水の海洋放出を契機

に、食品安全への懸念に対処するためとして、日本

産水産物の輸入を全面的に停止すると発表し、同

月、SPS 協定附属書 B 6（緊急の場合の措置実施後

の通報）に基づくWTO通報も実施した。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

福島第一原発からの ALPS 処理水の海洋放出は、

IAEA 安全基準等国際基準に沿った措置であるとこ

ろ、中国は食品安全への懸念と述べるのみで、処理

水放出が日本産水産物の安全性に与える具体的なリ

スクについて何ら科学的根拠を示しておらず、また

客観的なリスク評価が適切に行われたか否かも定か

ではない。よって、当該輸入停止措置は、SPS 協定 

で必要とされている科学的原則に基づかない不当な

輸入制限措置であることが懸念される。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

日本は、2023 年 9 月、中国の WTO 通報に対して

反論書面を WTO に提出し、全メンバーに回覧され

た。 また、 SPS 協定附属書 B 6 (c) に基づく討議

の要請を行うほか、RCEP 協定緊急措置に関する規定

に基づく討議の要請を行った。加えて、WTO・市場ア

クセス委員会（2023 年 10 月、2024 年 3 月）、

SPS 委員会（2023 年 11 月、2024 年 3 月）、物品

理事会（同年 12 月）でも、日本は、中国の措置は 

WTO 協定上の懸念があるとして即時撤廃を求めた。 

また、2023 年 11 月の閣僚会談（西村経産大臣・

王商務部長）や、日中首脳会談（岸田総理・習国家

主席）その他様々な二国間会談の機会において、同

様に、即時撤廃を求めた。 

さらに、日中首脳会談では、お互いの立場に隔たり

があることを認識しながら、建設的な態度をもって

協議と対話を通じて問題を解決する方法を見い出し

ていくことで一致した。 
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引き続き ALPS 処理水の海洋放出に関する日本の取

組やモニタリングの結果等を丁寧にかつ透明性を持

って説明するとともに、日本産食品に対する輸入規

制の即時撤廃を強く求めていく。 

 

 

 

関関税税構構造造  

  

 ＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール整

合性の観点からは明確に問題があると言えない貿

易・投資関連政策・措置であるが、以下の懸念点に

鑑み、掲載することとした。関税、関税率、譲許率、

譲許税率の定義は、第 2 部第 5 章 1 を参照。 

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

税関法、輸出入関税条例及び輸出入税測及び関連

法規において、輸入関税、輸出関税及び特殊関税

（AD 関税、相殺関税、SG 関税など）が規定されてい

る。対日輸入適用税率には、MFN 税率又は地域的な

包括的経済連携（ RCEP ）協定税率等が適用される。

また、輸出を前提として輸入される物品、原材料、

設備又は国が輸出を推奨する製品などに対する税制

優遇措置（関税及び増値税の免除・還付減免税及び

還付）などがある。 

中国の 2022 年時点の非農産品の単純平均譲許税率

は 9.1 ％ だが、オートバイ（最高 45 ％）、写真用

又は映画用材料（最高  35 ％）、カラーモニター

（ 20 ％）、自動車（ 15 ％）、TV（ 15 ％）、プロ

ジェクター（最高 12 ％）等の高い譲許税率が存在す

る。なお、非農産品の譲許率は 100 ％ であり、2022 

年時点の非農産品目の単純平均実行関税率は 6.4 ％

であった。 

 

＜＜懸懸念念点点＞＞  

高関税そのものは譲許税率を超えない限り WTO 協

定上問題はないが、自由貿易を促進し、経済厚生を

高めるという WTO 協定の精神に照らし、関税はでき

るだけ引き下げることが望ましい。 

中国が 2001 年の WTO 加盟に際して約束した ITA

（情報技術協定）への参加については、2003 年 4 月

の ITA 委員会において承認された。しかし、コンピ

ュータと接続性のある複合機やプロジェクターにつ

いて ITA の対象品目として無税とすべきところ、関

税を賦課しており、ITA の履行に不透明さが残って

いる。 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

IT 製品の市場アクセス拡大の促進に向けて、2015 

年 12 月に妥結した ITA 拡大交渉（詳細は、第 Ⅱ 

部第 5 章 2.（ 2 ）ITA（情報技術協定）交渉を参

照）について、中国は、2016 年 9 月から対象品目 

201 品目の関税撤廃を開始した。例えば、高関税品

目としては、テレビジョンカメラ（ 35 ％ ）、録

音・再生機器（ 30 ％ ）、テレビ受信機器（ 30 ％ ）

等が挙げられる。これらを含む全対象品目の関税が 

2023 年 7 月に撤廃された。 

2018 年 4 月に開催されたボアオ・アジアフォーラ

ムにおいて、習近平国家主席は重要講話を発表し、

対外開放拡大のための措置の 1 つとして主体的な輸

入の拡大を掲げた。具体的には自動車輸入関税の大

幅削減、その他製品の輸入関税軽減が盛り込まれた。 

2018 年 5 月 22 日には中国関税税則委員会が、同

年 7 月から自動車及び自動車部品計 218 品目の輸入

関税を引き下げる旨を公表した（税委会公告

〔 2018 〕3 号）。自動車は 20 ％～ 25 ％ から 

15％ に下がり、自動車部品は 8 ％～ 25 ％ から 

6 ％ へと下がった。また、同年 5 月 30 日に開催さ

れた国務院常務会議において、広範囲にわたる日用

品の輸入関税率の引き下げが決定された。同年 9 月

に行われた国務院常務会議では、同年 11 月から 

1,585 項目の工業製品等の輸入関税を引き下げるこ

とが公表された（税委会公告〔 2018 〕9 号）。今次

の措置により、中国の非農産品目の単純平均実行関

税率は前述のとおり、2019 年に 8.8 ％ から 6.5 ％ 

に引き下げられた。また、同年 11 月に開催された第 

1 回中国国際輸入博覧会で発表された対外開放に沿

う形で、同年 12 月には 2019 年 1 月から一部製品

の輸出入関税を調整することが発表された（税関総

署公告［ 2018 ］212 号）。対象となる 706 品目の

うち菜種かすや一部の薬品生産原料については同日、

関税が撤廃された。 

2022 年 4 月、国務院関税税則委員会は、税関法や

輸出入関税条例第 9 条に基づき、エネルギーの安定

供給の確保及び質の高い発展の促進のため、2022 年 

5 月から 2023 年 3 月までの間、石炭に関する輸入

関関  税税  
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関税を一時的に免除し、 2023 年 3 月に当該一時免

除をさらに 2023 年 12 年 31 日まで延長した。2023 

年 4 月 1 日から、7 つの品目の石炭製品の輸入暫定

税率が廃止され、2023 年 7 月 1 日から、1 つの品

目の情報技術製品の輸入暫定税率が廃止されるよう

になった。 

 

 

 

[[加加盟盟にに伴伴うう約約束束］］  

  

中国は、WTO 加盟に伴い、AD 措置及び相殺措置に

係る規則・手続を AD 協定及び補助金・相殺措置協定

に整合化させることを約束している1。 

また、中国以外の WTO 加盟国が、中国産品につい

て AD 措置に係る調査を行う際の価格比較（ダンピン

グマージンの計算）に関し、輸出価格を中国の国内

価格と比較するのではなく第三国価格と比較するこ

とが認められている（中国加入議定書 15 条）。 

背景として、中国には市場経済が浸透しておらず、

適切な国内価格が存在しない、との考え方がある。

この根拠となった中国加入議定書 15 条の一部である 

15 条（ a ）(ii)は、加盟後 15 年の 2016 年 12 月

で失効した（同特例失効後の中国の取り扱いについ

ては、国際的な論点になった（いわゆる「市場経済

国問題」）。詳細については、本報告書第 II 部第 6 

章参照。）。 

 

[[個個別別措措置置］］  

  

中国は、1995 年以降、295 件（2023年12月時点）

の AD 調査を開始しているが2、中国による AD 調査

のうち、我が国産品が対象に含まれる案件は 53 件で

あり3、うち 44 件について AD 措置が発動されてい

る4（いずれも 2023 年 12 月時点）。現在、20 件の

我が国産品に対する中国の AD 課税が継続している

（2023 年 6 月時点5）。 

 
1 中国加入議定書 (WT/L/432) 
2 https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_InitiationsByRepMem.pdf 
3 https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_InitiationsRepMemVsExp.pdf 
4 https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_MeasuresRepMemVsExp.pdf 
5 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/ADP/N384CHN.pdf&Open=True 

 中国の AD 調査及び AD 措置については、以下の事

案に見られるように、損害及び因果関係の認定が客

観性に欠けるなど、AD 協定に整合的でない点が見ら

れる。また、過去の中国による AD 措置についても、

不適切なサンプリング調査や手続の透明性の欠如と

いった問題が指摘されている。中国は、WTO 加盟に

伴い、AD 措置に係る規則・手続を AD 協定に整合さ

せることを約束しており、今後も引き続き WTO 協定

との整合性を注視し、必要に応じて改善を求めてい

く。 

 

（（11））日日本本製製塩塩化化ビビニニリリデデンン（（  PPVVDDCC  ポポ

リリママーー））にに対対すするる  AADD  措措置置  

 

中国当局は、2017 年 4 月、日本製塩化ビニリデン

に対する AD 課税措置を決定した。本決定においては、

価格の押下げの認定及び因果関係の認定につき、そ

れぞれ説明が不十分であるという問題がある。最終

決定が行われるまで、日本政府は、本件公聴会や AD 

委員会において上記指摘を行い、また、政府意見書

の提出などにより改善を求めてきたが、結果的に 

WTO 協定整合性に疑義がある決定が行われた。本件

詳細は、2018 年版不公正貿易報告書 10 頁参照。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

2022 年 4 月、中国政府は、本 AD 措置のサンセッ

ト・レビューを開始し、2023 年 4 月に措置の継続が

決定された。我が国としては、WTO 協定に整合的で

ない AD 措置の早期撤廃・是正を行うよう、2023 年 

10 月の AD 委員会において発言した。本件措置につ

いて、産業界とも協力しながら引き続き注視してい

く。 

 

（（22））日日本本製製アアククリリロロニニトトリリルルブブタタジジエエ

ンンゴゴムム（（  NNBBRR  ））にに対対すするる  AADD  措措置置  

 

2017 年 11 月、中国政府は中国国内企業からの申

請を受けて、日本及び韓国からのアクリロニトリル

アアンンチチ・・ダダンンピピンンググ（（AADD））措措置置  
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関税を一時的に免除し、 2023 年 3 月に当該一時免

除をさらに 2023 年 12 年 31 日まで延長した。2023 

年 4 月 1 日から、7 つの品目の石炭製品の輸入暫定

税率が廃止され、2023 年 7 月 1 日から、1 つの品

目の情報技術製品の輸入暫定税率が廃止されるよう

になった。 

 

 

 

[[加加盟盟にに伴伴うう約約束束］］  

  

中国は、WTO 加盟に伴い、AD 措置及び相殺措置に

係る規則・手続を AD 協定及び補助金・相殺措置協定

に整合化させることを約束している1。 

また、中国以外の WTO 加盟国が、中国産品につい

て AD 措置に係る調査を行う際の価格比較（ダンピン

グマージンの計算）に関し、輸出価格を中国の国内

価格と比較するのではなく第三国価格と比較するこ

とが認められている（中国加入議定書 15 条）。 

背景として、中国には市場経済が浸透しておらず、

適切な国内価格が存在しない、との考え方がある。

この根拠となった中国加入議定書 15 条の一部である 

15 条（ a ）(ii)は、加盟後 15 年の 2016 年 12 月

で失効した（同特例失効後の中国の取り扱いについ

ては、国際的な論点になった（いわゆる「市場経済

国問題」）。詳細については、本報告書第 II 部第 6 

章参照。）。 

 

[[個個別別措措置置］］  

  

中国は、1995 年以降、295 件（2023年12月時点）

の AD 調査を開始しているが2、中国による AD 調査

のうち、我が国産品が対象に含まれる案件は 53 件で

あり3、うち 44 件について AD 措置が発動されてい

る4（いずれも 2023 年 12 月時点）。現在、20 件の

我が国産品に対する中国の AD 課税が継続している

（2023 年 6 月時点5）。 

 
1 中国加入議定書 (WT/L/432) 
2 https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_InitiationsByRepMem.pdf 
3 https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_InitiationsRepMemVsExp.pdf 
4 https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_MeasuresRepMemVsExp.pdf 
5 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/ADP/N384CHN.pdf&Open=True 

 中国の AD 調査及び AD 措置については、以下の事

案に見られるように、損害及び因果関係の認定が客

観性に欠けるなど、AD 協定に整合的でない点が見ら

れる。また、過去の中国による AD 措置についても、

不適切なサンプリング調査や手続の透明性の欠如と

いった問題が指摘されている。中国は、WTO 加盟に

伴い、AD 措置に係る規則・手続を AD 協定に整合さ

せることを約束しており、今後も引き続き WTO 協定

との整合性を注視し、必要に応じて改善を求めてい

く。 

 

（（11））日日本本製製塩塩化化ビビニニリリデデンン（（  PPVVDDCC  ポポ

リリママーー））にに対対すするる  AADD  措措置置  

 

中国当局は、2017 年 4 月、日本製塩化ビニリデン

に対する AD 課税措置を決定した。本決定においては、

価格の押下げの認定及び因果関係の認定につき、そ

れぞれ説明が不十分であるという問題がある。最終

決定が行われるまで、日本政府は、本件公聴会や AD 

委員会において上記指摘を行い、また、政府意見書

の提出などにより改善を求めてきたが、結果的に 

WTO 協定整合性に疑義がある決定が行われた。本件

詳細は、2018 年版不公正貿易報告書 10 頁参照。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

2022 年 4 月、中国政府は、本 AD 措置のサンセッ

ト・レビューを開始し、2023 年 4 月に措置の継続が

決定された。我が国としては、WTO 協定に整合的で

ない AD 措置の早期撤廃・是正を行うよう、2023 年 

10 月の AD 委員会において発言した。本件措置につ

いて、産業界とも協力しながら引き続き注視してい

く。 

 

（（22））日日本本製製アアククリリロロニニトトリリルルブブタタジジエエ

ンンゴゴムム（（  NNBBRR  ））にに対対すするる  AADD  措措置置  

 

2017 年 11 月、中国政府は中国国内企業からの申

請を受けて、日本及び韓国からのアクリロニトリル

アアンンチチ・・ダダンンピピンンググ（（AADD））措措置置  

第1章 中国 

  

 

 

ブダジエンゴム（ NBR ）の輸入に対する AD 調査を

開始した。中国当局は、2018 年 11 月、当該産品の

輸入について、ダンピングの事実、国内産業の損害

及びこれらの因果関係があるとして、最終決定を行

った。本件詳細は、2022 年版不公正貿易報告書 28 

頁参照。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

日本政府は、2018 年 5 月に行われた公聴会に参加

し、本件調査に国際ルール上の懸念があることを指

摘すると共に、政府意見書の提出、また、2018 年 4 

月及び 10 月の AD 委員会における発言などを行い、

上記の国際ルール上の問題点ついて指摘してきた。

このように、我が国としては、本件調査が WTO 協定 

に整合して行われるよう、産業界と連携しつつ、中

国政府に働きかけてきたところであるが、結果的に、

WTO 整合性に疑義のある最終決定が行われた。 

 2023 年 11 月、中国政府は、本AD措置のサンセッ

ト・レビューを開始した。我が国は、中国が、WTO 

協定に整合的でない AD 措置の早期撤廃・是正を行う

よう、産業界とも協力しながら引き続き注視してい

く。 

（（33））日日本本製製オオルルトトジジククロロロロベベンンゼゼンンにに

対対すするる  AADD  措措置置  

 

2018 年 1 月、中国政府は中国国内企業からの申請

を受けて、日本及びインドからのオルトジクロロベ

ンゼンの輸入に対する AD 調査を開始した。中国政府

は、2019 年 1 月、当該産品の輸入について、ダンピ

ングの事実、国内産業の損害及びこれらの因果関係

があるとして、最終決定を行った。本件詳細は、

2022 年版不公正貿易報告書 28 頁参照。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

2024 年 1 月、中国政府は、本AD措置のサンセット

レビューを開始した。我が国は、中国が、WTO 協定

に整合的でない AD 措置の早期撤廃・是正を行うよう、

産業界とも協力しながら引き続き注視していく。 

 

 

 

 

 

（（44））日日本本製製スステテンンレレスス製製品品にに対対すするる  

AADD  措措置置（（  DDSS660011  ））  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

2018 年 7 月、中国政府は、中国国内企業からの申

請を受けて、日本、EU、インドネシア及び韓国から

のステンレススラブ、ステンレス熱延鋼板(カットシ

ート及び厚板)及びステンレス熱延コイルの輸入に対

する AD 調査を開始し、2019 年 7 月、当該産品の輸

入について、ダンピングの事実、国内産業の損害及

びこれらの因果関係があるとして、AD 税賦課の最終

決定を行った。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

調査対象のステンレス製品（スラブ、熱延鋼板(カ

ットシート及び厚板)及び熱延コイル）は、それぞれ

物理的形状、価格帯、販路、用途が大きく異なり、

お互いに代替性を欠く多種多様な製品を包含する。

ところが、中国政府は、価格効果の有無を判断する

にあたり、これら多種多様な製品の平均価格の低下

傾向を指摘するのみで、対象輸入品が国内価格に与

える影響を実質的に分析しておらず、AD 協定 3 条 2 

項に整合しない懸念がある。 

また、調査対象国・地域（日本、EU、インドネシ

ア及び韓国）からの輸入による効果を累積（一括）

評価しているが、かかる累積評価は輸入/調査対象国

間における競争状況からみて適切であることが求め

られるところ、価格帯も製品特性もまったく異なる 

4 か国・地域の産品を何ら合理的な理由なく累積評

価した疑いがあり、AD 協定 3 条 3 項に整合しない

懸念がある。 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

2021 年 9 月にパネルが設置され、2023 年 6 月に

中国による本件措置の WTO 協定違反を認定するパネ

ル報告書が発出された。また同年 10 月に、報告書に

基づく勧告の妥当な履行期間（ RPT ）について 9 ヶ

月 10 日（ RPT 末日： 2024 年 5 月 8 日）で合意

し、11 月から中国政府は履行に伴う調査を開始して

いる。我が国は、本件措置について、今後も産業界

と連携しつつ、中国政府がパネル報告書の内容に沿

った履行を行うよう、引き続き注視していく。 
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（（55））日日本本製製ポポリリフフェェニニレレンンススルルフフィィドド

（（  PPPPSS  ））にに対対すするる  AADD  措措置置  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

2019 年 5 月、中国政府は、中国国内企業からの申

請を受けて、日本、米国、韓国及びマレーシアから

のポリフェニレンスルフィド（ PPS ）の輸入に対す

る AD 調査を開始した。2020 年 11 月、中国政府は、

当該産品の輸入について、ダンピングの事実、国内

産業の損害及びこれらの因果関係があるとして、AD 

税賦課の最終決定を行った。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

調査対象産品である PPS の中国の輸入数量は 2015 

年から 2018 年にかけて、増加しているが、中国国内

生産品の販売量もそれ以上の割合で増加しており、

輸入産品の中国国内におけるシェアは減少している。

このことは、中国国内の PPS 産業はむしろ生産量及

び販売量を増やし成長していることを示しており、

これらの事実に基づけば中国国内に損害が生じてい

ることは考えにくいため、AD 協定 3 条 4 項に整合

しない懸念がある。 

また、仮に中国国内において損害又は損害のおそ

れがあったとしても、それは上記のように国内産業

が生産能力を増強したこと等の過剰投資の影響や、

申請者の PPS 製品の主要用途である繊維、押出製品

の販売不振など、日本産品の輸入以外の影響による

ものであるため、AD 協定 3 条 4 項に整合しない懸

念がある。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

我が国は中国政府に対し、上記国際ルール上の問

題点について WTO・AD 委員会や二国間で繰り返し懸

念を表明したが、WTO 整合性に疑義のある最終決定

が行われた。我が国は、中国が、WTO 協定に整合的

でない AD 措置の早期撤廃・是正を行うよう、産業界

とも協力しながら引き続き注視していく。 

 

 

 

 

 

 

 

[[加加盟盟にに伴伴うう約約束束］］  

  

中国は、加盟にあたって、補助金協定 3 条 1 項

（ a ）及び（ b ）が定める輸出補助金及び国内産品

優先使用補助金を撤廃するとともに、ⅰ)開発途上国

への特別な扱いに係る一部規定について、適用を受

ける権利を留保又はその適用を求めない旨、ⅱ）補

助金協定 25 条 1 項及び 2 項が定める自国が交付す

る特定性を有する補助金（国有企業が当該補助金の

受給者の大部分を占めているか、国有企業が均衡を

失するほどの多額の補助金を受けている場合には特

定性を有する補助金）を隔年で WTO に通報する旨、

ⅲ）モノ・サービス貿易、 TRIPS 又は外国為替管理

に関係する法令や措置を統一的、公平かつ他の WTO 

加盟国が容易に入手可能なもののみが実施されるこ

とを約束した。この点については補助金通報におい

て根拠法令とされている法令が公表されていない事

例があると他加盟国から補助金委員会等において指

摘されている。 

さらに、 WTO 協定の一部規定を超え、加盟国等が

情報提供を求めることができる照会所を設立し、原

則として 30 日以内に返答するという約束もした。し

かし、この点についても補助金委員会等において、

加盟国政府が補助金に関する照会を行っても義務で

あるはずの回答がなされていないと指摘されている。

また、英国から、中国に対して、他加盟国の理解促

進のために重要であり、利益となるため、貿易措置

の公表や他加盟国からの照会への対応などの加盟議

定書に基づく義務を果たす経験を共有することが提

案されている。また、農産品に係る輸出補助金を維

持及び導入しないことを約束するなど、農業協定の

一部規定を超える約束をしている。詳細は 2017 年版

不公正貿易報告書 29 頁参照。 

 

[[横横断断的的問問題題点点（（通通報報をを含含むむ））］］  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

中国は、近年、重点産業に対する補助金（低利融

資、税制優遇、債務免除等を含む、 WTO 協定で定義

補補助助金金  
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（（55））日日本本製製ポポリリフフェェニニレレンンススルルフフィィドド

（（  PPPPSS  ））にに対対すするる  AADD  措措置置  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

2019 年 5 月、中国政府は、中国国内企業からの申

請を受けて、日本、米国、韓国及びマレーシアから

のポリフェニレンスルフィド（ PPS ）の輸入に対す

る AD 調査を開始した。2020 年 11 月、中国政府は、

当該産品の輸入について、ダンピングの事実、国内

産業の損害及びこれらの因果関係があるとして、AD 

税賦課の最終決定を行った。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

調査対象産品である PPS の中国の輸入数量は 2015 

年から 2018 年にかけて、増加しているが、中国国内

生産品の販売量もそれ以上の割合で増加しており、

輸入産品の中国国内におけるシェアは減少している。

このことは、中国国内の PPS 産業はむしろ生産量及

び販売量を増やし成長していることを示しており、

これらの事実に基づけば中国国内に損害が生じてい

ることは考えにくいため、AD 協定 3 条 4 項に整合

しない懸念がある。 

また、仮に中国国内において損害又は損害のおそ

れがあったとしても、それは上記のように国内産業

が生産能力を増強したこと等の過剰投資の影響や、

申請者の PPS 製品の主要用途である繊維、押出製品

の販売不振など、日本産品の輸入以外の影響による

ものであるため、AD 協定 3 条 4 項に整合しない懸

念がある。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

我が国は中国政府に対し、上記国際ルール上の問

題点について WTO・AD 委員会や二国間で繰り返し懸

念を表明したが、WTO 整合性に疑義のある最終決定

が行われた。我が国は、中国が、WTO 協定に整合的

でない AD 措置の早期撤廃・是正を行うよう、産業界

とも協力しながら引き続き注視していく。 

 

 

 

 

 

 

 

[[加加盟盟にに伴伴うう約約束束］］  

  

中国は、加盟にあたって、補助金協定 3 条 1 項

（ a ）及び（ b ）が定める輸出補助金及び国内産品

優先使用補助金を撤廃するとともに、ⅰ)開発途上国

への特別な扱いに係る一部規定について、適用を受

ける権利を留保又はその適用を求めない旨、ⅱ）補

助金協定 25 条 1 項及び 2 項が定める自国が交付す

る特定性を有する補助金（国有企業が当該補助金の

受給者の大部分を占めているか、国有企業が均衡を

失するほどの多額の補助金を受けている場合には特

定性を有する補助金）を隔年で WTO に通報する旨、

ⅲ）モノ・サービス貿易、 TRIPS 又は外国為替管理

に関係する法令や措置を統一的、公平かつ他の WTO 

加盟国が容易に入手可能なもののみが実施されるこ

とを約束した。この点については補助金通報におい

て根拠法令とされている法令が公表されていない事

例があると他加盟国から補助金委員会等において指

摘されている。 

さらに、 WTO 協定の一部規定を超え、加盟国等が

情報提供を求めることができる照会所を設立し、原

則として 30 日以内に返答するという約束もした。し

かし、この点についても補助金委員会等において、

加盟国政府が補助金に関する照会を行っても義務で

あるはずの回答がなされていないと指摘されている。

また、英国から、中国に対して、他加盟国の理解促

進のために重要であり、利益となるため、貿易措置

の公表や他加盟国からの照会への対応などの加盟議

定書に基づく義務を果たす経験を共有することが提

案されている。また、農産品に係る輸出補助金を維

持及び導入しないことを約束するなど、農業協定の

一部規定を超える約束をしている。詳細は 2017 年版

不公正貿易報告書 29 頁参照。 

 

[[横横断断的的問問題題点点（（通通報報をを含含むむ））］］  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

中国は、近年、重点産業に対する補助金（低利融

資、税制優遇、債務免除等を含む、 WTO 協定で定義

補補助助金金  

第1章 中国 

  

 

 

されるところの広義の補助金）支出を拡大させる一

方、その支出の透明性が低いことが WTO 加盟国等か

ら指摘されている。また、補助金の支出の透明性の

低さは、歪曲性のある補助金交付を助長しやすく、

鉄鋼・アルミ等の分野の過剰生産能力の問題につな

がっている疑いがある。更に、国有銀行等を通じた

融資や国家投資ファンド等の多様なツールにより、

①政府系金融支援を通じて、企業に対する政府の影

響力が強化されること、②政府支援が呼び水となっ

て民間資金が集中することで、特定産業に大量の資

金が流れ込み、結果として過剰生産を招くこと、③

政府支援が高度な技術を持つ海外企業の買収資金と

なる可能性が懸念される。日本などは、補助金委員

会において、歪曲性のある補助金は発展途上国の工

業化にも悪影響を与える可能性があるとも指摘して

いる。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

補助金協定においては、特定性を有する補助金を 

WTO へ隔年に通報することが義務付けられており、

補助金委員会の場で、通報が行われた補助金に関す

る審査が行われている。しかしながら、2001 年の 

WTO 加盟以降、中国が初めて通報を行ったのは 2006 

年 4 月であり、また 2016 年 7 月に初めて、地方の

補助金についても通報を行ったが、本来通報するべ

き補助金が通報されないなどの問題がある。 

中国は、不透明な補助金支出を含む大規模な政府

支援により、鉄鋼・アルミ産業等において過剰生産

能力を生じさせてきた。中でも、アルミ産業への各

種補助金により中国に過剰生産能力が発生している

問題については、他の加盟国の利益に悪影響をもた

らすものとして、補助金協定 5 条等に違反する可能

性がある。また、 2017年 以降、米国は、中国のアル

ミ地金産業への補助金（政策金融及び投入物（石

炭・アルミナ・電気）の安値提供）を WTO 補助金協

定違反として二国間協議を要請し（ DS519 ）、中国

産アルミ板材に対するダンピング及び補助金の存在

並びにそれらに基づく損害をそれぞれ認定し、ダン

ピング税及び相殺関税の賦課を決定している。更に

米国は、アルミに対する 232 条調査（第 3 章一方的

措置( 2 )参照）においても、中国を始めとする外国

政府の補助金等に起因するアルミの世界的な過剰供

給によって、米国のアルミ地金産業の生産能力に重

大な悪影響が生じた旨を認定している。（詳細は 

2021 年版不公正貿易報告書第Ⅰ部補助金（ 1 ）アル

ミ補助金参照。） 

  

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

 中国は、近年、新エネルギー自動車等を国家戦略

産業と位置付け、政府支援を急速に拡大しており、

今後、各国の産業競争力上重要な先端産業でも、過

剰生産等の問題が拡大する懸念がある。更に、支援

の手法も、補助金や優遇税制のみならず、政府系金

融機関等を通じた低利融資や国家投資ファンドによ

る大規模出資など多様化しているものとみられ、不

透明さが一層増大している。例えば、半導体産業支

援の国家投資ファンドについては、中央・地方政府

それぞれのものがあるが、中国はそれらのファンド

の多くは補助金にはあたらないとして、WTO への通

報は行っておらず、当該支援について公表されてい

る情報は限定的である。2021 年に行われた対中 TPR 

においても、多くの加盟国から、中国の不透明な産

業支援や、国有企業を用いた市場への広範な介入に

対し懸念が示されている（ 2022 年度版不公正貿易報

告書コラム「中国 WTO 加盟 20 年と WTO 対中国貿易

政策検討会合（ TPR ）」参照）。 

 我が国としては、中国とのバイ会合において補助

金政策の透明性向上を要請するとともに、毎年の 

WTO 補助金委員会や、 2021 年の対中国貿易政策検討

会合（ TPR ）において、米EU等と共に補助金や過剰

生産能力問題に関する議論を提起してきている。ま

た、G7 や G20 等では、主要な産業分野における過剰

生産能力に対処することや、公平な競争条件の確保

に向け、市場歪曲的な産業補助金や慣行に対処する

ことに注力している。引き続き、他の WTO 加盟国と

も連携し、中国が加盟時の約束を遵守し、通報・透

明性向上を確保しつつ、制度を補助金協定整合的に

運用するよう、 WTO を含む国際会議や二国間協議の

場を通じて中国側に求めていく。 

 

[[個個別別措措置置］］  

 

（（11））輸輸出出増増値値税税還還付付率率変変動動  

中国の輸出時の増値税還付については、還付率の

調整に関する法令の公布から発効までの期間が短い

場合が散見される。 
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例えば、2018 年 5 月 1 日に施行された、製造業

や交通運輸、基礎通信サービスなどの業種・農産品

等の増値税率の引き下げは、同年 3 月 28 日に公布

されており、公布から発効まで約 1 ヶ月間の期間し

か設けられていない。また、2018 年 9 月 15 日に施

行された、集積回路や書籍など 397 品目を対象とし

た輸出増値税の還付率の引き上げに至っては、同年 

9 月 5 日に公布されており、公布から発効までの期

間が 10 日しか設けられていない。この期間の短さは

以前よりは改善されているものの、依然として企業

が政策の変更に余裕を持って対応することが難しい

状況である。 

さらに、2020 年 3 月 17 日には、同年 3 月 20 

日から、磁器衛生器具等の 1084 項目の商品の輸出還

付率が 13 ％ に引き上げられ、植物成長調節剤等の 

380 項目の商品の輸出還付率が 9 ％ に引き上げられ

る旨が公表された。2021 年 4 月 26 日には、同年 5 

月 1 日からの、一部鉄鋼製品の輸出増値税還付の取

り消しが公表された。また、同年 7 月 28 日には、

同年 8 月 1 日から、さらなる鉄鋼製品の輸出増値税

還付の取り消しを公表した。 

規制・措置の急な変更については、企業の予見可

能性を奪うものであり、経営に与える影響が大きい

ことから、投資リスクとして意識する向きが強くな

っている。中国の経済・貿易政策が、透明性と予見

可能性をもって運営されることが求められる。 

 また、2018 年から 2021 年の 4 年間において、上

記を含め 5 回もの税率調整が行われている。補助金

協定上間接税の払戻しは原則として補助金とはみな

されないため、増値税の還付自体は形式的には補助

金協定に違反しない。しかし、このように頻繁に還

付率を変更していることから、事実上、産業政策の

一環として恣意的に間接税を操作しているとも考え

られる。間接税の恣意的な操作は、仕向地主義（最

終消費者の所在地である仕向地国が課税権限を有す

るという考え方）という同協定附属書の背景にある

考え方と相容れず、実質的に輸出補助金であるとし

て補助金協定違反を問える可能性がある。 

また、2022 年 6 月に、対象業種として、それまで

の 6 業種（製造業等）に卸売・小売業、教育業等の

7業種が追加されたため、計 13 業種において 2022 

年 7 月の納税申告以降増値税還付を受けることがで

きる。 

 

（（22））造造船船補補助助金金  

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

中国では、自国造船業に対し、生産設備等への補

助金拠出による政府支援の実施や、政府系金融機関

による大規模金融支援等の公的助成が実施されてい

ること等が報道されており、これらの措置は市場を

歪曲し、造船業における供給能力過剰問題の早期解

決を阻害するおそれがある。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

中国政府による自国造船業に対する公的助成につ

いては、造船業が抱える供給能力過剰問題の解決を

遅らせ、他国に悪影響をもたらす可能性がある。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

2018 年 4 月の日中ハイレベル経済対話、同年 5 

月の日中韓サミット、2019 年 12 月の日中韓サミッ

トにおいて、我が国より造船業における供給能力過

剰問題の早期解決の必要性を主張している。また、

2024 年 4 月の第 138 回 OECD 造船委員会において、

中国造船業の構造や公的支援をはじめとした造船政

策について議論を行っている。中国における公的助

成については、引き続き情報収集に努め、WTO 協定

との整合性を注視していく。 

 

 

 

［［加加盟盟にに伴伴うう約約束束］］  

  

中国は、加盟にあたって、外国投資の認可にあた

って付与される貿易関連の条件につき、GATT 3 条違

反となるローカルコンテント要求（国産品を一定比

率以上使用することを義務づける）や、GATT 3 条及

び 11 条違反となる輸出入均衡要求（原材料や資本財

の輸入は輸出実績に見合った金額や数量までしか認

めない）等の TRIMs 協定で禁止されている措置に加

えて、輸出要求や技術移転要求等の一切のパフォー

マンス要求を条件としないことを約束している（加

盟議定書 7 条 3 項）。 

貿貿易易関関連連投投資資措措置置  
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例えば、2018 年 5 月 1 日に施行された、製造業

や交通運輸、基礎通信サービスなどの業種・農産品

等の増値税率の引き下げは、同年 3 月 28 日に公布

されており、公布から発効まで約 1 ヶ月間の期間し

か設けられていない。また、2018 年 9 月 15 日に施

行された、集積回路や書籍など 397 品目を対象とし

た輸出増値税の還付率の引き上げに至っては、同年 

9 月 5 日に公布されており、公布から発効までの期

間が 10 日しか設けられていない。この期間の短さは

以前よりは改善されているものの、依然として企業

が政策の変更に余裕を持って対応することが難しい

状況である。 

さらに、2020 年 3 月 17 日には、同年 3 月 20 

日から、磁器衛生器具等の 1084 項目の商品の輸出還

付率が 13 ％ に引き上げられ、植物成長調節剤等の 

380 項目の商品の輸出還付率が 9 ％ に引き上げられ

る旨が公表された。2021 年 4 月 26 日には、同年 5 

月 1 日からの、一部鉄鋼製品の輸出増値税還付の取

り消しが公表された。また、同年 7 月 28 日には、

同年 8 月 1 日から、さらなる鉄鋼製品の輸出増値税

還付の取り消しを公表した。 

規制・措置の急な変更については、企業の予見可

能性を奪うものであり、経営に与える影響が大きい

ことから、投資リスクとして意識する向きが強くな

っている。中国の経済・貿易政策が、透明性と予見

可能性をもって運営されることが求められる。 

 また、2018 年から 2021 年の 4 年間において、上

記を含め 5 回もの税率調整が行われている。補助金

協定上間接税の払戻しは原則として補助金とはみな

されないため、増値税の還付自体は形式的には補助

金協定に違反しない。しかし、このように頻繁に還

付率を変更していることから、事実上、産業政策の

一環として恣意的に間接税を操作しているとも考え

られる。間接税の恣意的な操作は、仕向地主義（最

終消費者の所在地である仕向地国が課税権限を有す

るという考え方）という同協定附属書の背景にある

考え方と相容れず、実質的に輸出補助金であるとし

て補助金協定違反を問える可能性がある。 

また、2022 年 6 月に、対象業種として、それまで

の 6 業種（製造業等）に卸売・小売業、教育業等の

7業種が追加されたため、計 13 業種において 2022 

年 7 月の納税申告以降増値税還付を受けることがで

きる。 

 

（（22））造造船船補補助助金金  

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

中国では、自国造船業に対し、生産設備等への補

助金拠出による政府支援の実施や、政府系金融機関

による大規模金融支援等の公的助成が実施されてい

ること等が報道されており、これらの措置は市場を

歪曲し、造船業における供給能力過剰問題の早期解

決を阻害するおそれがある。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

中国政府による自国造船業に対する公的助成につ

いては、造船業が抱える供給能力過剰問題の解決を

遅らせ、他国に悪影響をもたらす可能性がある。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

2018 年 4 月の日中ハイレベル経済対話、同年 5 

月の日中韓サミット、2019 年 12 月の日中韓サミッ

トにおいて、我が国より造船業における供給能力過

剰問題の早期解決の必要性を主張している。また、

2024 年 4 月の第 138 回 OECD 造船委員会において、

中国造船業の構造や公的支援をはじめとした造船政

策について議論を行っている。中国における公的助

成については、引き続き情報収集に努め、WTO 協定

との整合性を注視していく。 

 

 

 

［［加加盟盟にに伴伴うう約約束束］］  

  

中国は、加盟にあたって、外国投資の認可にあた

って付与される貿易関連の条件につき、GATT 3 条違

反となるローカルコンテント要求（国産品を一定比

率以上使用することを義務づける）や、GATT 3 条及

び 11 条違反となる輸出入均衡要求（原材料や資本財

の輸入は輸出実績に見合った金額や数量までしか認

めない）等の TRIMs 協定で禁止されている措置に加

えて、輸出要求や技術移転要求等の一切のパフォー

マンス要求を条件としないことを約束している（加

盟議定書 7 条 3 項）。 

貿貿易易関関連連投投資資措措置置  

第1章 中国 

  

 

 

 更に特定分野についての約束として、①自動車製

造許可に関し、カテゴリー別許可制度は維持するも

のの、加盟後 2 年以内に、自動車の種類、型式又は

モデルの制限は撤廃するとし、また、地方レベルで

承認できる上限金額を、現行の 3,000 万ドルから加

盟 1 年後に 6,000 万ドル、加盟 2 年後に 9,000 万

ドル、加盟 4 年後に 1.5 億ドルへ引き上げることを

約束した。更に、②自動車エンジン製造については、

従来の外資出資規制（ 50 ％未満）の撤廃を約束した。 

 

＜＜実実施施状状況況＞＞  

上記約束に沿って、中国は 2000 年 10 月から 

2001 年 7 月にかけて、外資 100 ％企業に適用され

る「外資企業法」、合作企業に適用される「中外合

作経営企業法」、合弁企業に適用される「中外合弁

経営企業法」及びこれらの実施細則を改正し、輸出

要求、ローカルコンテント要求、輸出入均衡外貨バ

ランス要求に係る条文が削除・改正された。これら

外資三法は、2016 年 9 月にも一部改正が行われた。

改正内容は、いずれも、これまで審査・認可事項と

されていたものに関して届出管理を適用するという

ものである。 

なお、2015 年 1 月、商務部は、外資三法を統合し

た外国企業による対中投資に関する基本法として、

会社法をはじめとする関連法令等の整合を図るなど

時代の流れに沿った改正を加えた、「中華人民共和

国外商投資法（外国投資法）」の草案を発表し、

2015 年 2 月までパブリックコメントを募集したが、

提出されたパブリックコメントに応じた動きはなく、

同草案は結局公布されなかった。しかし、国務院は、

2018 年 12 月に外商投資法の新たな草案を発表し、

改めて 2019 年 2 月までパブリックコメントを募集

した。 

 2019 年 3 月に開催された第 13 期全国人民代表大

会（全人代）第 2 回会議にて外商投資法が成立し、

2020 年 1 月1日より施行された。外商投資法は外国

企業の中国投資に関する基本法であり、総則、投資

促進、投資保護、投資管理、法律責任、附則の全 6 

章、合計 42 条からなる。本法では、強制技術移転の

禁止（ 22 条）を明記するほか、市場参入前からの内

国民待遇の付与（ 4 条ほか）、政府調達において、

外資企業の中国産品を対等に扱うこと（ 16 条）、自

由な海外送金（ 21 条）、外資企業の苦情解決メカニ

ズムの構築（ 26 条）等を規定している。一方、外商

投資の安全審査制度の確立（ 35 条等）や、他国の差

別的措置への報復規定（ 40 条）など、各国が懸念を

持つ規定がある他、外商投資法自体は具体的な内容

を規定しておらず、同法に基づく措置の実際の内容

や影響は、細則の規定を含む運用次第、という面が

強い。 

 施行と同時にこれまでの外商投資についての法律

である合弁企業法、独資企業法、合作企業法が廃止

された。合弁企業では董事会が最高の権力機関で、

合弁企業の解散等には董事会の全会一致決議が必要

など独特の制度があったが、外資三法の廃止に伴い、

これらの制度も廃止され、会社法の制度に統一され

た。 

 2023 年 8 月、中国・国務院は、「外商投資環境の

更なる最適化と外商投資誘致活動の強化に関する意

見」を発表し、外資企業に対する内国民待遇の保障

（法に基づく政府調達への参加の保障、法に基づく

標準策定業務への平等な参加の支援、および支援政

策の平等な享受）等、外資誘致のための政策措置を

打ち出した。 

さらに、2024 年 3 月、中国・国務院は、同年 2 

月付の「高水準の対外開放を確実に推進し、外国投

資の誘致・活用に一層努力するための行動計画」を

発表した。同行動計画には、外資参入ネガティブリ

ストの合理的縮小、外商投資奨励産業目録と外資プ

ロジェクトリストの拡大、公正競争に違反する行動

や政策措置の一掃、外資企業と本社間のデータフロ

ーの支援、越境データフロー規定の改善等の外資誘

致のための取組が盛り込まれている。 

 

＜＜問問題題点点＞＞  

 上記のように、国内法を WTO 協定に整合的になる

よう改正する動きもあるが、依然として協定に不整

合な実態や投資に対して制限的な措置も見られ、こ

れらは早急に是正されるべきである。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

 日本は、中国に対し、2022 年 9 月 5 日の経済産

業省と中国商務部との次官級協議や 2021 年 12 月 6 

日の日中経済パートナーシップ協議において、外商

投資法については地方政府を含めた実効性のある運

用を各地で徹底することや、外商投資法で定められ
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た苦情解決メカニズムについて制度の趣旨に沿った

形で構築するよう要請した。  

  

（（11））新新エエネネルルギギーー自自動動車車関関連連のの投投資資規規

制制  

 

 2009 年 7 月 1 日には、国内自動車産業の育成と

省エネ対策を推し進めるため、工業信息化部により

「新エネルギー自動車生産企業及び産品参入管理規

則」と「新エネルギー自動車生産企業参入条件及び

審査要求」が実施された。これらの規制では、各メ

ーカーは参入に際し、研究開発機構の設置、製造す

る新エネルギー自動車の技術情報を開示すること等

が求められている。また、2015 年 6 月 2 日、発展

改革委員会と工業信息化部が公布した「新設純電動

乗用車企業管理規定」（ 2015 年第 27 号令）（同年 

7 月 10 日施行）は、業界障壁を取り払い、市場の優

れた技術力を電動乗用車産業競争に参画させること

を目的としており、参入範囲は拡大した一方、研究

開発能力やイノベーション要求は厳しく設定される

こととなった。また、2017 年に公表された「新エネ

ルギー自動車生産企業及び製品の参入管理規定」別

紙 1 の「新エネルギー自動車生産企業及び製品の参

入管理規定」（ 2017 年 1 月 6 日公布、2017 年 7 

月 1 日施行）において、新エネルギー自動車製造業

への参入許可を得るに当たり、製造業者が、関連技

術を「理解し掌握」（ Understand and Master ）し

ていることを示すべき要件が課されている。本要件

は、文面上、中国への技術移転を要求していないが、

合弁規制及び出資比率規制により、外資自動車製造

業者が中国で事業を行うには合弁会社を設立する必

要あり、かつ、外資の出資比率は 50％ 以下である必

要がある点等から、事実上、外資自動車製造者に、

新エネルギー自動車の関連技術の中国への移転を要

求する形で適用され、投資に伴う技術移転要求を禁

止した中国加盟議定書 7 条 3 項に違反する可能性が

懸念されていた。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

 2020 年 2 月、工業信息化部は、上記新エネ自動車

産業参入管理規定の改定案（第一次草案）を発表し、

同年 3 月までパブコメを実施した。第一次草案では、

外資企業などに、新エネ自動車全体・コア部品・コ

ア技術の研究開発拠点や技術情報のデータベースを

合弁企業（中国国内）に保有することを求める規定

が削除され、製造業者に求められる要件は、主に、

①生産する新エネ自動車に適応した技術保証能力を

備えること（部品や技術領域などの具体的指定なし）

及び②試験検証能力を持つこと、に簡素化された。 

 同年 4 月 7 日、工業信息化部は同規定の新たな改

定案（第二次草案）を公表し、同年 5 月 7 日までパ

ブコメを実施。第二次草案は、参入条件から「製品

の設計・開発能力」（ 5 条）を削除し、技術ハード

ルを低くした。また、「12 カ月以上生産を停止して

いる NEV 企業を公示する」（ 23 条）旨の規定につ

き、「12 カ月以上」を「24 カ月以上」に変更し、生

産停止期間の長期化を容認する方針を示した。同年 

8 月 19 日、工業信息化部は、「新エネルギー自動車

生産企業及び産品参入管理規則」の改訂版（全文）

を公布、同年 9 月 1 日より施行となった。 

新法では新エネルギー自動車製造業への参入条件

が緩和されたため、2018 年に新エネ車の外資出資比

率規制制限が撤廃されたことと合わせ、本規制に基

づく事実上の技術移転要求等の懸念は概ね解消され

たといえる。 

 

（（22））自自動動車車産産業業投投資資管管理理規規定定  

  

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

 2018 年 7 月、国家発展改革委員会は、自動車産業

の新規及び生産拡大のための投資要件を定める「自

動車産業投資管理規定」（法案）を公表し、同規定

は 2019 年 1 月発効した。 

本規定の目的として、自動車産業投資プロジェク

トの参入基準を整備し、民間資本を合理的な投資方

向へ導くこと、従来型燃油自動車の新規生産能力を

制御し、新エネルギー自動車の発展を推進すること

などが挙げられている。また、投資プロジェクトの

具体的な許可要件が、製造車の駆動システムや製造

部品の類型に応じて規定されている。下記では、許

可要件の代表的な規定例を挙げる。 

① 燃油自動車：エンジンによって駆動する自動車。

従来型燃油自動車、普通ハイブリッド 車、プラグイ

ンハイブリッド車を含む。 

 独立自動車メーカーの新規投資は禁止されて

いる。 
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た苦情解決メカニズムについて制度の趣旨に沿った

形で構築するよう要請した。  

  

（（11））新新エエネネルルギギーー自自動動車車関関連連のの投投資資規規

制制  

 

 2009 年 7 月 1 日には、国内自動車産業の育成と

省エネ対策を推し進めるため、工業信息化部により

「新エネルギー自動車生産企業及び産品参入管理規

則」と「新エネルギー自動車生産企業参入条件及び

審査要求」が実施された。これらの規制では、各メ

ーカーは参入に際し、研究開発機構の設置、製造す

る新エネルギー自動車の技術情報を開示すること等

が求められている。また、2015 年 6 月 2 日、発展

改革委員会と工業信息化部が公布した「新設純電動

乗用車企業管理規定」（ 2015 年第 27 号令）（同年 

7 月 10 日施行）は、業界障壁を取り払い、市場の優

れた技術力を電動乗用車産業競争に参画させること

を目的としており、参入範囲は拡大した一方、研究

開発能力やイノベーション要求は厳しく設定される

こととなった。また、2017 年に公表された「新エネ

ルギー自動車生産企業及び製品の参入管理規定」別

紙 1 の「新エネルギー自動車生産企業及び製品の参

入管理規定」（ 2017 年 1 月 6 日公布、2017 年 7 

月 1 日施行）において、新エネルギー自動車製造業

への参入許可を得るに当たり、製造業者が、関連技

術を「理解し掌握」（ Understand and Master ）し

ていることを示すべき要件が課されている。本要件

は、文面上、中国への技術移転を要求していないが、

合弁規制及び出資比率規制により、外資自動車製造

業者が中国で事業を行うには合弁会社を設立する必

要あり、かつ、外資の出資比率は 50％ 以下である必

要がある点等から、事実上、外資自動車製造者に、

新エネルギー自動車の関連技術の中国への移転を要

求する形で適用され、投資に伴う技術移転要求を禁

止した中国加盟議定書 7 条 3 項に違反する可能性が

懸念されていた。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

 2020 年 2 月、工業信息化部は、上記新エネ自動車

産業参入管理規定の改定案（第一次草案）を発表し、

同年 3 月までパブコメを実施した。第一次草案では、

外資企業などに、新エネ自動車全体・コア部品・コ

ア技術の研究開発拠点や技術情報のデータベースを

合弁企業（中国国内）に保有することを求める規定

が削除され、製造業者に求められる要件は、主に、

①生産する新エネ自動車に適応した技術保証能力を

備えること（部品や技術領域などの具体的指定なし）

及び②試験検証能力を持つこと、に簡素化された。 

 同年 4 月 7 日、工業信息化部は同規定の新たな改

定案（第二次草案）を公表し、同年 5 月 7 日までパ

ブコメを実施。第二次草案は、参入条件から「製品

の設計・開発能力」（ 5 条）を削除し、技術ハード

ルを低くした。また、「12 カ月以上生産を停止して

いる NEV 企業を公示する」（ 23 条）旨の規定につ

き、「12 カ月以上」を「24 カ月以上」に変更し、生

産停止期間の長期化を容認する方針を示した。同年 

8 月 19 日、工業信息化部は、「新エネルギー自動車

生産企業及び産品参入管理規則」の改訂版（全文）

を公布、同年 9 月 1 日より施行となった。 

新法では新エネルギー自動車製造業への参入条件

が緩和されたため、2018 年に新エネ車の外資出資比

率規制制限が撤廃されたことと合わせ、本規制に基

づく事実上の技術移転要求等の懸念は概ね解消され

たといえる。 

 

（（22））自自動動車車産産業業投投資資管管理理規規定定  

  

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

 2018 年 7 月、国家発展改革委員会は、自動車産業

の新規及び生産拡大のための投資要件を定める「自

動車産業投資管理規定」（法案）を公表し、同規定

は 2019 年 1 月発効した。 

本規定の目的として、自動車産業投資プロジェク

トの参入基準を整備し、民間資本を合理的な投資方

向へ導くこと、従来型燃油自動車の新規生産能力を

制御し、新エネルギー自動車の発展を推進すること

などが挙げられている。また、投資プロジェクトの

具体的な許可要件が、製造車の駆動システムや製造

部品の類型に応じて規定されている。下記では、許

可要件の代表的な規定例を挙げる。 

① 燃油自動車：エンジンによって駆動する自動車。

従来型燃油自動車、普通ハイブリッド 車、プラグイ

ンハイブリッド車を含む。 

 独立自動車メーカーの新規投資は禁止されて

いる。 
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 既存自動車メーカーによる生産拡大は、以下

の要件をいずれも満たす必要がある。（ただ

し、プラグインハイブリッド車投資プロジェ

クトは、( b )及び( e )は適用されない。） 

(a) 前 2 年度の自動車生産能力利用率がい

ずれも業界平均水準を上回っている。 

(b) 前 2 年度の新エネルギー車の生産台数

比率がいずれも業界平均水準を上回って

いる。 

(c) 前 2 年度の主要営業収益に占める研究

開発費用支出の比率がいずれも 3 ％ を

上回っている。 

(d) 製品が国際競争力を有する。 

(e) プロジェクト所在省の前 2 年度の自動

車生産能力利用率がいずれも同製品種別

の業界平均水準を上回り、かつ業界管理

部門で特別に公示する同製品種別の燃油

自動車企業が存在しない。 

② 純電気自動車：モータによって駆動する自動車。

燃料電池自動車を含む。 

 独立系純電気自動車企業の新規投資について

は、投資プロジェクト所在省、投資プロジェ

クトを新設する企業、株主がそれぞれ以下の

要件を満たす必要がある。 

（a） 所在省：前 2 年度の自動車生産能

力利用率が業界平均水準を上回っている

か、既存の新設独立系の同一カテゴリー

の純電気自動車企業投資プロジェクトが、

いずれも完成し、かつ、年生産台数が建

設規模を達成している。 

（b） 企業： 製品研究開発機関・専門研

究開発チームを有し、コンセプトデザイ

ン・システム・構造設計の経歴と能力を

有し、研究開発製品の主要技術指標が業

界最高水準に達していること、中核技術

の知的財産権を有し、授権・確認を得て

いること等。 

（c） 株主：プロジェクトが完成し年生

産台数が建設規模を達成するまで資本金

を引揚げないこと、基幹部品の知的財産

権と生産能力を保有していること等。 

 既存自動車メーカーによる、同一カテゴリー

の純電気自動車の生産能力拡大については、

燃油自動車企業は前 2 年度の自動車生産能

力利用率が業界平均水準を上回っており、純

電気自動車企業は、前年度の純電気自動車生

産台数が建設規模に達していること等。 

③ 車載用電池 

 新規投資は、コア部品の生産能力建設、研究

開発機関・専門研究開発チームを有すること

等。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

 投資プロジェクトの許可要件として、①研究開発

機関の設置を求める点や、②投資プロジェクトを実

施する企業に中核技術の知的財産権を有し、授権・

確認を得ることを求める点は、法令の文言が実際ど

のような効果をもたらしうるか精査する必要がある。 

 具体的には、①については、事実上中国における

研究開発機関の設置が求められる場合、②について

は、合弁規制及び出資比率規制により、事実上、外

資自動車製造者に、新エネルギー自動車の関連技術

の中国への移転を要求する形で適用されている場合

（上記（1）参照）は、投資の権利の配分が、あらゆ

る種類の実績要求（技術移転要求や、中国での研

究・開発実施要求を含む）に条件づけられていない

ことを確保する旨を規定した中国加盟議定書 7 条 3 

項に違反する可能性がある。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

 本法案のパブリックコメント実施後、我が国は国

家発展改革委員会に対して、ハイレベルを含め数次

にわたり WTO 協定違反の可能性が疑われる懸念点を

指摘して改善を要求し、産業界もパブリックコメン

トを提出した。その結果、草案段階では含まれてい

た、燃油自動車投資プロジェクトの生産拡大に関し

て、生産台数に占める輸出台数の比率として一定水準

以上を求める要件などが削除されて施行された。他方

で、上記のとおり、依然として適用次第では WTO 協定

に違反する可能性がある要件が含まれているため、今

後の運用状況を注視する必要がある。 
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＜＜図図表表  II--11--11＞＞WWTTOO  加加盟盟後後にに改改正正さされれたた主主なな貿貿易易関関連連投投資資措措置置にに関関すするる事事項項  

 改正された法規 改 正 事 項 

企業設立、パ 

フォーマンス 

の要求等 

『外商投資パート 

ナー企業登録管理 

規定』 

（ 2010 年 3 月） 

★「外商投資産業指導目録」禁止類の業種、「合弁に限る」、「合作に限

る」、「合弁・合作に限る」、「中国側マジョリティ」、「中国側相対的マジ

ョリティ」などが明記される業種、又は外資比率要求のある業種につ

き、外資パートナー企業の設立を禁止。 

※ 2014 年 3 月 1 日に改訂されたが、その内容は、国内企業を含む全

ての企業の管理方法が「年度検査」方式から「年度報告」方式への変更

に伴うものであり、実質的な変更は無い。 

『外国投資者によ 

る国内企業の合併・

買収に関わる安全 

審査制度の整備に 

関する通知』（ 2011 

年 2 月） 

★外国投資者による国内企業の合併・買収に関わる安全審査制度を整備

する。外国投資者の国内企業の合併・買収について、国家発改委・商

務部がイニシアティブを取り、合併・買収の関連業種と分野によって、

関連官庁と連携して合併・買収の安全審査を行う。 

『商務部の外国投 

資者による国内企 

業の合併・買収安全 

審査制度の実施に 

関する規定』（ 2011 

年 8 月） 

★商務部が外国投資者による国内企業の合併・買収安全審査制度を実施

する際の具体的な手続について規定する。 

『外商投資性企業 

の関連管理措置を 

より一層改善する 

ことに関する通知』 

（ 2011 年 12 月） 

★外商投資性会社の国内ローンが国内再投資に使ってはならない。

★地元の外貨管理局の審査・許可を得た上で、外商投資性会社の中国で

の合法的所得が国内投資に直接利用することが可能になる。（従来は所

得を登録資本金にしてからはじめて国内投資に使える） 

『外商投資企業苦情

処理業務弁法』

（ 2020 年 10 月） 

★中国商務部が、外資企業の権益保護強化及び投資環境の向上を目

的に、外資企業による行政への苦情処理について規定。 
★商務部投資促進事務局に全国外商投資企業クレームセンターが設

置されたほか、各省市・自治区レベルの担当窓口が公開された（弁

法には県レベル以上の政府には苦情対応窓口を設置すると規定あ

り）。 

『外商投資安全審査

弁法』（ 2021 年 1 

月） 

★中国国家発展改革委員会・商務部が、外商投資法及び国家安全法

に基づき、外資企業が中国に投資する際の安全審査に関する規則を

公布。 
★対象範囲は「軍事関係、国家の安全にかかわる重要な農産物、重

要なエネルギーと資源、重大な装備製造、重要なインフラ、重要な

運輸サービス、重要な文化製品とサービス、重要な情報技術とイン

ターネット製品・サービス、重要な金融サービス、鍵となる技術及

びその他の重要な分野」と規定されているが、具体的な範囲は不

明。 

（注）2009 年以前に改正された主な貿易関連投資措置については 2013 年版不公正貿易報告書参照。 
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＜＜図図表表  II--11--11＞＞WWTTOO  加加盟盟後後にに改改正正さされれたた主主なな貿貿易易関関連連投投資資措措置置にに関関すするる事事項項  

 改正された法規 改 正 事 項 

企業設立、パ 

フォーマンス 

の要求等 

『外商投資パート 

ナー企業登録管理 

規定』 

（ 2010 年 3 月） 

★「外商投資産業指導目録」禁止類の業種、「合弁に限る」、「合作に限

る」、「合弁・合作に限る」、「中国側マジョリティ」、「中国側相対的マジ

ョリティ」などが明記される業種、又は外資比率要求のある業種につ

き、外資パートナー企業の設立を禁止。 

※ 2014 年 3 月 1 日に改訂されたが、その内容は、国内企業を含む全

ての企業の管理方法が「年度検査」方式から「年度報告」方式への変更

に伴うものであり、実質的な変更は無い。 

『外国投資者によ 

る国内企業の合併・

買収に関わる安全 

審査制度の整備に 

関する通知』（ 2011 

年 2 月） 

★外国投資者による国内企業の合併・買収に関わる安全審査制度を整備

する。外国投資者の国内企業の合併・買収について、国家発改委・商

務部がイニシアティブを取り、合併・買収の関連業種と分野によって、

関連官庁と連携して合併・買収の安全審査を行う。 

『商務部の外国投 

資者による国内企 

業の合併・買収安全 

審査制度の実施に 

関する規定』（ 2011 

年 8 月） 

★商務部が外国投資者による国内企業の合併・買収安全審査制度を実施

する際の具体的な手続について規定する。 

『外商投資性企業 

の関連管理措置を 

より一層改善する 

ことに関する通知』 

（ 2011 年 12 月） 

★外商投資性会社の国内ローンが国内再投資に使ってはならない。

★地元の外貨管理局の審査・許可を得た上で、外商投資性会社の中国で

の合法的所得が国内投資に直接利用することが可能になる。（従来は所

得を登録資本金にしてからはじめて国内投資に使える） 

『外商投資企業苦情

処理業務弁法』

（ 2020 年 10 月） 

★中国商務部が、外資企業の権益保護強化及び投資環境の向上を目

的に、外資企業による行政への苦情処理について規定。 
★商務部投資促進事務局に全国外商投資企業クレームセンターが設

置されたほか、各省市・自治区レベルの担当窓口が公開された（弁

法には県レベル以上の政府には苦情対応窓口を設置すると規定あ

り）。 

『外商投資安全審査

弁法』（ 2021 年 1 

月） 

★中国国家発展改革委員会・商務部が、外商投資法及び国家安全法

に基づき、外資企業が中国に投資する際の安全審査に関する規則を

公布。 
★対象範囲は「軍事関係、国家の安全にかかわる重要な農産物、重

要なエネルギーと資源、重大な装備製造、重要なインフラ、重要な

運輸サービス、重要な文化製品とサービス、重要な情報技術とイン

ターネット製品・サービス、重要な金融サービス、鍵となる技術及

びその他の重要な分野」と規定されているが、具体的な範囲は不

明。 

（注）2009 年以前に改正された主な貿易関連投資措置については 2013 年版不公正貿易報告書参照。 
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（（33））外外商商投投資資参参入入ネネガガテティィブブリリスストト  

 

2021 年 12 月 27 日、「外商投資参入特別管理措

置（ネガティブリスト） 2021 年版（以下、外商投

資参入ネガティブリスト 2021 年版）」を公布した

（国家発展改革委員会・商務部令第 47 号、2022 年 

1 月 1 日施行）。 

今回の改訂は、1995 年に「目録」が初めて公布さ

れて以来、11 回目の改訂にあたる。2020 年版には、

33 項目の制限措置が含まれていたが、「外商投資参

入ネガティブリスト 2021 年版」では 31 項目に減

少した。 

「外商投資参入ネガティブリスト 2010 年版」に

おいて、制限業種及び禁止業種に指定されているも

のは以下のとおり。 

 

●外商投資を制限する産業の目録 

1. 小麦粉の新品種の選抜育種及び種子生産の中国

側の持分は 34 ％ を下回ってはいけない。トウモ

ロコシの新品種の選抜育種及び種子生産は、中国

側の持分支配とする。 

2. 出版物の印刷は、中国側の持分支配とする。 

3. 原子力発電所の建設及び経営は、中国側の持分

支配とする。 

4. 国内水上輸送業者は、中国側の持分支配とする。 

5. 公共航空輸送業者は、中国側の持分支配とし、

かつ外国人投資家及びその関連会社による投資割

合は 25 ％を超えず、法定代表者は中国国籍保有

者でなければならない。汎用航空業者の法定代表

者は中国国籍保持者でなければならず、農業、林

業、漁業の汎用航空業者は合弁に限り、その他の

汎用航空業者は中国側の持分支配とする。 

6. 民間飛行場の建設及び経営は、中国側の相対持

分支配とする。国外企業は空港管制塔の建設及び

運営に関与してはならない。 

7. 電気通信業者： 中国の WTO 加盟時に開放を承

諾した範囲内に限り、付加価値電気通信業務は外

資の割合が 50 ％ を超えてはならない（電子商取

引、国内マルチ通信、データ保存転送、コールセ

ンターを除く）。基礎電気通信業務は中国側の持

分支配とする。 

8. 市場調査は合弁に限り、うちラジオ・テレビ

の視聴調査は中国側の持分支配とする。 

9. 就学前教育機関、普通後期中等教育機関及び

高等教育機関は、中国と外国の提携による運営に

限り、中国側主導（校長又は主な事務責任者が中

国国籍保有者で、理事会又は共同管理委員会の中

国側構成員の割合が 1/2 を下回らない）とする。 

10. 医療機関は合弁に限る。 

 

●外商投資を禁止する産業の目録 

1. 中国固有の、かつ希少な貴重優良品種の研究

開発、養殖、栽培及び関連する繁殖材料の生産

（栽培業、牧畜業、水産業の優良遺伝子を含む。） 

2. 農作物、種畜・禽、水産種苗の遺伝子組換品

種の選抜育種及びその遺伝子組換種子（苗）の生

産 

3. 中国の管轄海域及び内陸水域の水産物の漁獲 

4. レアアース、放射性鉱物、タングステンの探

査、採掘、選鉱 

5. 漢方薬材における蒸す、煎る、炙る、焼く等

の加工処理技術の応用及び漢方製剤の秘伝処方製

品の生産 

6. 葉タバコ、巻きタバコ、再乾燥葉タバコ及び

その他のタバコ製品の卸売、小売 

7. 郵政事業者、郵便物の国内配送業務 

8. インターネットニュース情報サービス、オン

ライン出版業務、オンライン番組視聴サービス、

インターネットカルチャーに関する商品の経営

（音楽を除く。）、インターネットによる大衆向

け情報発信サービス 

9. 中国法律事務コンサルティング（中国の法律

環境の影響に関する情報の提供を除く。）、中国

国内法律事務所のパートナーとなってはならない。 

10. 社会調査 

11. 人体の幹細胞、遺伝子診断、治療技術の開発

及び応用 

12. 人文社会科学研究機関 

13. 大地測量、海洋測量製図、測量製図・航空撮

影、地上移動体を用いた測量、行政区域境界線の

測量製図、地形図、世界行政区画地図、中国行政

区画地図、省級以下の行政区画地図、教育用全国

地図、教育用地方地図及び立体地図の作成、ナビ

ゲーション電子地図の作成、地域別地質マッピン



32

第 I 部 各国・地域別政策・措置

32 

 

 

 

 

グ、鉱山地質、地球物理、地球化学、水文地質、

環境地質、地質災害、地質リモートセンシング等

の調査 

14. 義務教育機関及び宗教教育機関 

15. 報道機関（通信社を含むがこれに限らない。） 

16. 書籍、新聞、定期刊行物の編集、出版業務 

17. 各級ラジオ放送局（ステーション）、テレビ

局（ステーション）、ラジオ・テレビのチャンネ

ル、ラジオ・テレビ放送ネットワーク（発信局、

中継局、ラジオ・テレビ衛星、衛星の地上発信ス

テーション、衛星受信中継ステーション、マイク

ロ波ステーション、モニタリングステーション、

ケーブルラジオ・テレビ放送ネットワーク）、ラ

ジオ・テレビのオンデマンド業務及び衛星テレ

ビ・ラジオの地上受信施設の設置業務 

18. ラジオ・テレビ番組制作の経営（輸入業務を

含む。）事業者 

19. 映画制作事業者、発行事業者、配給上映事業

者 

20. 文化財、芸術品の競売を行う競売業者、文化

財、芸術品を扱う商店及び国有文物博物館 

21. 文芸上演団体 

 

 

 
 

［［個個別別措措置置］］  

 

（（11））暗暗号号法法・・商商用用暗暗号号管管理理条条例例  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

「暗号法」は 2019 年 10 月に全人代で可決され、

2020 年 1 月 1 日に施行された。本法では、暗号

を、中核暗号、普通暗号及び商用暗号に分類し、そ

れぞれの暗号について、国家規格の技術要件への適

合義務や、販売・使用の許可や輸出入の許可、検

査・認証等を行うことを規定している。「暗号法」

施行に伴い、1999 年に施行された「商用暗号管理条

例」の改正草案が作成され、2020 年 8 月にパブリ

ックコメントが実施された。本草案は、暗号法の下

位法令に位置づけられ、国家の秘密事項に当たらない

情報を暗号化する製品や技術（商用暗号製品・技術）

の安全性審査や国家規格の技術要件への適合義務、

輸入許可・輸出規制等の詳細を規定している。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

暗号法及び商用暗号管理条例については、条文中

に用いられている用語の定義や審査の具体的要件、

具体的な規格、適合性評価手続の内容、対象範囲等

について不明確な部分が多い。運用によっては、外

国企業の中国国内での活動及び中国市場への参入が

阻害され、中国が主張する国家安全保障という目的

達成のために必要以上に貿易制限的な規制となるお

それがあり、暗号法は TBT 協定 2.2 条及び 5.1.2 

条並びに GATS  6 条 5 項に違反する可能性がある。

また、暗号法及び商用暗号管理条例における認証や

輸入許可の規定について、外国製品及びサービスの

競争条件が、同種の国内製品及び国内サービスに比

して事実上不利な状況となる場合には、TBT 協定 

2.1 条及び 5.1.1 条、GATT 3 条並びに GATS 17 条

が規定する内国民待遇義務に違反する可能性がある。

さらに、暗号法における強制規格や適合性評価手続

の基礎として、国際規格や国際標準化機関の指針等

が用いられていない場合には、TBT 協定 2. 4 条及

び 5.4 条に違反する可能性がある。商用暗号管理

条例も具体的な規格及び適合性評価手続の内容や、

運用によっては、上記内国民待遇義務に違反する可

能性に加え、TBT 協定 2.2 条、2.4 条、5.1.2 条

及び 5.4 条に違反する可能性がある。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

暗号法については、2017 年及び 2019 年に実施

されたパブリックコメントの際に日本政府から意見

提出を行ったほか、2017 年  6 月以降の WTO TBT 

委員会（以下「 TBT 委員会」）において、米国、

EU 等と共に懸念を表明してきたが、2020 年 1 月 1 

日に施行された暗号法には、ソースコードの開示要

求禁止規定が追加された等一部の改善を除き、各国

の懸念点はほぼ反映されなかった。商用暗号管理条

例についても、2020 年 9 月に実施されたパブリッ

クコメントの際に、日本政府からは、用語の定義や

審査の具体的要件、規制の対象範囲が依然として不

明確である点等に関してコメントを提出するととも

に、2020 年 10 月以降の TBT 委員会や、2021 年 

基基準準・・認認証証制制度度  
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グ、鉱山地質、地球物理、地球化学、水文地質、

環境地質、地質災害、地質リモートセンシング等

の調査 

14. 義務教育機関及び宗教教育機関 

15. 報道機関（通信社を含むがこれに限らない。） 

16. 書籍、新聞、定期刊行物の編集、出版業務 

17. 各級ラジオ放送局（ステーション）、テレビ

局（ステーション）、ラジオ・テレビのチャンネ

ル、ラジオ・テレビ放送ネットワーク（発信局、

中継局、ラジオ・テレビ衛星、衛星の地上発信ス

テーション、衛星受信中継ステーション、マイク

ロ波ステーション、モニタリングステーション、

ケーブルラジオ・テレビ放送ネットワーク）、ラ

ジオ・テレビのオンデマンド業務及び衛星テレ

ビ・ラジオの地上受信施設の設置業務 

18. ラジオ・テレビ番組制作の経営（輸入業務を

含む。）事業者 

19. 映画制作事業者、発行事業者、配給上映事業

者 

20. 文化財、芸術品の競売を行う競売業者、文化

財、芸術品を扱う商店及び国有文物博物館 

21. 文芸上演団体 

 

 

 
 

［［個個別別措措置置］］  

 

（（11））暗暗号号法法・・商商用用暗暗号号管管理理条条例例  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

「暗号法」は 2019 年 10 月に全人代で可決され、

2020 年 1 月 1 日に施行された。本法では、暗号

を、中核暗号、普通暗号及び商用暗号に分類し、そ

れぞれの暗号について、国家規格の技術要件への適

合義務や、販売・使用の許可や輸出入の許可、検

査・認証等を行うことを規定している。「暗号法」

施行に伴い、1999 年に施行された「商用暗号管理条

例」の改正草案が作成され、2020 年 8 月にパブリ

ックコメントが実施された。本草案は、暗号法の下

位法令に位置づけられ、国家の秘密事項に当たらない

情報を暗号化する製品や技術（商用暗号製品・技術）

の安全性審査や国家規格の技術要件への適合義務、

輸入許可・輸出規制等の詳細を規定している。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

暗号法及び商用暗号管理条例については、条文中

に用いられている用語の定義や審査の具体的要件、

具体的な規格、適合性評価手続の内容、対象範囲等

について不明確な部分が多い。運用によっては、外

国企業の中国国内での活動及び中国市場への参入が

阻害され、中国が主張する国家安全保障という目的

達成のために必要以上に貿易制限的な規制となるお

それがあり、暗号法は TBT 協定 2.2 条及び 5.1.2 

条並びに GATS  6 条 5 項に違反する可能性がある。

また、暗号法及び商用暗号管理条例における認証や

輸入許可の規定について、外国製品及びサービスの

競争条件が、同種の国内製品及び国内サービスに比

して事実上不利な状況となる場合には、TBT 協定 

2.1 条及び 5.1.1 条、GATT 3 条並びに GATS 17 条

が規定する内国民待遇義務に違反する可能性がある。

さらに、暗号法における強制規格や適合性評価手続

の基礎として、国際規格や国際標準化機関の指針等

が用いられていない場合には、TBT 協定 2. 4 条及

び 5.4 条に違反する可能性がある。商用暗号管理

条例も具体的な規格及び適合性評価手続の内容や、

運用によっては、上記内国民待遇義務に違反する可

能性に加え、TBT 協定 2.2 条、2.4 条、5.1.2 条

及び 5.4 条に違反する可能性がある。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

暗号法については、2017 年及び 2019 年に実施

されたパブリックコメントの際に日本政府から意見

提出を行ったほか、2017 年  6 月以降の WTO TBT 

委員会（以下「 TBT 委員会」）において、米国、

EU 等と共に懸念を表明してきたが、2020 年 1 月 1 

日に施行された暗号法には、ソースコードの開示要

求禁止規定が追加された等一部の改善を除き、各国

の懸念点はほぼ反映されなかった。商用暗号管理条

例についても、2020 年 9 月に実施されたパブリッ

クコメントの際に、日本政府からは、用語の定義や

審査の具体的要件、規制の対象範囲が依然として不

明確である点等に関してコメントを提出するととも

に、2020 年 10 月以降の TBT 委員会や、2021 年 

基基準準・・認認証証制制度度  

第1章 中国 

  

 

 

10 月の WTO 対中貿易政策審査会合（ TPR ）でも検

討状況について情報提供を求め、問題を指摘してい

る。 

 

（（22））中中国国ササイイババーーセセキキュュリリテティィ法法  

 

＊本法の「基準・認証制度」に係る問題について

は、「サービス貿易」（５）中国サイバー・データ

規制のうち、1）中国サイバーセキュリティ法の項

目を参照。 

 

（（33））化化粧粧品品規規制制  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

中国化粧品管轄当局（ 2018 年 3 月から国家薬品

監督管理局（ NMPA ）に改組。）により、2018 年 12 

月、化粧品の基本法である「化粧品衛生監督条例」

（以下、「衛生監督条例」という。）を改正する

「化粧品監督管理条例」（以下、「監督管理条例」

という。）の草案が TBT 通報され、同監督管理条例

は 2020 年 6 月に公布、2021 年 1 月 1 日に施行

された。監督管理条例は、化粧品生産販売活動を規

範化し、化粧品に対する監督管理を強化し、化粧品

の品質及び安全性を保証し、消費者の健康を保障す

ることを目的としている。中国政府は、条例の改正

に伴い、具体的な詳細を規定する下位法令の公布も

実施しており、多くは既に施行又は TBT 通報されて

いる。監督管理条例や下位法令では、中国の化粧品

規制に対して、日本が TBT 委員会等で繰り返し表明

してきた懸念の一部が改善されているものの、依然

として以下のとおり懸念が存在する。 

 

1）化粧品新原料規制 

衛生監督条例では、化粧品生産業者又は輸入業者

は、化粧品新原料の使用時又は初回の輸入前に中国

化粧品管轄当局に許可申請を行い、中国化粧品管轄

当局の審査を受ける必要があると規定されており、

その下位法令である「化粧品行政許可申告受理規定」

（ 2010 年 4 月施行） や、化粧品新原料の申請及

び評価に関するガイドラインである「化粧品新原料

申請及評価指南」（ 2011 年 7 月施行）において、

化粧品新原料の定義、遵守事項、申請手続、評価原

則等が一定程度明確化されている。しかしながら、

衛生監督条例下での新原料の登録実績は 8 件であ

るところ、新原料を含む化粧品の生産及び輸出がで

きない事態が継続していた。 

加えて、衛生監督条例における上記化粧品新原料

申請及評価指南 3 条（Ⅱ）2（ 2 ）によれば、新

原料は複合物質であってはならないとされており、

単一物質での申請、安全性評価を要求している。植

物エキスや発酵液等の中には、実質的に溶媒と新物

質に単離困難な原料があることや、仮に単離できた

としても、その工程中に化学的変化が起こり、実際

に化粧品に配合される原料とは別の物質になる可能

性があり、単一物質による評価は安全性の適正評価

とはならない懸念がある。 

また、衛生監督条例の下での新原料の審査にお

いては、製造工程における手順・反応プロセス・

反応条件の詳細等の企業秘密に係る情報の開示を

要求するケースがあるほか、審査終了後、当該情

報を中国化粧品管轄当局のウェブサイト上に掲載

した事例があり、企業秘密が公開される懸念があ

る。 

しかしながら、監督管理条例では、複合物質によ

る安全性評価が認められるか否かについて何ら規定

されておらず、新原料に関する情報については、

「原料の関連情報を一般社会に公開する」とされて

おり、関連情報の範囲によっては、企業秘密に係る

情報が公開対象となるおそれがある。また、中国は、

2020 年 11 月に、関連する下位法令である「化粧

品新原料登録届出資料規範」案について TBT 通報

している。同資料規範案は、原料の使用制限量や品

質規格等の企業秘密を含み得る項目を公開すること、

「化粧品安全技術規範」に定められた試験方法に従

って化粧品新原料の毒性試験を実施することを求め

ており、国際的に認められた試験法による実施は制

限されている。 

2021 年 3 月に公布され、同年 5 月に施行され

た「化粧品新原料登録届出資料規範」においては公

開対象の項目の一部が削除されるなど日本政府の要

請がある程度反映されたが、国際的に認められた試

験法の適用制限については改善されていない。 

 

2）化粧品ラベル規制 

2014 年 11 月、衛生監督条例の下で策定された中
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国化粧品表示規則の意見募集稿が公布され、同年 12 

月に中国化粧品管轄当局より TBT 通報がなされている。

その後、「化粧品ラベル管理弁法」として 2021 年 6 

月に公布、2022 年 5 月に施行されている。 

同規則においては、「化粧品ラベルを、貼付け、

切取りの方法で修正、補足してはいけない。」とさ

れており、パッケージへのラベルの貼付けが禁止さ

れる可能性があり、印刷によるラベル表示が義務付

けられるとすれば、中国向けの化粧品専用のパッケ

ージを製造しなければならなくなる。 

また、同規則では、全成分表示、品質保証期限等

の記載事項に加えて、生産加工者名をラベルに記載

しなければならないとされており、その目的として、

違法製品の法的責任を追及しやすくするためと説明

されているが、本来品質責任を法的に担保する企業

の記載のみで足り、実際の生産加工者の記載までを

要求する必要性は説明されていない。 

加えて、同規則では、効果効能試験の結果を製品

に表示した場合、当該試験の詳細が記載されたレポ

ートが、中国化粧品管轄当局が指定したウェブサイ

トで公示され、監督を受けなければならないとされ

ている。 

これらに対して、監督管理条例では、ラベルの貼

付けが認められることが明記されている一方で、新

たに「貼り付けられた中国語ラベルは（原産国にお

ける）原包装ラベルと一致しなければならない」と

規定されているが、原包装ラベルの表示は原産国の

法規に適合するように設計されているため、その内

容が必ずしも中国の法規に適合しない懸念がある。 

また、監督管理条例では、化粧品の品質・安全性

を保証すべき者として「生産販売者」、「登録者又

は届出者」、「化粧品生産企業」等が混在しており、

製品責任者が統一されておらず、引き続き、ラベル

に生産加工者名の表示が求められている。 

加えて、中国は、2020 年 11 月に、監督管理条例

の下で策定された中国化粧品ラベル管理弁法案につ

いて、TBT 通報している。同ラベル管理弁法案では、

貼り付けられた中国語ラベルに含まれる、製品安全

性・効能効果に関連する記載は、原包装の表示内容

と一致することが求められており、また、安全性の

責任者である登録・届出人（輸入品の場合は中国域

内責任者）に加えて、生産加工者の記載も求められ

ている。 

また、全成分表示に関して、配合量 1 ％未満の

成分は順不同で記載するのが国際的なプラクティス

であるのに対し、同ラベル管理弁法では、0.1 ％以

下の成分のみを「その他の微量成分」の案内語で引

き出して別途表示し、順不同で記載することができ

ること、効能表示について、中国において認定を受

けた試験機関による試験によって確認された場合の

み「評価及び検証されている」との表示ができるこ

ととされていた。 

最終法規においては「評価及び検証されている」

との表示に関する条項は削除されたものの、その他

の懸念点については改善されていない。 

 

3）化粧品及び歯磨の登録・届出における資料管理

規制 

2020 年  11 月にTBT 通報され、2021 年  1 月

に「化粧品登録届出資料管理規定」が公布、同年 5 

月に施行された。当該業務規範の懸念点は以下の

とおりである。 

試験機関は化粧品の申請・届出用の試験を実施

する前に検査検定資質認定（ CMA ）を取得するこ

とを義務付けられているが、CMA は中国国内の試験

機関のみが取得可能であるため自社内及び外国の

試験機関で実施した試験結果が認められない。 

加えて、監督管理条例では、「効能訴求の科学

的根拠の概要を国務院薬品監督管理部門の指定す

るウェブサイトで公開し、一般社会による監督を

受けなければならない」ことが規定されており、

2020 年 11 月に TBT 通報され、2021 年 4 月に公

布、同年 5 月に施行された「化粧品効能訴求評価

規範」においては、効能効果の根拠の概要に含ま

れるべき項目として、有効性の評価方法や判定指

標など、企業秘密を含み得る項目が挙げられてい

る。効能訴求の根拠となる研究データや効能評価

資料は企業における機密事項を含むものであり、

「科学的根拠の概要」の内容次第では、企業の機

密情報が公開対象となるおそれがある。 

さらに、上記管理弁法及び資料規範には、安全

性、効能訴求に関わらない事項の変更については、

速やかに届出をすることを規定する一方、製品名

や配合などを変更する場合には、登録・届出を取

り消して、改めて申請することが規定されている。 

加えて、上記規範においては、特殊化粧品の効
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国化粧品表示規則の意見募集稿が公布され、同年 12 

月に中国化粧品管轄当局より TBT 通報がなされている。

その後、「化粧品ラベル管理弁法」として 2021 年 6 

月に公布、2022 年 5 月に施行されている。 

同規則においては、「化粧品ラベルを、貼付け、

切取りの方法で修正、補足してはいけない。」とさ

れており、パッケージへのラベルの貼付けが禁止さ

れる可能性があり、印刷によるラベル表示が義務付

けられるとすれば、中国向けの化粧品専用のパッケ

ージを製造しなければならなくなる。 

また、同規則では、全成分表示、品質保証期限等

の記載事項に加えて、生産加工者名をラベルに記載

しなければならないとされており、その目的として、

違法製品の法的責任を追及しやすくするためと説明

されているが、本来品質責任を法的に担保する企業

の記載のみで足り、実際の生産加工者の記載までを

要求する必要性は説明されていない。 

加えて、同規則では、効果効能試験の結果を製品

に表示した場合、当該試験の詳細が記載されたレポ

ートが、中国化粧品管轄当局が指定したウェブサイ

トで公示され、監督を受けなければならないとされ

ている。 

これらに対して、監督管理条例では、ラベルの貼

付けが認められることが明記されている一方で、新

たに「貼り付けられた中国語ラベルは（原産国にお

ける）原包装ラベルと一致しなければならない」と

規定されているが、原包装ラベルの表示は原産国の

法規に適合するように設計されているため、その内

容が必ずしも中国の法規に適合しない懸念がある。 

また、監督管理条例では、化粧品の品質・安全性

を保証すべき者として「生産販売者」、「登録者又

は届出者」、「化粧品生産企業」等が混在しており、

製品責任者が統一されておらず、引き続き、ラベル

に生産加工者名の表示が求められている。 

加えて、中国は、2020 年 11 月に、監督管理条例

の下で策定された中国化粧品ラベル管理弁法案につ

いて、TBT 通報している。同ラベル管理弁法案では、

貼り付けられた中国語ラベルに含まれる、製品安全

性・効能効果に関連する記載は、原包装の表示内容

と一致することが求められており、また、安全性の

責任者である登録・届出人（輸入品の場合は中国域

内責任者）に加えて、生産加工者の記載も求められ

ている。 

また、全成分表示に関して、配合量 1 ％未満の

成分は順不同で記載するのが国際的なプラクティス

であるのに対し、同ラベル管理弁法では、0.1 ％以

下の成分のみを「その他の微量成分」の案内語で引

き出して別途表示し、順不同で記載することができ

ること、効能表示について、中国において認定を受

けた試験機関による試験によって確認された場合の

み「評価及び検証されている」との表示ができるこ

ととされていた。 

最終法規においては「評価及び検証されている」

との表示に関する条項は削除されたものの、その他

の懸念点については改善されていない。 

 

3）化粧品及び歯磨の登録・届出における資料管理

規制 

2020 年  11 月にTBT 通報され、2021 年  1 月

に「化粧品登録届出資料管理規定」が公布、同年 5 

月に施行された。当該業務規範の懸念点は以下の

とおりである。 

試験機関は化粧品の申請・届出用の試験を実施

する前に検査検定資質認定（ CMA ）を取得するこ

とを義務付けられているが、CMA は中国国内の試験

機関のみが取得可能であるため自社内及び外国の

試験機関で実施した試験結果が認められない。 

加えて、監督管理条例では、「効能訴求の科学

的根拠の概要を国務院薬品監督管理部門の指定す

るウェブサイトで公開し、一般社会による監督を

受けなければならない」ことが規定されており、

2020 年 11 月に TBT 通報され、2021 年 4 月に公

布、同年 5 月に施行された「化粧品効能訴求評価

規範」においては、効能効果の根拠の概要に含ま

れるべき項目として、有効性の評価方法や判定指

標など、企業秘密を含み得る項目が挙げられてい

る。効能訴求の根拠となる研究データや効能評価

資料は企業における機密事項を含むものであり、

「科学的根拠の概要」の内容次第では、企業の機

密情報が公開対象となるおそれがある。 

さらに、上記管理弁法及び資料規範には、安全

性、効能訴求に関わらない事項の変更については、

速やかに届出をすることを規定する一方、製品名

や配合などを変更する場合には、登録・届出を取

り消して、改めて申請することが規定されている。 

加えて、上記規範においては、特殊化粧品の効
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能訴求については化粧品安全技術規範に収載された

試験法に従って製品の効能評価を実施することが定

められており、国際的に認められた試験法を、中国

の国家標準や関連規則で定められた試験法と同等な

試験法として取り扱っていない。中国への輸出にあ

たり、試験のやり直しが必要となることから、国際

的な手法も認められるよう、引き続き要請していく

必要がある。 

2020 年 11 月に TBT 通報され、2023 年 3 月に

公表された「歯磨監督管理弁法」においては、歯磨

製品（歯磨き粉等）についても、化粧品と同様に、

試験を中国国内の試験期間で実施することが求めら

れており、外国の試験機関で実施した試験結果が認

められない。2023 年 12 月に施行されたが、化粧品

同様、外国の試験機関で実施した試験結果も認めら

れるよう要請していく必要がある。 

 

4）その他の規制 

2019 年 11 月に意見募集がなされた「化粧品海外

視察暫定規定」は、既に中国国内で上市した、又は

上市予定化粧品の海外での開発及び生産関連過程の

視察に適用され、国家薬品監督管理局が実施する視

察に関する規定である。本規定においては、研究開

発部門への査察も対象に含まれるとされているが、

中国国内における査察は生産部門に限定されている。

また、査察の目的として、「化粧品の生産と経営活

動の規範化、監督管理の強化、品質安全の保証、消

費者の健康の保障、化粧品産業の健康発展を促進す

るため」とされており、研究開発部門への査察とこ

れら目標との関係は明確ではない。研究開発部門は

企業の技術的な機密情報を保持していることから、

査察の内容によっては、このような機密情報の中国

への提供を強いられるおそれがある。 

また、2020 年 8 月には「化粧品登録届出管理弁法」

案について、2020 年 11 月には関連する「化粧品登

録届出資料規範」案について TBT 通報がされており、

それぞれ 2021 年 1 月と 3 月に公布され、同年 5 

月に施行された。同管理弁法においては、営業秘密

や公開されていない情報を公開してはならないこと

が明記されており、日本がこれまで継続して中国に

働きかけを行ってきたことが反映された。一方、監

督管理条例は、化粧品及び新原料について登録・届

出された内容を公表すること及び化粧品の効能訴求

の科学的根拠について概要をウェブサイトに掲載し

て社会の監督を受けることを定めており、同監督管

理条例及びその他の実施規則についても、同様に、

営業秘密や公開されていない情報を公開してはなら

ないことが明記されることを引き続き要請していく

ことが重要である。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

上述のとおり、監督管理条例やその下位法令に

おいては、一部改善の兆しが見られるものの、依然

として、その必要性が十分に説明されていない措置

や、企業の機密情報の開示が要求されるおそれの

ある措置等が残っているところ、これらの規制が化

粧品の品質及び安全性を保証し、消費者の健康を保

障するといった政策目的に照らして必要以上に貿

易制限的である場合には、TBT 協定 2.2 条及び 

5.1.2 条等に違反する疑義がある。 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

我が国は、2018 年 12 月の「化粧品監督管理条

例」、2019 年 2 月の「化粧品登録・届出検査管理

弁法」、2019 年 6 月の「非特殊用途化粧品の備案

管理弁法」、2020 年 8 月の「化粧品登録管理弁法」

及び「化粧品生産経営監督管理弁法」、2020 年 9 

月の「化粧品安全性評価技術ガイドライン」、

2020 年 11 月の「化粧品ラベル管理弁法」、「歯

磨監督管理弁法」、「化粧品登録届出資料規範」、

「化粧品新原料登録届出資料規範」及び「化粧品

効能訴求評価ガイドライン」、2021 年 2 月の「歯

磨届出資料規範」、2022 年 4 月の「化粧品品質管

理規範検査要点と判定原則」及び「化粧品安全技

術規範2022年改訂版」、2022 年 9 月の「化粧品オ

ンライン運用監督管理弁法」に係る TBT 通報に対

し、懸念を表明するコメントを提出した。また、

2023 年 6 月、同年 11 月、2024 年 3 月のTBT 委

員会においても、TBT 協定整合性上の疑義等につい

て問題提起を行い、必要以上に貿易制限的な措置

とならないよう要請している。なお、当該委員会

においては、米国及び韓国、欧州等も同様に懸念

を表明している。 

本件に関する動向を引き続き注視するとともに、

関係国と連携しつつ、本規制の改善を求めていく。 
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（（44））オオフフィィスス機機器器にに関関すするる推推奨奨性性国国家家

標標準準（（情情報報セセキキュュリリテティィ技技術術  オオフフィィ

スス設設備備安安全全規規範範））  【【新新規規掲掲載載】】  

  

＜＜措措置置のの概概要要＞＞    

2022 年 4 月、オフィス機器に関する推奨性国家

標準（情報セキュリティ技術 オフィス設備安全規

範）（以下、「本国家標準」）について、中国共産

党・政府機関関係者から構成される全国情報安全標

準化技術委員会（ TC 260 ）により検討が開始され

た。  

2022 年 7 月、本国家標準案には、政府部門及び

重要情報インフラ部門などが調達する複合機・プリ

ンター等のオフィス機器に関し、その部品も含め、

中国国内で開発・生産等を行うことを求める規定が

含まれているとの情報があった。 

 2023 年 8 月、本国家標準案のパブリックコメ

ントが実施され、その際に初めてテキスト案が公表

された。同テキスト案には、中国国内での開発・生

産等を要求する規定は無く、複合機・プリンター等

のオフィス機器に求められるセキュリティ要件や、

同セキュリティ要件を満足するかどうかの試験方法

等の詳細を規定する内容となっている。なお、同テ

キスト案によれば、本国家標準案は、政府部門及び

重要インフラ部門などが調達するオフィス機器に限

定されず、オフィス機器一般に適用されることとな

っている。 

本国家標準案は、形式的には強制力を有しないが、

事実上強制力のある形で運用される可能性がある。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞      

2022 年 7 月時点で情報のあった、政府部門及び

重要情報インフラ部門などが調達する複合機・プリ

ンター等のオフィス機器及びその部品について中国

国内で開発・生産等を行うことを要求する規定が導

入され、事実上強制力のある態様で運用された場合、

複合機・プリンター等の完成品及び部品の輸入、輸

入部品の使用が認められず、中国産の部品の使用が

強要されることになる。その場合、日本を含む外国

の製品が差別的に扱われる懸念及び必要以上に貿易

が制限される懸念があり、TBT 協定 2.1 条、同 2.2 

条、同 5.1.2 条、GATT 3 条 4 項、 TRIMS 協定 2 

条 1 項に違反する可能性があった。また、同規定

の具体的な運用により、例えば、中国内での開

発・生産に向けて中国国内に技術を提供せざるを

得ない場合には、事実上、本国家標準を通じて技

術移転が強制されうる懸念があり、中国加盟議定

書 7 条 3 項に違反する可能性があった。 

2023 年 8 月に公表されたテキスト案では、国産

化を求める規定は削除され、上記の懸念はなくな

った。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞    

本国家標準の策定については、日本政府は、

2022 年 7 月以降の WTO TBT 委員会（以下、「 TBT 

委員会」）や WTO 政府調達委員会等の各種 WTO 関

連委員会において、 EUやフィリピン等と共に懸念

を表明しているほか、 2023 年 8 月に実施された

パブリックコメントの際には意見提出を行った。

今後も、WTO 関連委員会等の場を活用し、中国に対

し、引き続き内外差別的な内容や事実上の技術移

転要求につながり得る内容が盛り込まれないよう

働きかけつつ、営業秘密の漏洩や技術流出に繋が

り得る情報提供を求める規定について是正を促し

ていく。 

 

 

 
 

［［加加盟盟にに伴伴うう約約束束］］  

 

WTO 加盟前の中国では、主要なサービス分野にお

ける外資企業の参入は厳しく制限されており、例

えば、流通業については限られた大都市と経済特

別区において小売業の試験的な進出が認められて

いる程度であり、電気通信業については外資企業

の参入が禁止されていた。 

加盟交渉の結果、中国は、各サービス分野につ

いて、外資企業に係る地理的制限や出資比率上限

等の規制を、加盟後およそ 5 年以内に段階的に緩

和、撤廃していく旨の自由化約束を行った。 

 

 

ササーービビスス貿貿易易  
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（（44））オオフフィィスス機機器器にに関関すするる推推奨奨性性国国家家

標標準準（（情情報報セセキキュュリリテティィ技技術術  オオフフィィ

スス設設備備安安全全規規範範））  【【新新規規掲掲載載】】  

  

＜＜措措置置のの概概要要＞＞    

2022 年 4 月、オフィス機器に関する推奨性国家

標準（情報セキュリティ技術 オフィス設備安全規

範）（以下、「本国家標準」）について、中国共産

党・政府機関関係者から構成される全国情報安全標

準化技術委員会（ TC 260 ）により検討が開始され

た。  

2022 年 7 月、本国家標準案には、政府部門及び

重要情報インフラ部門などが調達する複合機・プリ

ンター等のオフィス機器に関し、その部品も含め、

中国国内で開発・生産等を行うことを求める規定が

含まれているとの情報があった。 

 2023 年 8 月、本国家標準案のパブリックコメ

ントが実施され、その際に初めてテキスト案が公表

された。同テキスト案には、中国国内での開発・生

産等を要求する規定は無く、複合機・プリンター等

のオフィス機器に求められるセキュリティ要件や、

同セキュリティ要件を満足するかどうかの試験方法

等の詳細を規定する内容となっている。なお、同テ

キスト案によれば、本国家標準案は、政府部門及び

重要インフラ部門などが調達するオフィス機器に限

定されず、オフィス機器一般に適用されることとな

っている。 

本国家標準案は、形式的には強制力を有しないが、

事実上強制力のある形で運用される可能性がある。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞      

2022 年 7 月時点で情報のあった、政府部門及び

重要情報インフラ部門などが調達する複合機・プリ

ンター等のオフィス機器及びその部品について中国

国内で開発・生産等を行うことを要求する規定が導

入され、事実上強制力のある態様で運用された場合、

複合機・プリンター等の完成品及び部品の輸入、輸

入部品の使用が認められず、中国産の部品の使用が

強要されることになる。その場合、日本を含む外国

の製品が差別的に扱われる懸念及び必要以上に貿易

が制限される懸念があり、TBT 協定 2.1 条、同 2.2 

条、同 5.1.2 条、GATT 3 条 4 項、 TRIMS 協定 2 

条 1 項に違反する可能性があった。また、同規定

の具体的な運用により、例えば、中国内での開

発・生産に向けて中国国内に技術を提供せざるを

得ない場合には、事実上、本国家標準を通じて技

術移転が強制されうる懸念があり、中国加盟議定

書 7 条 3 項に違反する可能性があった。 

2023 年 8 月に公表されたテキスト案では、国産

化を求める規定は削除され、上記の懸念はなくな

った。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞    

本国家標準の策定については、日本政府は、

2022 年 7 月以降の WTO TBT 委員会（以下、「 TBT 

委員会」）や WTO 政府調達委員会等の各種 WTO 関

連委員会において、 EUやフィリピン等と共に懸念

を表明しているほか、 2023 年 8 月に実施された

パブリックコメントの際には意見提出を行った。

今後も、WTO 関連委員会等の場を活用し、中国に対

し、引き続き内外差別的な内容や事実上の技術移

転要求につながり得る内容が盛り込まれないよう

働きかけつつ、営業秘密の漏洩や技術流出に繋が

り得る情報提供を求める規定について是正を促し

ていく。 

 

 

 
 

［［加加盟盟にに伴伴うう約約束束］］  

 

WTO 加盟前の中国では、主要なサービス分野にお

ける外資企業の参入は厳しく制限されており、例

えば、流通業については限られた大都市と経済特

別区において小売業の試験的な進出が認められて

いる程度であり、電気通信業については外資企業

の参入が禁止されていた。 

加盟交渉の結果、中国は、各サービス分野につ

いて、外資企業に係る地理的制限や出資比率上限

等の規制を、加盟後およそ 5 年以内に段階的に緩

和、撤廃していく旨の自由化約束を行った。 

 

 

ササーービビスス貿貿易易  

第1章 中国 

  

 

 

［［実実施施状状況況・・問問題題点点］］  

 

以下に記すとおり、現在に至るまで加盟約束が完

全に履行されていない状況も見受けられ、中国政府

には今後更なる対応が求められる。 

［［個個別別措措置置］］  

                              

（（11））流流通通  

 

2017 年版不公正貿易報告書 44 頁参照。 

 

（（22））建建設設、、建建築築・・エエンンジジニニアアリリンンググ  

 

2016 年版不公正貿易報告書 49 - 50 頁参照。 

 

（（33））電電気気通通信信  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

中国では「電信条例」（ 2000 年 9 月公布、2014 

年 7 月、2016 年 2 月改正）により、電気通信サー

ビスが基礎電信業務（公共ネットワークインフラ、

公共データ伝送、基本音声通信サービスを提供する

業務）と付加価値電信業務（公共ネットワークイン

フラを利用して電気通信・情報サービスを提供する

業務）に分類され、電気通信サービスの提供には

「電信業務経営許可証」が必要となる。 

外資の電気通信サービス参入については、電信条

例に基づき制定された「外商投資電信企業管理規定」 

（ 2001 年 12 月公布、2008 年 9 月、2016 年 2 

月、2022 年 3 月改正）及び「電信業務経営許可管

理弁法」（ 2017 年 9 月施行）により参入条件が規

定されている。 

中国はこれまで、経営範囲、出資比率、営業地域、

最低資本金等の制限を段階的に緩和している。現在、

サービス提供地域の制限は撤廃されているが、出資

比率は、基礎電信業務については 49 ％以下、付加

価値電信業務（電子商取引、国内マルチ通信、デー

タの保存・転送、コールセンターを除く）について

は 50 ％以下と規定されている。基礎電信業務及び

付加価値電信業務の内容は、2015 年 12 月に改訂さ

れた「電信業務分類目録」に具体的に列挙されてい

る。しかしながら、これらのうち、実際に外資が

提供できているサービスは限定的である。一部の

外資出資比率規制はこれまでに撤廃されているも

のもあるが、現地日系企業等からの要望も高いデ

ータセンターやクラウドサービス等の付加価値電

信サービスにおいて、依然として外資の参入規制

が設けられている。 

この点、2010 年 5 月、国務院は「民間投資の健

全な発展を奨励・指導することに関する若干の意

見」を公布し、民間資本が資本参加の形で基礎電

気通信の運営市場に参入することを認めている。

また、2012 年 12 月に開催された 2013 年全国工

業・情報化工作会議では、移動通信の再販業務や

アクセス網業務の試行への民間参入を推進するこ

とを表明している。 

WTO 加盟時の約束に沿った電気通信事業の基本法

たる「電信法」は長らく制定されないままで、

2023 年度の国務院立法計画において、電信法草案

等を全人代常務委員会に提出する準備を行うと記

されているが、制定に向けた動きはない。他方、

2023 年 12 月に開催された中央経済工作会議のコ

ミュニケ及び 2024 年 3 月に行われた全人代への

政府活動報告において、対外開放として電気通信

等のサービス業への参入を緩和する旨の記載が盛

り込まれており、実際の動向を注視していく必要

がある。  

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

WTO 加盟以前の中国では、電気通信サービス販売

を厳しく制限し、外資の参入を禁止していたが、

加盟時に以下のような約束を行い、国内制度上も

対応を図っている。 

①基本電気通信サービス（公衆の通信インフラ設

備やデータ通信・音声通信サービス等）のうち、

国内・国際電話等のサービス：外資出資上限 49 ％ 

②移動体通信サービス：外資出資上限 49 ％ 

③情報・データベース検索等の付加価値サービ

ス： 外資出資上限は 50 ％ 

一方で、関連する規制措置の運用に関しては、そ

の公平な態様での運用を定めた GATS 6 条（国内規

制）の規律に違反している可能性がある。また、中

国は同時に電気通信に関する参照文書についても約

束しているところ、「免許条件の公の利用可能性」
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等約束事項への違反がないか、注視する必要がある。 

 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

我が国は最低資本金規制の撤廃、外資規制の撤

廃・緩和等に関して、WTO ドーハ・ラウンド交渉、

日中経済パートナーシップ協議、 WTO 中国経過的審

査メカニズム（ TRM ）等を通じ、中国に対し要望・

加盟約束の履行を促してきたが、今後も電気通信サ

ービスの規制状況を注視する必要がある。また、外

国産ドラマ・アニメの放送・コンピュータ関連サー

ビスなどの隣接サービスにも WTO 上の約束に反する

形で通信サービスの規制が過度にかかってくること

にならないか、注意が必要である（※）。 

なお、工業信息化部が 2015 年 6 月 19 日付で公

布した「オンラインデータ処理と取引処理業務（経

営類電子商取引）の外資持分比率制限の開放に関す

る通告」（工信部通[ 2015 ]  196 号）により、従

来 50 ％ が上限とされた外資持分制限が撤廃された。 

「電信業務分類目録」は 2003 年の施行以来見直

しが行われず、飛躍的な発展を遂げた電気通信サー

ビスの実態をカバーした内容ではなかったが、2013 

年 5 月に改正案に対するパブリックコメントが募集

され、2015 年 12 月に改訂版が発表された（ 2016 

年 3 月施行）。なお、当該改訂版「電気通信業務分

類目録」において、移動通信の再販は基礎電信業務

として明確に分類されており、その商用サービスの

開始に際しては、外資の出資比率の上限は 49％ と

なることが想定される。 

2019 年 6 月 30 日、国家発展改革委員会及び商

務部は、「外商投資参入特別管理措置」（ 2019 年

版ネガティブリスト）を発表した。付加価値電信分

野では、国内マルチ通信、データの保存・転送、コ

ールセンターの 3 つの業務項目に対して外資への制

限を撤廃した。なお、2022 年 1 月 1 日に「外商投

資参入特別管理措置」（ 2021 年版ネガティブリス

ト）が施行されているが、付加価値電信分野は 2019 

年版から変更なし。 

 

（（※※））外外国国映映画画・・ドドララママ・・アアニニメメのの放放送送・・配配信信にに関関

すするる規規制制  

  

①①外外国国テテレレビビ・・ネネッットト配配信信番番組組にに係係るる許許認認可可  

2004 年 10 月から施行されている「外国テレビ

番組導入、放映管理規定」に基づき、外国テレ

ビ・ネット配信番組は国家ラジオテレビ総局（ラ

テ総局）による検閲を得る必要がある。 

また、2010 年に制定された「テレビドラマ内容

管理規定」に基づき、外国テレビ・ネット配信番

組についてラテ総局が発行する「テレビドラマ発

行許可証」を得る必要があり、さらにアニメにつ

いては「インターネット文化管理暫定規定」に基

づき、文化部が発行する「インターネット文化経

営許可証」を取得する必要がある。 

  

②②外外国国テテレレビビ番番組組のの量量的的規規制制・・時時間間規規制制  

「外国テレビ番組導入、放映管理規定」により、

外国映画・ドラマ・アニメは、その日に放送する

テレビドラマ・映画・アニメの 25％、全放送時間

の 15 ％を超えることができないこと、ラテ総局の

許可を受けずに、外国映画・ドラマ・アニメはゴ

ールデンタイム（午後 7 時～午後 10 時）に放送

してはならないとされている。 

特に、外国アニメについては、2008 年 2 月「テ

レビアニメ放送管理の一層の規範化に関する広電

総局の通知」により、午後 5 時～午後 9 時までの

時間帯、外国アニメの放送が禁止され、未成年を

対象とするチャンネルにおいて、全放送時間帯に

おける外国アニメと中国国産アニメの放送時間の

比率が 3：7 まで制限された。 

 

③③外外国国映映画画及及びびドドララママののネネッットト配配信信にに係係るる量量的的規規

制制  

2014 年 9 月「インターネット上の外国映画・ド

ラマ管理の確実な実施のさらなる推進に関する広

電総局の通知」により、インターネット動画サイ

トが 1 年に外国映画・テレビドラマを購入・配信

する総量は、その前の年に購入・配信した国産映

画・テレビドラマの 30 ％ を超えてはならないと

され、また、向こう 1 年間にネット配信する予定

の全ての外国映画・ドラマに係るラテ総局等での

許可申請が必要とされた。 

 

④④外外国国リリメメイイクク／／フフォォーーママッットト番番組組のの量量的的規規制制・・

時時間間規規制制  

2016 年 6 月に広電総局（当時）が内容を公表し
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等約束事項への違反がないか、注視する必要がある。 

 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

我が国は最低資本金規制の撤廃、外資規制の撤

廃・緩和等に関して、WTO ドーハ・ラウンド交渉、

日中経済パートナーシップ協議、 WTO 中国経過的審

査メカニズム（ TRM ）等を通じ、中国に対し要望・

加盟約束の履行を促してきたが、今後も電気通信サ

ービスの規制状況を注視する必要がある。また、外

国産ドラマ・アニメの放送・コンピュータ関連サー

ビスなどの隣接サービスにも WTO 上の約束に反する

形で通信サービスの規制が過度にかかってくること

にならないか、注意が必要である（※）。 

なお、工業信息化部が 2015 年 6 月 19 日付で公

布した「オンラインデータ処理と取引処理業務（経

営類電子商取引）の外資持分比率制限の開放に関す

る通告」（工信部通[ 2015 ]  196 号）により、従

来 50 ％ が上限とされた外資持分制限が撤廃された。 

「電信業務分類目録」は 2003 年の施行以来見直

しが行われず、飛躍的な発展を遂げた電気通信サー

ビスの実態をカバーした内容ではなかったが、2013 

年 5 月に改正案に対するパブリックコメントが募集

され、2015 年 12 月に改訂版が発表された（ 2016 

年 3 月施行）。なお、当該改訂版「電気通信業務分

類目録」において、移動通信の再販は基礎電信業務

として明確に分類されており、その商用サービスの

開始に際しては、外資の出資比率の上限は 49％ と

なることが想定される。 

2019 年 6 月 30 日、国家発展改革委員会及び商

務部は、「外商投資参入特別管理措置」（ 2019 年

版ネガティブリスト）を発表した。付加価値電信分

野では、国内マルチ通信、データの保存・転送、コ

ールセンターの 3 つの業務項目に対して外資への制

限を撤廃した。なお、2022 年 1 月 1 日に「外商投

資参入特別管理措置」（ 2021 年版ネガティブリス

ト）が施行されているが、付加価値電信分野は 2019 

年版から変更なし。 

 

（（※※））外外国国映映画画・・ドドララママ・・アアニニメメのの放放送送・・配配信信にに関関

すするる規規制制  

  

①①外外国国テテレレビビ・・ネネッットト配配信信番番組組にに係係るる許許認認可可  

2004 年 10 月から施行されている「外国テレビ

番組導入、放映管理規定」に基づき、外国テレ

ビ・ネット配信番組は国家ラジオテレビ総局（ラ

テ総局）による検閲を得る必要がある。 

また、2010 年に制定された「テレビドラマ内容

管理規定」に基づき、外国テレビ・ネット配信番

組についてラテ総局が発行する「テレビドラマ発

行許可証」を得る必要があり、さらにアニメにつ

いては「インターネット文化管理暫定規定」に基

づき、文化部が発行する「インターネット文化経

営許可証」を取得する必要がある。 

  

②②外外国国テテレレビビ番番組組のの量量的的規規制制・・時時間間規規制制  

「外国テレビ番組導入、放映管理規定」により、

外国映画・ドラマ・アニメは、その日に放送する

テレビドラマ・映画・アニメの 25％、全放送時間

の 15 ％を超えることができないこと、ラテ総局の

許可を受けずに、外国映画・ドラマ・アニメはゴ

ールデンタイム（午後 7 時～午後 10 時）に放送

してはならないとされている。 

特に、外国アニメについては、2008 年 2 月「テ

レビアニメ放送管理の一層の規範化に関する広電

総局の通知」により、午後 5 時～午後 9 時までの

時間帯、外国アニメの放送が禁止され、未成年を

対象とするチャンネルにおいて、全放送時間帯に

おける外国アニメと中国国産アニメの放送時間の

比率が 3：7 まで制限された。 

 

③③外外国国映映画画及及びびドドララママののネネッットト配配信信にに係係るる量量的的規規

制制  

2014 年 9 月「インターネット上の外国映画・ド

ラマ管理の確実な実施のさらなる推進に関する広

電総局の通知」により、インターネット動画サイ

トが 1 年に外国映画・テレビドラマを購入・配信

する総量は、その前の年に購入・配信した国産映

画・テレビドラマの 30 ％ を超えてはならないと

され、また、向こう 1 年間にネット配信する予定

の全ての外国映画・ドラマに係るラテ総局等での

許可申請が必要とされた。 

 

④④外外国国リリメメイイクク／／フフォォーーママッットト番番組組のの量量的的規規制制・・

時時間間規規制制  

2016 年 6 月に広電総局（当時）が内容を公表し
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た「テレビ放送番組の自主的な革新作業を強力に推

進することに関する通知」では、衛星放送の総合チ

ャンネルにおける外国リメイク／フォーマット番組

は、午後 7 時半～午後 10 時半までに放送できるの

は 1 年間に 2 本を超えてはならない等の内容が規定

された。 

その後、2017 年 8 月に広電総局が内容を公表した

「衛星テレビ放送の総合チャンネルを文化性のある

マスメディアプラットフォームとするための通知」

では、毎年新しく導入するリメイク／フォーマット

の番組の上限を1本とすると共に、初年度においてゴ

ールデンタイム（午後 7 時～午後 10 時）における

外国リメイク／フォーマット番組の放送禁止等が規

定されている。 

 

⑤⑤放放送送番番組組輸輸入入手手続続規規制制  

2012 年 2 月に広電総局が内容を公表した「海外映

画・テレビドラマの輸入及び放送管理の更なる強化と

改善に関する通知」に基づき、外国テレビ番組の輸入

申請の受付は年 2 回（ 1 月及び 7 月の 1 日から 10 

日まで）とし、輸入する番組は原則として 50 話以内

とすることが規定されている。 

  

⑥⑥外外国国テテレレビビ番番組組導導入入、、放放映映管管理理規規定定のの改改正正検検討討  

外国テレビ番組及びネット配信番組については「外

国テレビ番組導入、放映管理規定」の改正が検討され

ており、規制上の論点は以下のとおり。 

 ・内容規制（未成年の合法な権益を侵害しあるいは

未成年の心身の健康を害するものでないこと）の

追加 

 ・国務院ラジオテレビ主管部門の批准を経ずに、ラ

ジオテレビ放送機関における午後 7 時～午後 10 

時の時間帯での外国の視聴番組を禁止 

 ・ラジオテレビ放送機関の各チャンネルが毎日放送

する外国の映画・テレビドラマ・アニメ・ドキュ

メンタリー・その他の外国テレビ番組を、当該日、

当該区分の番組の全放送時間の30％以内に規制 

 ・ネット配信における外国映画、テレビドラマ、ア

ニメ、ドキュメンタリーその他の外国テレビ番組

を、当該カテゴリーの配信番組の総量の 30 ％ 

以内に規制 

2018 年 9 月 20 日から 10 月 19 日にかけて制定

案につきパブリックコメントが行われ、日本政府とし

て外国コンテンツ分野の規制緩和・撤廃及び透明化、

内容の明確化や透明性をもった運用、国際慣行との

整合性の確保について意見を提出している。 

  

⑦⑦ララジジオオテテレレビビ法法のの制制定定検検討討  

 従前の規制を集約した「ラジオテレビ法」の制

定が検討されており、規制上の論点は以下のとおり。 

 ・テレビ放送及びネット配信における事業者によ

る番組の放送前審査、再放送等の再審査の実施

を規定。 

 ・域外のラジオテレビ番組の輸入等において、国

務院ラジオテレビ主管部門若しくは省、自治区、

直轄市人民政府ラジオテレビ主管部門の許可の

取得を義務化 

2021 年 3 月 16 日から 4 月 16 日にかけて制定

案につきパブリックコメントが行われ、日本政府と

して外国コンテンツ分野の規制緩和・撤廃及び透明

化、内容の明確化や透明性をもった運用、国際慣行

との整合性の確保について意見出ししている。 

 

（（44））金金融融  

   ＊本件は、WTO 協定をはじめとする国際ルール

整合性の観点からは明確に問題があると言えな

い貿易・投資関連政策・措置であるが、以下の

懸念点に鑑み、掲載することとした。 

 

①①保保険険  

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

保険法 95 条では保険会社の経営範囲として、国

務院保険監督管理機構が批准する保険に関連する

「その他の業務」が認められているが、外資保険会

社管理条例（ 15 ～ 18 条）では（生命保険、疾病

保険、傷害保険などの保険事業を含む）人身保険事

業や（財産損害保険、責任保険、信用保険、保証保

険などの保険事業を含む）財産保険事業以外の国務

院保険監督管理機関の審査・許可を経た保険に関す

る「その他の業務」が認められていない。（保険法 

95 条） 

 

＜＜懸懸念念点点＞＞  

外資保険会社管理条例（ 15 ～ 18 条）には、

「その他の業務」の記載がないことから、人身保険

事業や財産保険事業以外の国務院保険監督管理機関
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の審査・許可を経た保険に関するその他の業務の実

施の制限によって顧客サービスの向上が妨げられて

いる。例えば、外資損害保険会社は、消費者の利便

性や満足度を向上させるために、企業に対するリス

ク管理サービスや、日本での保険加入者が中国で事

故に遭った場合のアジャスティング業務（審査業務）

サービスなどを総合的に提供できない。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

本件に関する特段の動きはないが、引き続き動向

を注視するとともに、本規制の改善を求めていく。 

 

②②銀銀行行  

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

中国当局は不動産や株式への投機的資金（ホッ

ト･マネー）の流入を防ぐために外貨流入に制限を

かける外債枠規制を設けている。 

 

＜＜懸懸念念点点＞＞  

中国企業による中国国外の金融機関、企業からの

外資による借入は「外貨建債務（外債）」と呼ばれ、

外債枠規制により外資系銀行の資金調達手段・限度

額が制限されている。銀行の外資調達に制限がある

ため、企業の調達にも制約が生じている。地場銀行

にも同様の規制が適用されているものの、日系中小

企業や純資産の小さな企業は中国国内での調達が難

しく、オフショア調達を利用する傾向にあるが、海

外からの資金調達に上限が設定されており、資金調

達に支障が生じる可能性がある。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

2017 年 1 月、中国人民銀行は、「全範囲クロス

ボーダー金融のマクロプルーデンス管理に関する通

知」（銀発〔 2017 〕9 号）を公布し、中国の外商

投資企業及び外資系金融機関は、外資発行の上限設

定において、複数のモデルを選択可能となった。

（当初 1 年間を移行期間としたが、延長中）。 

新型コロナウイルスの感染拡大を背景とした企業

の財政悪化を防止するため、2020 年 3 月 、中国人

民銀行及び国家外貨管理局は、「全範囲クロスボー

ダー融資のマクロプルーデンス政策因数の調整に関

する通達」（銀発〔 2020 ] 64 号）を公布し、マク

ロプルーデンス管理モデルを採用する企業は、外

債枠が純資産の 2.0 倍から 2.5 倍に拡大した。 

人民元高の圧力を緩和するため、2021 年 1 月、

中国人民銀行及び国家外貨管理局は、「企業の全

範囲クロスボーダー融資のマクロプルーデンス政

策因数の調整に関する通達」（銀発〔 2021 〕5 号）

を公布し、マクロプルーデンス管理モデルを採用

する企業は、外債枠が純資産の 2.5 倍から 2.0 倍

に縮小した。 

その後、人民元安の影響を緩和するため、2022 

年 10 月、中国人民銀行及び国家外貨管理局は、再

度、企業の全範囲クロスボーダー融資のマクロプ

ルーデンス管理モデルを採用する企業は、外債枠

が純資産の 2.0 倍から 2.5 倍に再度拡大した。 

（（５５））中中国国ササイイババーー・・デデーータタ関関連連規規制制  

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

中国政府は、近年、サイバーセキュリティ及びデ

ータセキュリティに関して、様々な法令等を整備し

ている。2017 年 6 月施行のサイバーセキュリティ

法に続き、2021 年 9 月にはデータセキュリティ法、

同年 11 月には個人情報保護法が施行された。これ

ら三法により、中国はデータ保護に関する法体系を

確立したとも言われる。 

現在、これら三法の全部又は一部に関連する複数

の下位法令等の整備が加速している。特に、自動車

データセキュリティ管理の若干の規定 （下記 4 ）

⑥参照）や工業・情報化分野データ安全管理弁法

（試行）（下記 4 ）⑦参照）等の業界別の法令等や、

個人情報保護法（下記 3 ）参照）の越境移転規制の

要件を具体化するデータ越境移転安全評価弁法（下

記 4 ）⑧参照）等）が相次いで公表等されており、

今後整備される法令等にも注意が必要である。 

 

1）サイバーセキュリティ法 

本法は、サイバー空間の主権及び国家の安全の

維持等を目的として、ネットワークの構築・運営

やサイバーセキュリティの監督等に適用される。 

具体的には、例えば、( 1 )ネットワーク基幹

製品やサイバーセキュリティ専用製品について、

関連の国家規格の強制的な要求事項に従うことを

求めるとともに、また、これらの製品の販売及び
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の審査・許可を経た保険に関するその他の業務の実

施の制限によって顧客サービスの向上が妨げられて

いる。例えば、外資損害保険会社は、消費者の利便

性や満足度を向上させるために、企業に対するリス

ク管理サービスや、日本での保険加入者が中国で事

故に遭った場合のアジャスティング業務（審査業務）

サービスなどを総合的に提供できない。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

本件に関する特段の動きはないが、引き続き動向

を注視するとともに、本規制の改善を求めていく。 

 

②②銀銀行行  

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

中国当局は不動産や株式への投機的資金（ホッ

ト･マネー）の流入を防ぐために外貨流入に制限を

かける外債枠規制を設けている。 

 

＜＜懸懸念念点点＞＞  

中国企業による中国国外の金融機関、企業からの

外資による借入は「外貨建債務（外債）」と呼ばれ、

外債枠規制により外資系銀行の資金調達手段・限度

額が制限されている。銀行の外資調達に制限がある

ため、企業の調達にも制約が生じている。地場銀行

にも同様の規制が適用されているものの、日系中小

企業や純資産の小さな企業は中国国内での調達が難

しく、オフショア調達を利用する傾向にあるが、海

外からの資金調達に上限が設定されており、資金調

達に支障が生じる可能性がある。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

2017 年 1 月、中国人民銀行は、「全範囲クロス

ボーダー金融のマクロプルーデンス管理に関する通

知」（銀発〔 2017 〕9 号）を公布し、中国の外商

投資企業及び外資系金融機関は、外資発行の上限設

定において、複数のモデルを選択可能となった。

（当初 1 年間を移行期間としたが、延長中）。 

新型コロナウイルスの感染拡大を背景とした企業

の財政悪化を防止するため、2020 年 3 月 、中国人

民銀行及び国家外貨管理局は、「全範囲クロスボー

ダー融資のマクロプルーデンス政策因数の調整に関

する通達」（銀発〔 2020 ] 64 号）を公布し、マク

ロプルーデンス管理モデルを採用する企業は、外

債枠が純資産の 2.0 倍から 2.5 倍に拡大した。 

人民元高の圧力を緩和するため、2021 年 1 月、

中国人民銀行及び国家外貨管理局は、「企業の全

範囲クロスボーダー融資のマクロプルーデンス政

策因数の調整に関する通達」（銀発〔 2021 〕5 号）

を公布し、マクロプルーデンス管理モデルを採用

する企業は、外債枠が純資産の 2.5 倍から 2.0 倍

に縮小した。 

その後、人民元安の影響を緩和するため、2022 

年 10 月、中国人民銀行及び国家外貨管理局は、再

度、企業の全範囲クロスボーダー融資のマクロプ

ルーデンス管理モデルを採用する企業は、外債枠

が純資産の 2.0 倍から 2.5 倍に再度拡大した。 

（（５５））中中国国ササイイババーー・・デデーータタ関関連連規規制制  

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

中国政府は、近年、サイバーセキュリティ及びデ

ータセキュリティに関して、様々な法令等を整備し

ている。2017 年 6 月施行のサイバーセキュリティ

法に続き、2021 年 9 月にはデータセキュリティ法、

同年 11 月には個人情報保護法が施行された。これ

ら三法により、中国はデータ保護に関する法体系を

確立したとも言われる。 

現在、これら三法の全部又は一部に関連する複数

の下位法令等の整備が加速している。特に、自動車

データセキュリティ管理の若干の規定 （下記 4 ）

⑥参照）や工業・情報化分野データ安全管理弁法

（試行）（下記 4 ）⑦参照）等の業界別の法令等や、

個人情報保護法（下記 3 ）参照）の越境移転規制の

要件を具体化するデータ越境移転安全評価弁法（下

記 4 ）⑧参照）等）が相次いで公表等されており、

今後整備される法令等にも注意が必要である。 

 

1）サイバーセキュリティ法 

本法は、サイバー空間の主権及び国家の安全の

維持等を目的として、ネットワークの構築・運営

やサイバーセキュリティの監督等に適用される。 

具体的には、例えば、( 1 )ネットワーク基幹

製品やサイバーセキュリティ専用製品について、

関連の国家規格の強制的な要求事項に従うことを

求めるとともに、また、これらの製品の販売及び
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提供前に安全認証への合格又は安全検査での適合

を義務化し、( 2 )「重要情報インフラ」（定義は

下記 4 ）②参照）の運営者による一定の個人情報

及び「重要データ」の中国国内保存義務及び越境

移転規制(一定の中国国外へのデータ移転には安全

評価を求める)等を規定している。 

本法は、一定の場合には国外の機関、組織及び

個人も対象とする。 

なお、2022 年 9 月、処罰規定の修正等を伴う本

法改正案がパブリックコメントに付されている。 

 

2）データセキュリティ法 

本法は、中国国内の全てのデータの処理活動

（収集・保管・使用・加工・転送・提供・公開等）

及びそのセキュリティの管理監督の実施にあたっ

て適用される。また、中国国外においてデータ処

理活動を実施する場合においても、中国の「国家

安全、公共の利益又は国民、組織の合法的権益を

損なった場合は、法に基づき法的責任を追及する」

と規定されており、一定の場合には国外のデータ

処理活動も対象となる。 

本法は、データをその重要性及び改ざん・漏洩

等された場合における危害の程度に基づき分類し

保護する「分類等級区分保護制度」を規定してお

り、今後具体的に策定される「重要データ保護リ

スト」に組み入れられたデータが重点保護の対象

となる。また、本法は、国がデータセキュリティ

審査制度を構築し、国の安全に影響し又は影響し

うるデータ処理活動に対して安全審査を行うもの

とする。 

さらに、データセキュリティ保護義務を規定す

るとともに、「重要データ」の処理者に対し、デ

ータセキュリティ保護責任の具体化や定期的リス

ク評価の実施等、より重い義務を課している。 

なお、一定の規制品目に該当するデータについ

ては輸出規制を実施するとしており、データ越境

移転に対する規制が本法に基づいて強化される可

能性がある。 

 

3）個人情報保護法 

中国初の包括的な個人情報保護法となる本法は、

個人情報を中国国内で処理する活動だけでなく、

中国国内の個人情報を中国国外で処理する活動で

あっても、①国内の自然人に製品又はサービスを

提供することを目的とする場合、②国内の自然人

の行為を分析、評価する場合、又は、③法律、行

政法規に定めるその他の事由のいずれかに該当す

る場合には適用される。 

本法は、個人情報処理活動における個人の権利

（訂正・削除権等）や、個人情報処理者の義務等

を規定するとともに、個人情報の国外提供に係る

章を設け、その中で、「重要情報インフラ運営者」

及び「処理する個人情報が国家インターネット情

報機関の規定量に達する個人情報処理者」に対し

て、中国国内で収集し、生じた個人情報の国内保

存義務を課すとともに、国外に提供する確かな必

要性がある場合は、国家インターネット情報機関

による安全評価に合格しなければならないとして

いる。 

なお、本法は、「個人情報処理者」が業務等の

必要により中国国外に個人情報を提供する確かな

必要性がある場合には、①国家インターネット情

報機関による安全評価への合格、②国家インター

ネット情報機関の規定による専門機関による個人

情報保護認証の実施、③国家インターネット情報

機関が指定する標準契約に従い国外の受領者と契

約を締結し、双方の権利及び義務を約定している

こと、又は、④法律、行政法規又は国家インター

ネット情報機関が定めるその他の条件のいずれか

を満たしていなければならないとしている。各要

件（上記①ないし④）に関連する法令等として、

2022 年 9 月にデータ越境移転安全評価弁法（上

記①に該当）が施行され（下記 4 ）⑧参照）、

2022 年 12 月に「サイバーセキュリティ規格実

践ガイドライン－個人情報の越境処理活動セキュ

リティ認証規範－」（上記②に該当）が公表され

た。また、2022 年 6 月にパブリックコメントに

付されていた個人情報越境移転標準契約弁法が、 

2023 年 2 月に公布され、同年 6 月に施行され

た（上記③に該当）。  

 

 

 4）サイバー・データ関連下位法令等 

上記のとおり、サイバーセキュリティ法、デー

タセキュリティ法及び個人情報保護法が施行され

た現在、これら三法に関連する下位法令等の整備
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が加速している。 

①サイバーセキュリティ審査弁法 

2020 年 6 月 1 日施行の本弁法（ 2022 年 2 月 

15 日改正法施行）は、①「重要情報インフラ運営

者」によるインターネット製品・サービスの調達、

又は、「ネットワークプラットフォーム運営者」

によるデータ処理活動が、国の安全に影響を与え、

又は影響を与える可能性がある場合、また、② 

100 万人を超えるユーザーの個人情報を把握する

「ネットワークプラットフォーム運営者」が国外

で上場する場合、サイバーセキュリティ審査弁公

室にサイバーセキュリティ審査を申請しなければ

ならないとした。 

 

②重要情報インフラ安全保護条例 

2021 年 9 月 1 日施行の本条例は、「重要情報

インフラ」（公共通信及び情報サービス、エネル

ギー、交通、水利、金融、公共サービス、電子行

政、国防科学技術工業等の重要業界及び分野の、

並びにその他のひとたび破壊、機能喪失又はデー

タ漏えいを受けた場合に、国の安全、国の経済と

人民の生活、公共の利益を著しく脅かすおそれの

ある重要ネットワーク施設、情報システム等）の

認定制度を創設するとともに、「重要情報インフ

ラ運営者」に対して、関連する法律や国家規格の

強制要件等に従って技術的保護措置等を講じるこ

とをはじめ、様々な義務を課している。 

 

③サイバーセキュリティ等級保護条例案 

本条例案（ 2018 年にパブリックコメントが実

施されたが本報告書執筆時点において未成立）は、

ネットワークをその重要度等に応じて 5 つのセキ

ュリティ保護等級に分類し、例えば、第 3 級以上

のネットワークの運営者に対してセキュリティ保

護等級に適応したネットワーク製品及びサービス

を取り入れることを義務付けたり、第3級以上のネ

ットワークについて国家暗号管理部門が認可した

暗号化技術等の利用を義務付けたりしている。 

なお、サイバーセキュリティ等級保護条例案の

中国における検討状況について、日本政府は、TBT 

委員会において、情報提供を求めるとともに、透

明性のある制度が措置されるよう要請していると

ころである。 

 

④自動車データセキュリティ管理の若干の規定

（試行） 

2021 年 10 月 1 日施行の本規定は、「自動車

データ処理者」（自動車データ処理活動を実施す

る組織をいい、自動車メーカー、部品及びソフト

ウェアサプライヤー、ディーラー、メンテナンス

業者並びにモビリティサービス企業等を含む）に

対して、本規定上の「重要データ」（例えば、顔

情報、ナンバープレート情報等を含む車外の動画、

画像データ、個人情報主体に関連する 10 万人を

超える個人情報等）の越境移転規制及び国内保存

義務等を課している。 

なお、法的拘束力はないが、2021 年 10 月に

パブリックコメントに付された「情報安全技術 

自動車データ収集の安全要求」国家標準（本報告

書執筆時点において未成立）は、車外データ、座

席データ及び位置・走行履歴データの越境移転を

禁止しており、「自動車データセキュリティ管理

の若干の規定（試行）」よりも厳しい規定となっ

ている。 

 

⑤工業・情報化分野データセキュリティ管理弁法

（試行） 

2023 年 1 月 1 日施行の本弁法は、「工業・

情報化分野データ」を一般データ、重要データ、

中核データの 3 等級に区分し、等級に応じた規

制を設けている。例えば、本弁法は、工業・情報

化分野のデータ処理者に対して、「重要データ」

及び「中核データ」の越境移転規制及び国内保存

義務を課している。越境移転規制により、「重要

データ」及び「中核データ」について国外に提供

する必要が確かに認められる場合には、法令に基

づきデータの越境移転のためのセキュリティ評価

を実施しなければならない。なお、「重要データ」

及び「中核データ」については、関連政府機関が

今後詳細目録を作成し、工業・情報化分野のデー

タ処理者は自組織の詳細目録を作成することとさ

れている。 

 

⑥工業・情報化分野におけるデータセキュリティ

に関する行政処分の裁量手引（試行）案 

 本手引案（2023 年 11 月にパブリックコメン



第
Ⅰ
部

第
１
章

  

中 

国

43

第１章 中国

42 

 

 

 

 

が加速している。 

①サイバーセキュリティ審査弁法 

2020 年 6 月 1 日施行の本弁法（ 2022 年 2 月 

15 日改正法施行）は、①「重要情報インフラ運営

者」によるインターネット製品・サービスの調達、

又は、「ネットワークプラットフォーム運営者」

によるデータ処理活動が、国の安全に影響を与え、

又は影響を与える可能性がある場合、また、② 

100 万人を超えるユーザーの個人情報を把握する

「ネットワークプラットフォーム運営者」が国外

で上場する場合、サイバーセキュリティ審査弁公

室にサイバーセキュリティ審査を申請しなければ

ならないとした。 

 

②重要情報インフラ安全保護条例 

2021 年 9 月 1 日施行の本条例は、「重要情報

インフラ」（公共通信及び情報サービス、エネル

ギー、交通、水利、金融、公共サービス、電子行

政、国防科学技術工業等の重要業界及び分野の、

並びにその他のひとたび破壊、機能喪失又はデー

タ漏えいを受けた場合に、国の安全、国の経済と

人民の生活、公共の利益を著しく脅かすおそれの

ある重要ネットワーク施設、情報システム等）の

認定制度を創設するとともに、「重要情報インフ

ラ運営者」に対して、関連する法律や国家規格の

強制要件等に従って技術的保護措置等を講じるこ

とをはじめ、様々な義務を課している。 

 

③サイバーセキュリティ等級保護条例案 

本条例案（ 2018 年にパブリックコメントが実

施されたが本報告書執筆時点において未成立）は、

ネットワークをその重要度等に応じて 5 つのセキ

ュリティ保護等級に分類し、例えば、第 3 級以上

のネットワークの運営者に対してセキュリティ保

護等級に適応したネットワーク製品及びサービス

を取り入れることを義務付けたり、第3級以上のネ

ットワークについて国家暗号管理部門が認可した

暗号化技術等の利用を義務付けたりしている。 

なお、サイバーセキュリティ等級保護条例案の

中国における検討状況について、日本政府は、TBT 

委員会において、情報提供を求めるとともに、透

明性のある制度が措置されるよう要請していると

ころである。 

 

④自動車データセキュリティ管理の若干の規定

（試行） 

2021 年 10 月 1 日施行の本規定は、「自動車

データ処理者」（自動車データ処理活動を実施す

る組織をいい、自動車メーカー、部品及びソフト

ウェアサプライヤー、ディーラー、メンテナンス

業者並びにモビリティサービス企業等を含む）に

対して、本規定上の「重要データ」（例えば、顔

情報、ナンバープレート情報等を含む車外の動画、

画像データ、個人情報主体に関連する 10 万人を

超える個人情報等）の越境移転規制及び国内保存

義務等を課している。 

なお、法的拘束力はないが、2021 年 10 月に

パブリックコメントに付された「情報安全技術 

自動車データ収集の安全要求」国家標準（本報告

書執筆時点において未成立）は、車外データ、座

席データ及び位置・走行履歴データの越境移転を

禁止しており、「自動車データセキュリティ管理

の若干の規定（試行）」よりも厳しい規定となっ

ている。 

 

⑤工業・情報化分野データセキュリティ管理弁法

（試行） 

2023 年 1 月 1 日施行の本弁法は、「工業・

情報化分野データ」を一般データ、重要データ、

中核データの 3 等級に区分し、等級に応じた規

制を設けている。例えば、本弁法は、工業・情報

化分野のデータ処理者に対して、「重要データ」

及び「中核データ」の越境移転規制及び国内保存

義務を課している。越境移転規制により、「重要

データ」及び「中核データ」について国外に提供

する必要が確かに認められる場合には、法令に基

づきデータの越境移転のためのセキュリティ評価

を実施しなければならない。なお、「重要データ」

及び「中核データ」については、関連政府機関が

今後詳細目録を作成し、工業・情報化分野のデー

タ処理者は自組織の詳細目録を作成することとさ

れている。 

 

⑥工業・情報化分野におけるデータセキュリティ

に関する行政処分の裁量手引（試行）案 

 本手引案（2023 年 11 月にパブリックコメン

第1章 中国 

  

 

 

トが実施されたが本報告書執筆時点において未成

立）は、データセキュリティ法等に基づく工業情

報化分野のデータの越境移転規制に係る行政処罰

の決定に際し、行政処罰当局が用いる手引きを定

める。重要データ及び中核データを中国国内に保

存していない場合に、「国外へ違法にデータが提

供されたものとする」と規定し、また、工業信息

化部の許可なく、データを外国の工業・通信・無

線通信執行機関に提供した場合に、違法行為と規

定している。さらに、企業等の保有するソースコ

ード等への当局によるアクセスを容認する規定を

設けている。 

  

⑦工業・情報化分野におけるデータセキュリテ

ィ・インシデントの緊急対応事前計画（試行）案 

 本計画案（ 2023 年 12 月にパブリックコメント

が実施されたが本報告書執筆時点において未成立）

は、データセキュリティ法等の法令及び工業・情

報化分野におけるデータセキュリティ管理弁法

（試行）の関連政策・制度に該当し、サイバーセ

キュリティ事故が発生した際の「データ処理者」

の義務を定めている。同計画案に定められる義務

の不履行は、行政処罰の対象となる旨を規定して

いる。具体的な義務として、事故の発生に際し当

局から警報が発出された後 24 時間の当直対応を

行うこと、事故に関する報告書を毎年当局へ提出

すること、その他「特に重大な」、「重大な」、

「比較的大きな」、「一般的な」のレベルに応じ

たデータ処理者の義務を定めている。 

⑧データ越境移転安全評価弁法 

2022 年 9 月施行の本弁法は、①データ処理者が

国外に重要データを提供する場合、②重要情報イ

ンフラ運営者及び 100 万人以上の個人情報を処理

するデータ処理者が国外に個人情報を提供する場

合、③前年の 1 月 1 日から累計で国外に 10 万人

の個人情報又は 1 万人の機微な個人情報を提供し

たデータ処理者が国外に個人情報を提供する場合、

又は、④国家インターネット情報機関が定めるそ

の他のデータ越境移転安全評価の申告を必要とす

る事由がある場合、データ越境移転安全評価の申

告を義務付け、データ越境移転安全評価の詳細等

規定している。 

 

⑨ 個人情報越境移転標準契約弁法 

 2023 年 6 月に施行された本弁法は、データ処

理者が標準契約を締結することによって個人情報

を国外に提供する場合には、①重要情報インフラ

の運営者でないこと、②処理した個人情報が 100 

万人に満たないこと、③前年 1 月 1 日から起算

して国外に提供した個人情報が累計で 10 万人に

満たないこと、④前年 1 月 1 日から起算して国

外に提供した機微な個人情報が累計で 1 万人に

満たないことの全ての事由を満たさなければなら

ないと規定する。また、標準契約の締結により個

人情報を国外に提供する場合であっても、本人へ

の通知と個別同意の取得及び個人情報保護影響評

価の実施は必要となるところ、本弁法は、標準契

約の締結による個人情報の国外提供の際に行うべ

き個人情報保護影響評価において重点的に評価す

べき点を規定する。その他、標準契約の締結にお

いては本弁法が定める様式に厳格に従い締結しな

ければならないとするとともに、標準契約の効力

発生日から 10 営業日以内に所在地の省級インタ

ーネット情報部門に届出を行わなければならない

とする。 

 

⑩データ越境移転の促進・規範化規定 

 2024 年 3 月 22 日公布・施行の本規定）は、

「個人情報」や「重要データ」等について一定の

場合にデータ越境移転安全評価の申告、個人情報

越境標準契約の締結や個人情報保護認証の取得の

手続きを不要とするものである。具体的には次の

場合に、これら手続きを不要としている。 

・国際貿易、越境輸送、学術協力、国境を越えた

製造・販売活動の過程で収集・生成されたデータ

であって、個人情報もしくは重要データが含まれ

てないデータを国外に提供する場合。 

・中国国外で収集・生成された個人情報を中国国

内で処理した後に国外に提供する場合であって、

処理過程で中国国内の個人情報又は重要データを

含まない場合。 

・越境購入、越境送金、航空券やホテルの予約、

ビザ手続き等、本人が当事者となる契約の締結と

履行のため、個人情報を国外に提供する必要が真

にある場合。 

・就業規則や労働協約に基づく人事管理のため、
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従業員の個人情報を国外に提供する必要が真にあ

る場合。 

・緊急時において人の生命、健康又は財産の安全

を保護するために個人情報を国外に提供する必要

が真にある場合。 

・重要情報インフラ運営者以外のデータ処理者で

あって、当年 1 月 1 日以降に国外に提供した個人

情報（機微な個人情報を除く）の累計が 10 万人

未満の場合。。 

・自由貿易試験区内のデータ処理者がネガティブ

リスト外のデータを国外に提供する場合。 

 その他、本規定においては、データ越境安全評

価の有効期限を、評価結果の発行日から 3 年間と、

規定の 2 年間から延長する。 

なお、「データ越境移転安全評価弁法」、「個

人情報越境移転標準契約弁法」等の関連規定が本

規定と矛盾する場合、本規定が適用される。 

⑪ネットワークデータ安全管理条例案 

本条例案（ 2021 年 11 月にパブリックコメント

が実施されたが本報告書執筆時点において未成立）

は、中国国内のみならず、中国国外において中国

国内の個人や組織のデータを処理する一定の場合

にも適用される。 

また、100 万人以上の個人情報を処理する「デ

ータ処理者」が国外で上場する場合を含む一定の

場合には、「データ処理者」にネットワーク安全

審査の申告を義務付けている。 

さらに、「データ処理者」が業務等の必要によ

り中国国外へデータを提供する場合には、国家イ

ンターネット情報機関によるデータ国外移転安全

評価への合格や、「データ処理者」と「データ受

信者」がインターネット情報機関の認定する専門

機関による個人情報保護認証への合格等の条件を

具備することが求められている。さらに、「デー

タ処理者」が国外にデータを提供する場合、指定

された目的、範囲、方法、データの種類や規模に

限定した提供や、関連記録の三年以上の保管等、

様々な義務が規定されている。なお、こうした越

境移転規制の対象には、非個人情報も含まれてい

る。 

 

⑫ネットワーク製品セキュリティホール管理規定 

2021 年 9 月施行の本規定は、「ネットワーク製

品提供者」に対して、ネットワーク製品のセキュ

リティホール管理義務を課している。具体的には、

例えば、提供したネットワーク製品にセキュリテ

ィホールがあることを発見した場合は 2 日以内

に政府に報告することを義務付けている。 

また、本規定は、ネットワーク製品のセキュリ

ティホールの発見、収集に従事する組織又は個人

に対して、「ネットワーク製品提供者」によるセ

キュリティホールの補修措置の提供前に脆弱性情

報を発表すること、及び、未公開のネットワーク

製品セキュリティホール情報を「ネットワーク製

品提供者」以外の海外の組織または個人に提供す

ることなどを禁止している。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

1）サイバーセキュリティ法 

本法の用語の定義や安全認証等の具体的な要件、

規格及び適合性評価手続の内容、対象範囲等につい

て不明確な部分が多い。強制規格及び適合性評価手

続が国際規格や国際標準化機関の指針等を基礎とし

て用いていない場合は、TBT 協定 2.4 条及び 5.4 

条に違反する可能性がある。さらに、サイバー空間

の主権及び国家安全の維持等という目的と、強制規

格や適合性評価手続等の具体的な措置との関係にお

いて、措置の内容が目的に比して必要以上に貿易制

限的な場合は、TBT 協定 2.2 条及び 5.1.2 条に違

反する可能性がある。 

本法は、上記 1 ）のとおり、「重要情報インフ

ラ」の運営者に対し、一定の個人情報及び「重要デ

ータ」の国内保存義務及び越境移転規制を課してい

る。グローバルに事業を展開する外国事業者は、一

般的に中国国外のサーバやクラウドサービスを利用

して、収集したデータを一元的に管理していると推

察され、国内保存義務により、中国国内に別のサー

バを用意することになると、追加的な負担が発生し、

市場参入や事業継続検討時の懸念材料になると同時

に、中国国内でデータを集約し管理している事業者

に比べて、事実上不利な競争条件に置かれる可能性

がある。また、中国国内でデータを保存する上での

セキュリティリスクも払拭されない。越境移転規制

により、中国国外へのデータ移転が制限されると、

特に恒常的にデータを越境移転する必要性が高い外

国事業者等へのコスト負担が大きく、また、データ
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従業員の個人情報を国外に提供する必要が真にあ

る場合。 

・緊急時において人の生命、健康又は財産の安全

を保護するために個人情報を国外に提供する必要

が真にある場合。 

・重要情報インフラ運営者以外のデータ処理者で

あって、当年 1 月 1 日以降に国外に提供した個人

情報（機微な個人情報を除く）の累計が 10 万人

未満の場合。。 

・自由貿易試験区内のデータ処理者がネガティブ

リスト外のデータを国外に提供する場合。 

 その他、本規定においては、データ越境安全評

価の有効期限を、評価結果の発行日から 3 年間と、

規定の 2 年間から延長する。 

なお、「データ越境移転安全評価弁法」、「個

人情報越境移転標準契約弁法」等の関連規定が本

規定と矛盾する場合、本規定が適用される。 

⑪ネットワークデータ安全管理条例案 

本条例案（ 2021 年 11 月にパブリックコメント

が実施されたが本報告書執筆時点において未成立）

は、中国国内のみならず、中国国外において中国

国内の個人や組織のデータを処理する一定の場合

にも適用される。 

また、100 万人以上の個人情報を処理する「デ

ータ処理者」が国外で上場する場合を含む一定の

場合には、「データ処理者」にネットワーク安全

審査の申告を義務付けている。 

さらに、「データ処理者」が業務等の必要によ

り中国国外へデータを提供する場合には、国家イ

ンターネット情報機関によるデータ国外移転安全

評価への合格や、「データ処理者」と「データ受

信者」がインターネット情報機関の認定する専門

機関による個人情報保護認証への合格等の条件を

具備することが求められている。さらに、「デー

タ処理者」が国外にデータを提供する場合、指定

された目的、範囲、方法、データの種類や規模に

限定した提供や、関連記録の三年以上の保管等、

様々な義務が規定されている。なお、こうした越

境移転規制の対象には、非個人情報も含まれてい

る。 

 

⑫ネットワーク製品セキュリティホール管理規定 

2021 年 9 月施行の本規定は、「ネットワーク製

品提供者」に対して、ネットワーク製品のセキュ

リティホール管理義務を課している。具体的には、

例えば、提供したネットワーク製品にセキュリテ

ィホールがあることを発見した場合は 2 日以内

に政府に報告することを義務付けている。 

また、本規定は、ネットワーク製品のセキュリ

ティホールの発見、収集に従事する組織又は個人

に対して、「ネットワーク製品提供者」によるセ

キュリティホールの補修措置の提供前に脆弱性情

報を発表すること、及び、未公開のネットワーク

製品セキュリティホール情報を「ネットワーク製

品提供者」以外の海外の組織または個人に提供す

ることなどを禁止している。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

1）サイバーセキュリティ法 

本法の用語の定義や安全認証等の具体的な要件、

規格及び適合性評価手続の内容、対象範囲等につい

て不明確な部分が多い。強制規格及び適合性評価手

続が国際規格や国際標準化機関の指針等を基礎とし

て用いていない場合は、TBT 協定 2.4 条及び 5.4 

条に違反する可能性がある。さらに、サイバー空間

の主権及び国家安全の維持等という目的と、強制規

格や適合性評価手続等の具体的な措置との関係にお

いて、措置の内容が目的に比して必要以上に貿易制

限的な場合は、TBT 協定 2.2 条及び 5.1.2 条に違

反する可能性がある。 

本法は、上記 1 ）のとおり、「重要情報インフ

ラ」の運営者に対し、一定の個人情報及び「重要デ

ータ」の国内保存義務及び越境移転規制を課してい

る。グローバルに事業を展開する外国事業者は、一

般的に中国国外のサーバやクラウドサービスを利用

して、収集したデータを一元的に管理していると推

察され、国内保存義務により、中国国内に別のサー

バを用意することになると、追加的な負担が発生し、

市場参入や事業継続検討時の懸念材料になると同時

に、中国国内でデータを集約し管理している事業者

に比べて、事実上不利な競争条件に置かれる可能性

がある。また、中国国内でデータを保存する上での

セキュリティリスクも払拭されない。越境移転規制

により、中国国外へのデータ移転が制限されると、

特に恒常的にデータを越境移転する必要性が高い外

国事業者等へのコスト負担が大きく、また、データ
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の分析・活用を通じた円滑なビジネス活動が阻害さ

れる恐れがある。このように、外国事業者が中国国

内事業者よりも事実上不利に扱われる場合には、

GATS 17 条並びに RCEP 協定 8 条 4 項及び 10 条 

3 項の内国民待遇義務に違反する可能性がある。そ

の他、関係法令で規定する国家規格や評価基準等が、

客観性、透明性を欠き、又は、サービスの質を確保

するために必要以上に大きい負担となる場合、措置

の客観性・公平性の確保を規定したGATS 6 条に違反

する可能性もある。 

また、一定の個人情報及び「重要データ」の国内

保存義務や越境移転規制は、運用によっては、RCEP 

協定 12 条 14 項（コンピュータ関連設備設置要求

禁止）及び 12 条 15 項（情報の自由な越境移転の

原則）への抵触の恐れもある。 

 

 2）データセキュリティ法 

本法の安全審査について、用語の定義や審査の具

体的基準等について不明確な部分が多い。外国事業

者が不利に扱われるような恣意的な運用がなされる

場合は、 GATS 17 条並びに RCEP 協定 8.4 条及び 

10.3 条の内国民待遇義務に違反する可能性がある。 

また、本法は、上記＜措置の概要＞の 1 ）のとお

り、一定の規制品目に該当するデータの輸出規制を

実施するとしているが、これがデータの国内保存義

務又は越境移転規制を指すのであれば、上記 1 ）同

様の理由から、外国事業者が中国国内事業者よりも

事実上不利に扱われる場合には、GATS 17 条並びに 

RCEP 協定 8 条 4 項及び 10 条 3 項の内国民待遇義

務に違反する可能性があり、また、運用によっては、

RCEP 協定 12 条 14 項（コンピュータ関連設備設置

要求禁止）及び 12 条 15 項（情報の自由な越境移転

の原則）への抵触の恐れもある。 

 

 3）個人情報保護法 

個人情報保護法おいて、条文中に用いられている

用語の定義が不明確であり、また、「他の法令定め

がある場合にはそれに従う」とされているため、規

制の対象範囲や基準等について不明確な部分が多い。

そのため、外国事業者が、事実上不利な競争条件に

置かれるといったことが懸念されている。 

本法は、上記＜措置の概要＞の 3 ）のとおり、

「重要情報インフラ運営者」及び「処理する個人情

報が国家インターネット情報機関の規定量に達する

個人情報処理者」に対し、個人情報の国内保存義務

及び越境移転規制を課しているため、上記 1 ）同

様の理由から、外国事業者が中国国内事業者よりも

事実上不利に扱われる場合には、GATS 17 条並びに 

RCEP 協定 8 条 4 項及び 10 条 3 項の内国民待遇

義務に違反する可能性があり、また、運用によって

は、RCEP 協定 12 条 14 項（コンピュータ関連設

備設置要求禁止）及び 12 条 15 項（情報の自由な

越境移転の原則）への抵触の恐れもある。 

 

4）サイバー・データ関連下位法令 

サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法

及び個人情報保護法の下位法令も、上記 1 ）ない

し 3 ）同様に、国内保存義務及び越境移転規制を

規定しているため、上記 1 ）ないし 3 ）と同様の

理由から、外国事業者が中国国内事業者よりも事実

上不利に扱われる場合には、GATS 17 条並びに RCEP 

協定 8 条 4 項及び 10 条 3 項の内国民待遇義務へ

の違反となる可能性があり、また、運用によっては、

RCEP 協定 12 条 14 項（コンピュータ関連設備設

置要求禁止）及び 12 条 15 項（情報の自由な越境

移転の原則）への抵触の恐れもある。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、

個人情報保護法及びサイバー・データ関連下位法令

については、草案段階から日本政府や業界から意見

書提出や懸念表等を行ってきた。国際ルール上の問

題点の中でもGATS に関する懸念については、2017 

年 6 月以降の WTO サービス貿易理事会においても、

サイバーセキュリティ措置として米国と共同で議題

登録し継続して表明してきている。サイバーセキュ

リティ法及びサイバーセキュリティ等級保護条例案

に関しては、TBT 委員会においても懸念表明及び事

実確認を行っている。 

直近では、2023 年 12 月に実施した第 3 回経済

産業省と中国工業信息化部との次官級定期協議にお

いて、サイバー・データ関連の規制について、中国

側に産業界の懸念を伝え、規定の明確化、透明性あ

る運用等の是正を要請した。今後も、サイバーセキ

ュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護
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法及び関連下位法令等の改正や運用の状況等を注視す

るとともに、関係国と連携しつつ、WTO サービス貿易

理事会、TBT 委員会や、二国間協議等を通じて、中国

に対し是正を促していく。 

 

 

  

［［加加盟盟にに伴伴うう約約束束］］  

 

中国の知的財産保護制度は、同国の模倣品・海賊

版等の不正商品問題の深刻化等を反映して、加盟作

業部会において、加盟国側（特に先進諸国）が特に

強く改善を求めた分野の 1 つであった。同部会での

交渉の結果、中国は、TRIPS 協定上の義務を、開発

途上国等に係る経過措置の適用を求めることなく、

加盟時点において遵守するとし、具体的に、専利法

（特許・実用新案・意匠を含む）、商標法、著作権

法等の法制を TRIPS 協定に整合させるために改正・

整備することを約束した。更に、権利行使に関して

も、損害賠償額の適正化、差止制度の整備、行政措

置の強化、国境措置の強化、刑事罰の適用要件の緩

和、更には一般人に対する教育・啓発等を通じ、

TRIPS 協定上の義務を履行することを約束している。 

 

［［実実施施状状況況］］  

 

中国における知的財産の保護に関する最近の動き

として、中国共産党中央委員会と国務院により、

2021 年 9 月に「知的財産権強国建設綱要（ 2021 

～ 2035 年）」、2021 年 10 月に「国家標準化発展

綱要」が公表され、知財を国家発展や国際的な競争

力への戦略的資源と位置づけ、知財のデジタルトラ

ンスフォーメーションへの注力や、国際標準への影

響力の強化などの方向性が示され、本綱要に沿った

今後の新規立法や各種政策立案の動向が注目される。

加えて、北京、上海、広州への知識産権法院の設立

や各中級人民法院への知的財産権案件に関する専門

的法廷の設置につづき、2019 年 1 月に施行された

「専利など知的財産権事件の訴訟手続の若干問題に

関する決定」により、特許等に関わる民事、行政事

件の第二審の権限を最高人民法院に集約することが

定められた。また、2020 年 12 月には、4 か所目

の知識産権法院となる海南省自由貿易港知識産権

法院が設立された。このように、司法分野におい

ても、一層の判断の統一・専門家による知財保護

の強化が期待される。 

2019 年 4 月には商標法が改正され、同年 11 月

に施行された。本改正では悪意による商標出願行

為（いわゆる冒認出願行為）の規制強化に加え、

商標権の侵害行為に対する懲罰が強化された。ま

た、2023 年 1 月には商標法改正草案が公表された。

本改正草案では悪意の商標登録の規制や商標の使

用義務などに関する規定が強化ないし追記されて

いる。 

2020 年 10 月には専利法が改正され、懲罰的賠

償制度の導入、法定賠償額の上限の引き上げ、部

分意匠制度の導入、意匠権の保護期間の延長等、

権利保護を強化している。また、2020 年 11 月に

著作権法が改正され、インターネット上の著作権

保護に関する規定の明確化、保護対象の拡大、懲

罰的賠償制度の導入、法定賠償額の上限の引き上

げ等、専利法と同様に権利保護を強化しており、

いずれも 2021 年 6 月に施行された。また、専利

法の改正に伴い、2023 年 12 月に専利法実施細則

と専利審査指南が公表され、2024 年 1 月に施行さ

れた。改正では、審査遅延による存続期間延長や、

在外者が代理人を介さずに行える手続の拡充、実

用新案における遅延審査の導入、職務発明におけ

る奨励金と報酬額の引き上げ、優先権の回復要件

の緩和、開放許諾制度の詳細手続、新規性喪失の

例外の拡充等について改正されている。 

2021 年 12 月には種子法が改正され、2022 年 3 

月に施行された。本改正では、繁殖材料だけでな

く収穫物までを保護対象に加えるとともに、処罰

強化の規定などが含まれている。 

その他過去の動向については、2019 年版不公正

貿易報告書 43 頁参照。 

 

［［問問題題点点］］  

  
中国における知的財産制度は、法制の整備とい

う面のみについて見れば、いくつかの点について

は、さらなる改善が必要又は望ましいと考えられ

るものの、ほぼ TRIPS 協定に整合的な内容となっ

知知的的財財産産  
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法及び関連下位法令等の改正や運用の状況等を注視す

るとともに、関係国と連携しつつ、WTO サービス貿易

理事会、TBT 委員会や、二国間協議等を通じて、中国

に対し是正を促していく。 

 

 

  

［［加加盟盟にに伴伴うう約約束束］］  

 

中国の知的財産保護制度は、同国の模倣品・海賊

版等の不正商品問題の深刻化等を反映して、加盟作

業部会において、加盟国側（特に先進諸国）が特に

強く改善を求めた分野の 1 つであった。同部会での

交渉の結果、中国は、TRIPS 協定上の義務を、開発

途上国等に係る経過措置の適用を求めることなく、

加盟時点において遵守するとし、具体的に、専利法

（特許・実用新案・意匠を含む）、商標法、著作権

法等の法制を TRIPS 協定に整合させるために改正・

整備することを約束した。更に、権利行使に関して

も、損害賠償額の適正化、差止制度の整備、行政措

置の強化、国境措置の強化、刑事罰の適用要件の緩

和、更には一般人に対する教育・啓発等を通じ、

TRIPS 協定上の義務を履行することを約束している。 

 

［［実実施施状状況況］］  

 

中国における知的財産の保護に関する最近の動き

として、中国共産党中央委員会と国務院により、

2021 年 9 月に「知的財産権強国建設綱要（ 2021 

～ 2035 年）」、2021 年 10 月に「国家標準化発展

綱要」が公表され、知財を国家発展や国際的な競争

力への戦略的資源と位置づけ、知財のデジタルトラ

ンスフォーメーションへの注力や、国際標準への影

響力の強化などの方向性が示され、本綱要に沿った

今後の新規立法や各種政策立案の動向が注目される。

加えて、北京、上海、広州への知識産権法院の設立

や各中級人民法院への知的財産権案件に関する専門

的法廷の設置につづき、2019 年 1 月に施行された

「専利など知的財産権事件の訴訟手続の若干問題に

関する決定」により、特許等に関わる民事、行政事

件の第二審の権限を最高人民法院に集約することが

定められた。また、2020 年 12 月には、4 か所目

の知識産権法院となる海南省自由貿易港知識産権

法院が設立された。このように、司法分野におい

ても、一層の判断の統一・専門家による知財保護

の強化が期待される。 

2019 年 4 月には商標法が改正され、同年 11 月

に施行された。本改正では悪意による商標出願行

為（いわゆる冒認出願行為）の規制強化に加え、

商標権の侵害行為に対する懲罰が強化された。ま

た、2023 年 1 月には商標法改正草案が公表された。

本改正草案では悪意の商標登録の規制や商標の使

用義務などに関する規定が強化ないし追記されて

いる。 

2020 年 10 月には専利法が改正され、懲罰的賠

償制度の導入、法定賠償額の上限の引き上げ、部

分意匠制度の導入、意匠権の保護期間の延長等、

権利保護を強化している。また、2020 年 11 月に

著作権法が改正され、インターネット上の著作権

保護に関する規定の明確化、保護対象の拡大、懲

罰的賠償制度の導入、法定賠償額の上限の引き上

げ等、専利法と同様に権利保護を強化しており、

いずれも 2021 年 6 月に施行された。また、専利

法の改正に伴い、2023 年 12 月に専利法実施細則

と専利審査指南が公表され、2024 年 1 月に施行さ

れた。改正では、審査遅延による存続期間延長や、

在外者が代理人を介さずに行える手続の拡充、実

用新案における遅延審査の導入、職務発明におけ

る奨励金と報酬額の引き上げ、優先権の回復要件

の緩和、開放許諾制度の詳細手続、新規性喪失の

例外の拡充等について改正されている。 

2021 年 12 月には種子法が改正され、2022 年 3 

月に施行された。本改正では、繁殖材料だけでな

く収穫物までを保護対象に加えるとともに、処罰

強化の規定などが含まれている。 

その他過去の動向については、2019 年版不公正

貿易報告書 43 頁参照。 

 

［［問問題題点点］］  

  
中国における知的財産制度は、法制の整備とい

う面のみについて見れば、いくつかの点について

は、さらなる改善が必要又は望ましいと考えられ

るものの、ほぼ TRIPS 協定に整合的な内容となっ

知知的的財財産産  
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たと考えられる。 

他方、模倣品・海賊版等の知的財産権侵害品の流

通実態という点では、かねてから問題視されてきた

ように、中国政府当局の積極的な取組にもかかわら

ず、最近に至っても中国発の模倣品被害は後を絶た

ず改善は十分とは言えない。 

日中知的財産権ワーキング・グループ、日中経済

パートナーシップ協議等において、模倣品・海賊版

等への対策に関する議論を行い、知的財産全般の保

護の強化に向けて取り組んでいるところではあるが、

以下に、さらなる是正・改善が望まれる事項を具体

的に指摘する。 

 

（（11））模模倣倣品品・・海海賊賊版版等等のの不不正正商商品品にに関関すす

るる問問題題  

 

知的財産権の保護には、まずは実体的な規定の整

備が必要であるが、この点については、WTO 加盟を

契機とした、中国の一連の法改正や、2019 年の商標

法、反不正当競争法等の改正、また 2020 年の米中

貿易合意の影響等を踏まえた専利法、著作権法等の

改正により改善が図られてきている点は評価できる。

しかしながら、TRIPS 協定及び国内法により規定さ

れている知的財産権の保護を実効的なものとならし

めるために、民事手続・行政手続・刑事手続等を利

用した権利行使（エンフォースメント）が、より迅

速かつ効率的になされる必要がある。また、巧妙化

した模倣品業者、インターネットを隠れ蓑とした模

倣品、国境をまたぐ模倣品流通経路への対策など新

たな課題への対応も必要である。 

なお、2019 年度に我が国企業が受けた模倣被害

のうち、製造、経由、販売・提供のいずれにおいて

も中国（香港を除く）が最多であったとする調査結

果（特許庁「 2020 年度模倣被害調査報告書」

（ 2021 年 3 月））、及び、我が国税関での知的

財産侵害物品の輸入差止件数 26,942 件における仕

出国の構成比においても、中国の比率が全体の 7 

割強（ 75.9 ％、20,461 件）と引き続き高水準で

あったという調査結果（財務省「令和 4 年の税関

における知的財産侵害物品の差止状況」（ 2023 年 

3 月））を踏まえると、我が国企業にとって知的財 

産権侵害発生国は依然として中国がトップである。 

 

以下に、今後の中国における模倣品対策の主に

エンフォースメント面での問題点を指摘する。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

①①不不十十分分なな行行政政上上及及びび民民事事上上のの救救済済とと刑刑事事制制裁裁  

中国における知的財産権侵害に対しては、行政

上の取締り（行政当局による侵害行為の停止、過

料の課徴、侵害製品の差し押さえ及び廃棄等）、

水際取締り、民事上の救済（裁判所の判決に基づ

く差し止め、損害賠償、謝罪広告による名誉回復

措置等）、刑事上の制裁（懲役、罰金等）が法令

により定められている。 

 

（行政上の取締り） 

行政上の取締りを実施する主な機関は市場監督

管理局である。2022 年における行政上の取締りは、

専利権侵害で 5.8 万件超（前年比＋ 16.8 ％、う

ち 4,800 件が専利権の模倣事案）、商標権侵害で 

3.14 万件（前年比- 20.5 ％）であり、過料額は 

5.29 億元である。また、商標権侵害については、

1,041 件が刑事被疑事件として司法機関に移送され

ている。 

 国家市場監督管理総局は、2023 年 8 月 8 日付

けで「新時代における知的財産権執行の強化に関

する意見」を公表しており、そこでは、インター

ネット分野の知的財産権執行を強化し、法に基づ

き内資・外資企業の知的財産権を平等に保護する

ことや、権利侵害・詐称商品の販売ネットワーク

及び生産源を深く探って、違法な産業チェーンを

一掃することが、「重点対象に対する最優先執行」

として掲げられており、今後の動向が注目される。 

 

（水際取締り） 

2022 年における水際取締り件数は、ロット数で 

6.1 万件、関連貨物数で 7,739.9 万点である。 

（民事上の救済） 

民事上の救済については、知的財産権の侵害に

対し損害賠償の請求が認められており若干の損害

賠償金の高額化の流れも見られるものの、勝訴し

ても必ずしも十分な賠償額が認容されなかったり、
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侵害者が財産を別会社に移転させて執行を逃れたり

するケースもあり、模倣品業者を根絶やしにするほ

どの効果はないといった指摘がある。 

こうした指摘を踏まえ、2019 年 11 月に施行され

た商標法においては、商標権侵害について賠償額を

最高5倍（従来は 3 倍）まで増額しうる旨の規定や、

法定賠償額を 500 万元（従来は 300 万元）以下と

する規定が見られる。同様に、2021 年 6 月に施行

された専利法や著作権法においても、賠償額を最高 

5 倍まで増額しうる規定や法定賠償額上限の 500 万

元（従来は専利法が 100 万元、著作権法が 50 万元）

への引き上げを定める規定が含まれている。 

なお、懲罰的損害賠償の適用要件として、専利法

では「故意」及び「情状が深刻であること」（ 71 

条）、商標法では「悪意」及び「情状が深刻である

こと」（ 63 条）、著作権法では「故意」及び「情

状が深刻であること」（ 54 条）が規定されている。

国家知識産権局は、黒龍江省知識産権局による

『「知的財産権の故意侵害」の認定基準の関連事項

に関する照会』に対する回答において、「故意」は

知的財産権の懲罰的賠償条項を適用するための主観

的要件、「重大な情状」は主に加害者の侵害手段、

方式及びそれによって引き起こされた結果に対する

客観的評価であり、2 つの構成要件に対して不適切

な交差又は重複した評価をしないように注意しなけ

ればならないとしている。また、最高人民法院は、

「知的財産権侵害民事事件での懲罰的損害賠償の適

用に関する解釈」（ 2021 年 3 月 3 日施行）にお

いて、「故意」や「重大な情状」について司法解釈

を示しており、 3 条において故意ありという初期的

な認定をすることができる事由（例えば、原告又は

利害関係者から通知、警告を受けた後に、被告が権

利侵害行為を継続した場合など）が、 4 条において

情状が深刻であることの認定ができる事由（例えば、

権利侵害を理由として行政処罰又は判決により責任

を負った後、再び同様又は類似の侵害行為を行った

場合など）があげられている。今後の法解釈等の動

向が注目される。 

（刑事上の制裁） 

専利権侵害、商標権侵害、著作権侵害は刑事上の

制裁の対象であり、情状に応じて有期懲役や罰金が

科される。全国の公安機関が 2022 年に逮捕を許可

した知的財産関連事件は 3,641 人（事件数は 

2,210 件）、起訴したのは 12,589 人（事件数は 

5,982 件）である。 

2021 年 3 月に施行された改正刑法において、登

録商標の偽造、製造、販売罪（ 213 – 5 条）の情

状が特別に深刻である場合の刑期が長期 7 年から

長期 10 年に拡大されるなど厳罰化された。また、

最高人民法院と最高人民検察院は、「知的財産権

侵害刑事事件の審理に関する具体的応用法律問題

に関する若干の解釈（三）」（ 2020 年 9 月 14 

日施行）において、罰金額の判断基準について司

法解釈を示している。これによると、罰金額は犯

罪による違法所得額、違法売上高、権利者に与え

た損害額、侵害物品の数量及び社会への危害等の

事情を総合的に考慮して判断され、①一般的には、

違法所得額の 1 倍以上 5 倍以下、②違法所得額を

認定することができない場合には、罰金額は一般

的に違法売上高の 50 ％以上1倍以下、③違法所得

額及び違法売上高を認定することができない場合

には、3 年以上の有期懲役に処するか否かによって、

3 万元以上 100 万元以下の罰金額か、又は 15 万

元以上 500 万元以下の罰金額となる。 

また、最高人民法院及び最高検察院は、2023 年 

1 月 18 日付けで「知的財産権侵害刑事事件の審理

における法律適用に関する若干問題の解釈（意見

募集稿）」を公表し、パブリックコメントを募集

した 。今後、知的財産権侵害事犯に対する厳罰化

が進むかが注目される。 

 

②②地地方方保保護護主主義義  

 2017 年版不公正貿易報告書 54 頁参照。 

（（22））冒冒認認出出願願問問題題  

  

①①他他人人のの商商標標ややキキャャララククタターーをを盗盗用用ししたた出出願願  

＜＜措措置置のの概概要要とと懸懸念念点点＞＞  

我が国地名や地域ブランド、企業の商標、キャ

ラクター等が第三者によって出願、登録されてし

まう事例（冒認出願）が多数あることが報告され

ている。このように、中国における商標の冒認出

願問題に苦しむ我が国企業等は後を絶たず、その

対策は依然として中国における重要な課題の一つ
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侵害者が財産を別会社に移転させて執行を逃れたり

するケースもあり、模倣品業者を根絶やしにするほ

どの効果はないといった指摘がある。 

こうした指摘を踏まえ、2019 年 11 月に施行され

た商標法においては、商標権侵害について賠償額を

最高5倍（従来は 3 倍）まで増額しうる旨の規定や、

法定賠償額を 500 万元（従来は 300 万元）以下と

する規定が見られる。同様に、2021 年 6 月に施行

された専利法や著作権法においても、賠償額を最高 

5 倍まで増額しうる規定や法定賠償額上限の 500 万

元（従来は専利法が 100 万元、著作権法が 50 万元）

への引き上げを定める規定が含まれている。 

なお、懲罰的損害賠償の適用要件として、専利法

では「故意」及び「情状が深刻であること」（ 71 

条）、商標法では「悪意」及び「情状が深刻である

こと」（ 63 条）、著作権法では「故意」及び「情

状が深刻であること」（ 54 条）が規定されている。

国家知識産権局は、黒龍江省知識産権局による

『「知的財産権の故意侵害」の認定基準の関連事項

に関する照会』に対する回答において、「故意」は

知的財産権の懲罰的賠償条項を適用するための主観

的要件、「重大な情状」は主に加害者の侵害手段、

方式及びそれによって引き起こされた結果に対する

客観的評価であり、2 つの構成要件に対して不適切

な交差又は重複した評価をしないように注意しなけ

ればならないとしている。また、最高人民法院は、

「知的財産権侵害民事事件での懲罰的損害賠償の適

用に関する解釈」（ 2021 年 3 月 3 日施行）にお

いて、「故意」や「重大な情状」について司法解釈

を示しており、 3 条において故意ありという初期的

な認定をすることができる事由（例えば、原告又は

利害関係者から通知、警告を受けた後に、被告が権

利侵害行為を継続した場合など）が、 4 条において

情状が深刻であることの認定ができる事由（例えば、

権利侵害を理由として行政処罰又は判決により責任

を負った後、再び同様又は類似の侵害行為を行った

場合など）があげられている。今後の法解釈等の動

向が注目される。 

（刑事上の制裁） 

専利権侵害、商標権侵害、著作権侵害は刑事上の

制裁の対象であり、情状に応じて有期懲役や罰金が

科される。全国の公安機関が 2022 年に逮捕を許可

した知的財産関連事件は 3,641 人（事件数は 

2,210 件）、起訴したのは 12,589 人（事件数は 

5,982 件）である。 

2021 年 3 月に施行された改正刑法において、登

録商標の偽造、製造、販売罪（ 213 – 5 条）の情

状が特別に深刻である場合の刑期が長期 7 年から

長期 10 年に拡大されるなど厳罰化された。また、

最高人民法院と最高人民検察院は、「知的財産権

侵害刑事事件の審理に関する具体的応用法律問題

に関する若干の解釈（三）」（ 2020 年 9 月 14 

日施行）において、罰金額の判断基準について司

法解釈を示している。これによると、罰金額は犯

罪による違法所得額、違法売上高、権利者に与え

た損害額、侵害物品の数量及び社会への危害等の

事情を総合的に考慮して判断され、①一般的には、

違法所得額の 1 倍以上 5 倍以下、②違法所得額を

認定することができない場合には、罰金額は一般

的に違法売上高の 50 ％以上1倍以下、③違法所得

額及び違法売上高を認定することができない場合

には、3 年以上の有期懲役に処するか否かによって、

3 万元以上 100 万元以下の罰金額か、又は 15 万

元以上 500 万元以下の罰金額となる。 

また、最高人民法院及び最高検察院は、2023 年 

1 月 18 日付けで「知的財産権侵害刑事事件の審理

における法律適用に関する若干問題の解釈（意見

募集稿）」を公表し、パブリックコメントを募集

した 。今後、知的財産権侵害事犯に対する厳罰化

が進むかが注目される。 

 

②②地地方方保保護護主主義義  

 2017 年版不公正貿易報告書 54 頁参照。 

（（22））冒冒認認出出願願問問題題  

  

①①他他人人のの商商標標ややキキャャララククタターーをを盗盗用用ししたた出出願願  

＜＜措措置置のの概概要要とと懸懸念念点点＞＞  

我が国地名や地域ブランド、企業の商標、キャ

ラクター等が第三者によって出願、登録されてし

まう事例（冒認出願）が多数あることが報告され

ている。このように、中国における商標の冒認出

願問題に苦しむ我が国企業等は後を絶たず、その

対策は依然として中国における重要な課題の一つ
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である。 

我が国としては、今後も 2019 年 11 月の悪意に

よる商標出願行為の規制強化の商標法改正後の運用、

今後予定されている商標法改正及び冒認出願による

被害拡大の効果的防止につき注視するとともに、二

国間協議や多国間枠組みの場を通じて対処していく

必要がある。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

中国においては、2022 年 1 月に、2019 年商標法

改正後の実務を踏まえたガイドライン「商標審査審

理指南」が施行され、冒認出願に関し、使用を目的

としない悪意の商標登録出願の解釈や該当する行為

等について規定し、審査基準の明確化及び取締りの

強化を図っている。また、2022 年 12 月に、商標代

理市場の秩序をかく乱したとみなされる行為や代理

機構の停止処分等について規定した「商標代理監督

管理規定」が施行され、商標代理行為の規範化等を

進めることで商標代理業界の健全な発展を図ってい

る。さらに、2023 年 1 月には、国家知識産権局に

より商標法改正草案が公表され、草案に対する意見

募集が実施された。本草案は、悪意による商標登録

出願の規制や商標の使用義務の強化等、更なる冒認

出願対策に関する規定が盛り込まれている。加えて、

2023 年 5 月に、「悪意の商標登録を体系的に管理

し、質の高い発展を促進するための業務方案（ 2023 

－ 2025 年 ）」が公布され、悪意の商標登録に対す

る今後の方針を示している。 

また、中国が参加している地域的な包括的経済連

携（ RCEP ）協定が、 2022 年 1 月に発効した。同

協定では、悪意で行われた商標出願を拒絶し、又は

取り消す当局の権限について規定されており、協定

上の義務が着実に履行されるよう注視していく必要

がある。 

  

②②外外国国ででななさされれたた発発明明等等のの冒冒認認出出願願・・無無審審査査制制度度のの

濫濫用用  

＜＜措措置置のの概概要要とと懸懸念念点点＞＞  

外国において発明・考案された特許・実用新案や

創作された意匠が、中国において、発明者、考案者、

創作者以外の者によって出願、登録されてしまう事

例（冒認出願）が多数あることが報告されている。

特に実用新案・意匠においては方式的な審査にとど

まっており、権利行使時に権利の有効性について

審査官が作成する専利権評価報告書の提出が義務

づけられていないなど、権利者にとって不利な状

況が生じ得ていた。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

2021 年 6 月に施行された改正専利法に伴い、

2023 年 12 月に専利法実施細則と専利審査指南 

2023 が公表され、2024 年 1 月に施行された。同

実施細則及び同審査指南では、実用新案・意匠の

方式審査において進歩性の顕著な欠陥が審査され

ることが規定され、専利権評価報告書の請求要件

について被疑侵害者も請求可能となるなどの改正

がなされた。今後も、改正専利法の運用等を注視

していくとともに、引き続き二国間協議や多国間

枠組みの場などを通じて対処していく必要がある。 

 

（（33））特特許許・・ノノウウハハウウ等等ののラライイセセンンスス

等等へへのの規規制制  

＜＜措措置置のの概概要要とと懸懸念念点点＞＞  

中国においては、「技術輸出入管理条例」、「技

術輸出入管理条例実施細則」、「技術輸出入契約

登録管理弁法」等により、外国企業と中国国内企

業との間で締結する実施許諾契約（いわゆる国際

ライセンス契約）等に対して従来規制が行われて

おり、当該規制については、特許権者に実施許諾

契約を締結する権利を認めた TRIPS 協定 28 条 2 

項に関して同 3 条（内国民待遇）の観点から問題

が指摘されていた。 

2019 年 3 月 18 日に、中国は、国務院の決定

により、これまで日本、米国及び EU が懸念を表明

してきた技術輸出入管理条例（以下、「管理条例」

という）等の一部条項を削除したところ、今後は、

管理条例等の改正後の実際の運用、とりわけ地方

政府においても当該改正を踏まえた適切な運用が

なされるか否かについて注視が必要である。以下

に、TRIPS 協定との関係で従来指摘されていた問題

となり得る点を列挙する。 
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改改良良技技術術のの帰帰属属（（旧旧管管理理条条例例  2277  条条及及びび  2299  条条  

第第  33  号号））  

旧管理条例 27 条（ 2019 年 3 月に削除）は、ラ

イセンス等により供与された技術を改良した技術は、

改良を行った当事者に帰属するとしており、加えて、

同条例 29 条 3 号（ 2019 年 3 月に削除）は、技

術受入側がライセンス等により供与された技術につ

いて改良をなし、又は当該改良された技術を実施す

ることについて、技術供与側がこれを制限すること

を禁止していた。 

一方、国内の技術の譲渡又はライセンス契約につ

いては、中国旧契約法 354 条（民法典 875 条）で

は、契約当事者は、改良した技術成果の分配につき、

契約で定めることができるとされており、管理条例

にあるような強制的な規定は見当たらなかった。ま

た、旧契約法 355 条（民法典 877 条）は、法又は

行政法規が、技術の輸出入契約、特許契約又は特許

出願契約について別段の定めをするときには、当該

別段の定めが適用されると規定していた。かかる扱

いは技術輸出入に該当するライセンス契約の場合に

は、特別法である管理条例が優先的に適用される一

方、それ以外の通常の国内の技術の譲渡又はライセ

ンス契約には中国旧契約法 354 条が適用されること

を示していた。管理条例の適用対象である技術輸出

入においては、外国企業が技術供与側の立場になる

ことが多いと想定されるところ、当事者の約定に関

わりなく、改良した技術が改良を行った当事者に帰

属すると定める当該条例は、技術供与側となる外国

企業にのみ強制的な規定を適用しようとするもので

あり、内外差別的な措置として TRIPS 協定 3 条 1 

項の内国民待遇義務に整合していない可能性が指摘

されていた。 

 

第第三三者者のの権権利利のの侵侵害害にに関関すするるラライイセセンンササーーのの義義務務  

（（旧旧管管理理条条例例  2244  条条））  

旧管理条例 24 条 3 項（ 2019 年 3 月に削除）

には、「技術輸入契約の受入側が供与側の供与した

技術を契約の定めに従って使用した結果、第三者の

合法的権益を侵害する場合、その責任は供与側が負

う」と規定されており、例えばライセンシーがライ

センスされた技術を契約に従わない用法で利用した

結果として第三者の合法的権益を侵害した場合など

には、ライセンサーが免責される可能性があるもの

の、免責されることが明確になるまでは、自己が

関与しない事項であっても第三者に対する侵害責

任について何らかの対応をしなければならないと

考えられていた。 

 一方、国内企業間の契約の際に適用される中国

旧契約法（ 353 条）では、第三者の権益を侵害し

た場合の賠償責任について、当事者の契約で別途

定めることができるとされていた。 

したがって、上記のように、管理条例において、

当事者の約定に関わりなく、第三者の権益の侵害

について、技術供与側が当然に一定の義務及び責

任を負うとされることは、内外差別的な措置とし

て TRIPS 協定 3 条 1 項の内国民待遇義務に整合

していない可能性が指摘されていた。 

 

技技術術供供与与のの完完全全性性等等のの保保証証（（旧旧管管理理条条例例  2255  条条））  

旧管理条例 25 条には、供与する技術が完全で、

瑕疵がなく、有効であり、契約に定めた技術目標

を達成することができることを供与側が保証しな

ければならないという規定がされており、技術目

標の達成のための強制的履行を迫られる可能性が

あるため技術供与側にとっては実施許諾契約の締

結への妨げとなり得る。当該条項は、現在、管理

条例 24 条に規定されており、なお有効な状況であ

る。 

このように、技術供与側の立場になることが多

い外国企業は、依然として技術供与に慎重になら

ざるをえない状況にある。今後、管理条例の一層

の明確化及び規制緩和を要求するとともに、中国

の国内企業間で締結するライセンス契約を含む技

術供与契約に対する規制との異同を含めて、国際

的な実施許諾契約等を登録管理又は許可する当局

の運用についても、引き続き注視していく必要が

ある。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

特許・ノウハウ等のライセンス等への規制に関し

ては、我が国は、2018 年 10 月には世耕経産大臣

（当時）が 鍾山商務部長に管理条例の内外差別的

規定に関し直接懸念を表明したほか、2019 年 1 月

に開催された日中知的財産権ワーキング・グループ

において、当該規制について意見交換を行うなど、

様々な二国間・多国間協議等を通じて、中国に対し、
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改改良良技技術術のの帰帰属属（（旧旧管管理理条条例例  2277  条条及及びび  2299  条条  

第第  33  号号））  

旧管理条例 27 条（ 2019 年 3 月に削除）は、ラ

イセンス等により供与された技術を改良した技術は、

改良を行った当事者に帰属するとしており、加えて、

同条例 29 条 3 号（ 2019 年 3 月に削除）は、技

術受入側がライセンス等により供与された技術につ

いて改良をなし、又は当該改良された技術を実施す

ることについて、技術供与側がこれを制限すること

を禁止していた。 

一方、国内の技術の譲渡又はライセンス契約につ

いては、中国旧契約法 354 条（民法典 875 条）で

は、契約当事者は、改良した技術成果の分配につき、

契約で定めることができるとされており、管理条例

にあるような強制的な規定は見当たらなかった。ま

た、旧契約法 355 条（民法典 877 条）は、法又は

行政法規が、技術の輸出入契約、特許契約又は特許

出願契約について別段の定めをするときには、当該

別段の定めが適用されると規定していた。かかる扱

いは技術輸出入に該当するライセンス契約の場合に

は、特別法である管理条例が優先的に適用される一

方、それ以外の通常の国内の技術の譲渡又はライセ

ンス契約には中国旧契約法 354 条が適用されること

を示していた。管理条例の適用対象である技術輸出

入においては、外国企業が技術供与側の立場になる

ことが多いと想定されるところ、当事者の約定に関

わりなく、改良した技術が改良を行った当事者に帰

属すると定める当該条例は、技術供与側となる外国

企業にのみ強制的な規定を適用しようとするもので

あり、内外差別的な措置として TRIPS 協定 3 条 1 

項の内国民待遇義務に整合していない可能性が指摘

されていた。 

 

第第三三者者のの権権利利のの侵侵害害にに関関すするるラライイセセンンササーーのの義義務務  

（（旧旧管管理理条条例例  2244  条条））  

旧管理条例 24 条 3 項（ 2019 年 3 月に削除）

には、「技術輸入契約の受入側が供与側の供与した

技術を契約の定めに従って使用した結果、第三者の

合法的権益を侵害する場合、その責任は供与側が負

う」と規定されており、例えばライセンシーがライ

センスされた技術を契約に従わない用法で利用した

結果として第三者の合法的権益を侵害した場合など

には、ライセンサーが免責される可能性があるもの

の、免責されることが明確になるまでは、自己が

関与しない事項であっても第三者に対する侵害責

任について何らかの対応をしなければならないと

考えられていた。 

 一方、国内企業間の契約の際に適用される中国

旧契約法（ 353 条）では、第三者の権益を侵害し

た場合の賠償責任について、当事者の契約で別途

定めることができるとされていた。 

したがって、上記のように、管理条例において、

当事者の約定に関わりなく、第三者の権益の侵害

について、技術供与側が当然に一定の義務及び責

任を負うとされることは、内外差別的な措置とし

て TRIPS 協定 3 条 1 項の内国民待遇義務に整合

していない可能性が指摘されていた。 

 

技技術術供供与与のの完完全全性性等等のの保保証証（（旧旧管管理理条条例例  2255  条条））  

旧管理条例 25 条には、供与する技術が完全で、

瑕疵がなく、有効であり、契約に定めた技術目標

を達成することができることを供与側が保証しな

ければならないという規定がされており、技術目

標の達成のための強制的履行を迫られる可能性が

あるため技術供与側にとっては実施許諾契約の締

結への妨げとなり得る。当該条項は、現在、管理

条例 24 条に規定されており、なお有効な状況であ

る。 

このように、技術供与側の立場になることが多

い外国企業は、依然として技術供与に慎重になら

ざるをえない状況にある。今後、管理条例の一層

の明確化及び規制緩和を要求するとともに、中国

の国内企業間で締結するライセンス契約を含む技

術供与契約に対する規制との異同を含めて、国際

的な実施許諾契約等を登録管理又は許可する当局

の運用についても、引き続き注視していく必要が

ある。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

特許・ノウハウ等のライセンス等への規制に関し

ては、我が国は、2018 年 10 月には世耕経産大臣

（当時）が 鍾山商務部長に管理条例の内外差別的

規定に関し直接懸念を表明したほか、2019 年 1 月

に開催された日中知的財産権ワーキング・グループ

において、当該規制について意見交換を行うなど、

様々な二国間・多国間協議等を通じて、中国に対し、
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管理条例の一層の明確化や制度改正への働き掛けを

行っている。なお、米国通商代表部（ USTR ）によ

る 2023 年版のスペシャル 301 条報告書においても、

中国は引き続き優先監視国として掲載されており、

中国の法令、政策に基づく技術ライセンス規制は、

外国企業に対してのみ強制的な義務づけを行うもの

であるとして懸念が示されている。また、1974 年通

商法 301 条に基づき、2017 年 8 月に中国の技術移

転・知的財産権問題に対する調査が開始され、2018 

年 3 月に公表された調査報告書において、中国の技

術ライセンスに関する規制によって、米国の技術所

有者は、技術移転に際して市場ベースの条件で交渉

する能力を奪われていることが指摘されている。さ

らに、2018 年 11 月に公表された上記報告書の改訂

版では、中国は政策を改めていないことを指摘し、

差別的なライセンス規制に関して、WTO のパネルで

争っていくことが説明されている。 

管理条例を含む中国の知的財産権保護に関する措

置については、2018 年 3 月に米国が WTO 協定に基

づく協議要請を行い、二国間の協議では問題解決に

至らなかったため、2018 年 11 月に WTO 紛争処理小

委員会（パネル）が設置された。 

また、2018 年 6 月には EU が、管理条例を含む

中国の技術移転に関する措置について協議要請を行

った。 

その後、2019 年 3 月に中国が管理条例を改正し、

指摘されていた規定の多くを削除したところ、上述

のパネル審理については、一時中断の後、2020 年 6 

月に停止されている。 

また、2020 年 1 月に米国との第一段階の経済・

貿易協定に署名した。合意文書には民間企業同士に

よる技術移転が政府の圧力によって行われない約束、

行政手続やライセンス要求による技術移転の要求や

圧力をかけることの禁止、営業秘密侵害行為に対す

る民事･刑事面での充実化、政府機関による営業秘密

や秘密情報の不正開示の禁止等が規定されている。 

今後も、本条例の運用状況や改正に向けた動きを

注視すると共に、必要な働き掛けを継続していくこ

とが重要である。 

 

（（44））標標準準必必須須特特許許をを巡巡るる訴訴訟訟ににおおけけるる

禁禁訴訴令令のの発発出出  

  

＜＜措措置置のの概概要要とと懸懸念念点点＞＞  

禁訴令とは、実質的に同一の紛争が複数の国の裁

判所に係属する並行訴訟において、当事者による外

国裁判所での提訴等の訴訟手続を禁止する命令をい

う。中国の最高人民法院は 2020 年、移動体通信技

術の標準必須特許に係る Huawei 対 Conversant 事

件において、行為保全措置として、禁訴令を発出し

た。同事案において、最高人民法院は禁訴令を発出

する考慮要素として、①外国裁判所による判決の執

行が中国での訴訟に与える影響、②外国裁判所によ

る判決の執行を停止することの必要性、③外国裁判

所による判決の執行を停止させないことによる一方

当事者が被る損害と、外国裁判所による判決の執行

を停止させることによる他方当事者が被る損害のバ

ランス、④公共の利益、⑤国際礼譲の 5 つを挙げ

ている。また、禁訴令に違反した者には、1 日あた

り 100 万人民元の過料（日数で積算）を科すとさ

れた。その後、中国の下級裁判所においても、移動

体通信技術の標準必須特許に係る複数の訴訟におい

て禁訴令が発出されている。下級裁判所が発出した

禁訴令には、外国において登録された対応する標準

必須特許に関して、外国裁判所に係属中の訴訟手続

を進行させることだけではなく、新たに外国裁判所

に提訴することも禁じるものもある。 

  

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

2022 年 2 月、EU は、中国の禁訴令について、

TRIPS 協定 1 条 1 項、28 条 1 項、41 条 1 項、

44 条 1 項等に整合的でないとして、中国に対して

協議要請を行い（ DS611 ）、同年 12 月、パネル

設置要請を行った。その後、2023 年 1 月、パネル

が設置された（我が国は第三国参加）。 

我が国としては、EU その他加盟国と連携しつつ、

引き続き中国の禁訴令が協定不整合な形で用いられ

ないよう注視していく。 

 

 

  

［［加加入入にに伴伴うう約約束束］］  

 

政政府府調調達達  
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WTO 政府調達協定は、いわゆる複数国間協定であ

り、本協定への加入を選択する国だけを拘束するル

ールである。そのため、締約国は、先進国を中心と

する一部の国にとどまっている。中国は WTO 加盟時

に、WTO 政府調達協定に将来加入すること、当面

はオブザーバーとして参加すること、政府調達手続

について透明性を確保すること、外国から調達する

場合は無差別待遇を供与すること等を約束しており6、

WTO 加盟後、2002 年 2 月に政府調達委員会のオブ

ザーバー資格を得ている。 

2007 年 12 月、中国は WTO 政府調達協定加入申

請及び附属書 Ⅰ の初期オファーを提出し7 、加入

交渉が開始された。しかし、初期オファーについて

は様々な問題点が指摘され、各国から早期の改訂オ

ファーの提出が要請された。これを受け、中国は、

2010 年 7 月に改訂オファー8、2011 年 11 月に第 

2 次改訂オファー9、2012 年 11 月に第 3 次改訂オ

ファー10、2013 年 12 月に第 4 次改訂オファー11、

2014 年 12 月に第 5 次改訂オファー12、2019 年 10 

月に第 6 次改訂オファー13を提出した。習近平国家

主席は 2018 年 4 月に中国で開催されたボアオ・ア

ジアフォーラムにおける演説で政府調達協定加入プ

ロセスを加速化すると言及しており、早期の WTO 政

府調達協定加入が期待される。 

 

［［実実施施状状況況］］  

  

中国の政府調達に関する法令としては、2003 年 1 

月 に 施 行 さ れ た 政 府 調 達 法 （  Government 

Procurement Law ）と政府調達法の実施規則

（ Implementing Regulations of the Government 

Procurement Law ）のほか、入札法（ Law of the 

People’s Republic of China on Tendering and 

Bidding ）及びその実施規則（ Implementation 

Regulations ）などがある。今後、中国が WTO 政府

調達協定に加入する場合には、政府調達法を含む中

 
6 Report of the Working Party on the Accession of China (WT/ACC/CHN/49), Protocol on the Accession of the People’s Republic 

of China (WT/L/432) 
7 GPA/ACC/CHN/1 
8 GPA/ACC/CHN/16 
9 GPA/ACC/CHN/30 
10 GPA/ACC/CHN/41 
11 GPA/ACC/CHN/44 
12 GPA/ACC/CHN/45 
13 GPA/ACC/CHN/51 

国の関連法制が WTO 政府調達協定における規律と

整合しているかどうかを注視していく必要がある。 

 

 ＜政府調達における外国産品の扱い＞ 

2003 年  1 月 に 施 行 さ れ た 政 府 調 達 法

（ Government Procurement Law ）のもとでは、政

府調達においては、国内産品を調達することが求

められている（詳細は、後述の[政府調達法改正]

を参照。）。 

また、2021 年 8 月、英国通信社は中国財政部及

び工業信息化部が同年 5 月に 41 項目 315 品目の

政府調達における国産調達率を定めた非公開の内

部通達（ 551 号文書）を傘下の地方政府部局に対

して発出し、国産品を優先購入するよう指示した

と報じた。実際に我が国企業からも入札において

国産品が条件に課されているとの声が出ており、

上記項目の政府調達において外国製輸入品が事実

上、排除されていないか今後の動向に留意が必要

である。 

 

 ＜政府調達における外資企業の扱い＞ 

中国政府は、2020 年 1 月に施行した外商投資法

及びその実施条例の中で、政府調達において外商

投資企業が中国域内で生産した製品及び提供する

サービスを内外資平等に取り扱うと規定した。 ま

た、中国財政部は 2021 年 10 月 13 日付けで「政

府調達における内外資企業の平等な取り扱いの実

現」に関する通知を公布し、中国国内で生産され

た製品は内外資企業を平等に扱うと発表している。 

しかしながら、中国米国商会白書などによれば、

2019 年より「安可（安全可控）」、あるいは「信

創（信息化応用創新）」と呼ばれる制度が施行さ

れたとの情報がある。この制度では、「安可目録

／信新創目録（非公表）」という政府調達の推奨

企業・製品リストに掲載されたもののみ政府調達

に採用されることになっており、外国製輸入品の

みならず外資企業の現地生産品も政府調達から排
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WTO 政府調達協定は、いわゆる複数国間協定であ

り、本協定への加入を選択する国だけを拘束するル

ールである。そのため、締約国は、先進国を中心と

する一部の国にとどまっている。中国は WTO 加盟時

に、WTO 政府調達協定に将来加入すること、当面

はオブザーバーとして参加すること、政府調達手続

について透明性を確保すること、外国から調達する

場合は無差別待遇を供与すること等を約束しており6、

WTO 加盟後、2002 年 2 月に政府調達委員会のオブ

ザーバー資格を得ている。 

2007 年 12 月、中国は WTO 政府調達協定加入申

請及び附属書 Ⅰ の初期オファーを提出し7 、加入

交渉が開始された。しかし、初期オファーについて

は様々な問題点が指摘され、各国から早期の改訂オ

ファーの提出が要請された。これを受け、中国は、

2010 年 7 月に改訂オファー8、2011 年 11 月に第 

2 次改訂オファー9、2012 年 11 月に第 3 次改訂オ

ファー10、2013 年 12 月に第 4 次改訂オファー11、

2014 年 12 月に第 5 次改訂オファー12、2019 年 10 

月に第 6 次改訂オファー13を提出した。習近平国家

主席は 2018 年 4 月に中国で開催されたボアオ・ア

ジアフォーラムにおける演説で政府調達協定加入プ

ロセスを加速化すると言及しており、早期の WTO 政

府調達協定加入が期待される。 

 

［［実実施施状状況況］］  

  

中国の政府調達に関する法令としては、2003 年 1 

月 に 施 行 さ れ た 政 府 調 達 法 （  Government 

Procurement Law ）と政府調達法の実施規則

（ Implementing Regulations of the Government 

Procurement Law ）のほか、入札法（ Law of the 

People’s Republic of China on Tendering and 

Bidding ）及びその実施規則（ Implementation 

Regulations ）などがある。今後、中国が WTO 政府

調達協定に加入する場合には、政府調達法を含む中

 
6 Report of the Working Party on the Accession of China (WT/ACC/CHN/49), Protocol on the Accession of the People’s Republic 

of China (WT/L/432) 
7 GPA/ACC/CHN/1 
8 GPA/ACC/CHN/16 
9 GPA/ACC/CHN/30 
10 GPA/ACC/CHN/41 
11 GPA/ACC/CHN/44 
12 GPA/ACC/CHN/45 
13 GPA/ACC/CHN/51 

国の関連法制が WTO 政府調達協定における規律と

整合しているかどうかを注視していく必要がある。 

 

 ＜政府調達における外国産品の扱い＞ 

2003 年  1 月 に 施 行 さ れ た 政 府 調 達 法

（ Government Procurement Law ）のもとでは、政

府調達においては、国内産品を調達することが求

められている（詳細は、後述の[政府調達法改正]

を参照。）。 

また、2021 年 8 月、英国通信社は中国財政部及

び工業信息化部が同年 5 月に 41 項目 315 品目の

政府調達における国産調達率を定めた非公開の内

部通達（ 551 号文書）を傘下の地方政府部局に対

して発出し、国産品を優先購入するよう指示した

と報じた。実際に我が国企業からも入札において

国産品が条件に課されているとの声が出ており、

上記項目の政府調達において外国製輸入品が事実

上、排除されていないか今後の動向に留意が必要

である。 

 

 ＜政府調達における外資企業の扱い＞ 

中国政府は、2020 年 1 月に施行した外商投資法

及びその実施条例の中で、政府調達において外商

投資企業が中国域内で生産した製品及び提供する

サービスを内外資平等に取り扱うと規定した。 ま

た、中国財政部は 2021 年 10 月 13 日付けで「政

府調達における内外資企業の平等な取り扱いの実

現」に関する通知を公布し、中国国内で生産され

た製品は内外資企業を平等に扱うと発表している。 

しかしながら、中国米国商会白書などによれば、

2019 年より「安可（安全可控）」、あるいは「信

創（信息化応用創新）」と呼ばれる制度が施行さ

れたとの情報がある。この制度では、「安可目録

／信新創目録（非公表）」という政府調達の推奨

企業・製品リストに掲載されたもののみ政府調達

に採用されることになっており、外国製輸入品の

みならず外資企業の現地生産品も政府調達から排

第1章 中国 

  

 

 

除される可能性がある。これに対して、我が国企業

からも対象品に選定されるための条件や基準が開示

されていないため、著しく外商投資企業にとって不

利な状況との声があがっており、「外商投資法」な

どの関連法制度と相反する不透明な措置の可能性が

ある。 

さらに、2022 年 9 月には、中国政府の国有資産

監督管理委員会が、国有企業に対し、情報システム

の全面的な国産化を進めるよう、「79 号文書」と呼

ばれる非公表の文書で通達したとの報道がある。報

道によれば、同文書では、2023 年 1 月から 3 ヶ月

ごとに国産化の進展状況を同委に報告することも求

めている。 

2023 年 8 月には、財政部及び工業情報化部は、

コンピュータ等 4 品目（デスクトップコンピュータ、

携帯用コンピュータ、OS、データベース）の政府調

達における新たな標準を策定し、その意見募集を行

った。2023 年 12 月、財政部及び工業情報化部は、

上記の政府調達標準を公表した。同標準では、調達

条件として、対象産品が、中国情報セキュリティ評

価センターの「評価結果」に即したものであること

を必須としている。別途同時期に公表された「評価

結果」では、中国企業の製品のみが記載されている

ため、外国企業製の対象産品は入札ができないこと

になっている。 

「貿易関連投資措置」の項目で記載のとおり、

2023 年 8 月に公表された「外商投資環境の更なる

最適化と外商投資誘致活動の強化に関する意見」で

は、外資系企業の法に基づく政府調達への参加の保

障が掲げられ、2024 年 3 月に公表された「高水準

の対外開放を確実に推進し、外国投資の誘致・活用

に一層努力するための行動計画」でも基準に適合す

る国内企業・外資企業が生産する製品を政府調達活

動において同一のものとして見て対等に扱う旨が記

載されている。しかしながら、上記のとおり、外資

企業が政府調達から排除されている状況が見られる。

また、上記の 2023 年 8 月の意見や 2024 年 3 月

に公表された計画等では中国に拠点がある外資企業

が対象となっており、中国国外に拠点をもつ外国企

業が製造する製品や提供するサービスは対象になっ

ていないように見受けられる。 

中国は政府調達協定及びハイスタンダードな協定

に加入申請しているが、こうした矛盾した動きは中

国におけるビジネスの予見可能性を損なうもので

もあり、今後も注視していく必要がある。 

 

［［政政府府調調達達法法改改正正］］  

  

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

2003 年  1 月 に 施 行 さ れ た 政 府 調 達 法

（ Government Procurement Law ）では、政府調達

において、国産品を調達することが求められてい

る。 

同法については、2020 年 12 月から 2021 年 1 

月に第 1 回、2022 年 7 月から 8 月に第 2 

回の、改正案のパブリックコメントがそれぞれ実

施された。 

改正案の概要は以下の通り。(以下に示す具体的

条文はパブリックコメントに付された条文案に基

づく仮訳。) 

（ 1 ） 12 条の調達者の定義に「その他調達実

体」を追加。「その他調達実体とは、公共目的を

実現するために公用事業に従事し、公共インフラ

または公共サービスネットワークを運営する公益

性国有企業を指す。」の案となっており、政府機

関のみならず公益性国有企業まで対象が広がって

いる。 

（ 2 ）改正案の 23 条では、現行の 10 条の「政

府調達は、中国域内で調達できない、または合理

的なビジネス条件で入手できない場合を除き、本

国の物品、工事、サービスを調達しなければなら

ない」が維持され「中国域内で生産された製品が

規定の付加価値比率等の条件を満たす場合は、政

府調達活動において審査優遇が得られなければな

らない」が追加されている。 

（ 3 ） 24 条において、2020 年 12 月公表の改

正案で追加された「国家安全の擁護」に関する規

定を更に拡充。具体的には「政府調達は国家安全

上の要請を実行し、法律法規の国家安全に関する

製品標準、サプライヤー資格条件、知的財産権、

情報発表及びデータ管理等の規定を執行しなけれ

ばならない。国家秘密に関わる調達プロジェクト

は、公開競争以外の方式と手続を採用しなければ

ならない。国は政府調達安全審査制度を確立し、

国家安全に影響を及ぼす可能性のある政府調達活

動に対して安全審査を実施する」とされている。 
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＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

12 条や 23 条について、仮に GATT 3 条 8 項 

( a ) に規定する「政府機関による調達を規制する

法令又は要件」または GATS 13 条 1 項に規定する

「政府機関が政府用として購入するサービスの調達

(商業的再販売を行うこと又は商業的販売のための

サービスの提供に利用することを目的として購入す

るものを除く。)を規律する法令及び要件」に該当

しない調達についてまで、産品及び調達先を中国国

内に限定するのであれば、GATT 3 条 4 項または 

GATS 17 条の内国民待遇義務に抵触し得る。また、

中国は WTO 加盟議定書の一部を構成する作業部会報

告書パラ 47 において、国有企業及び国家投資企業

による商業用又は非政府用の調達は政府調達には該

当せず、GATT 3 条及び GATS 17 条等の適用を受け

る旨約束しており、上記義務との抵触が疑われるだ

けでなく、自国の加盟議定書における約束にも反し

得る。 

23 条について、中国域内での付加価値比率が高い

製品ほど政府調達において優遇されるという 明らか

な国産品優遇が規定されており、中国が加入交渉中

である、WTO の「政府調達に関する協定」（ GPA ） 

4 条（無差別待遇）1 項及び 2 項との整合性が問題

となる恐れがある。 

24 条について、政府調達安全審査制度の下で規定

される「国家安全に影響する可能性のある政府調達

活動」の範囲が極めて不明確かつ漠然としており、

当該規定の対象が WTO 協定の安全保障例外に関する

規定のもと許容される範囲を越え、非常に広範・恣

意的に適用される恐れがある。加えて、中国が締約

国である RCEP 協定 16 条 4 項 1 項の透明性規律

にも抵触する恐れがある。 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

中国政府が 2022 年に行ったパブリックコメント

を受けて日本政府として意見を提出したほか、2022 

年 9 月に実施した第 20 回経済産業省と中国商務部

との次官級定期協議や、2023 年 2 月に実施した日

中経済パートナーシップ協議、2023 年 11 月に行わ

れた西村経済産業大臣と王商務部長との二国間会談

等の場において、国際的ルール慣行に即した公平

性・透明性のある制度の実現を求めて働きかけを行

っている。また、WTO 各種委員会でも懸念を表明

している。 

 

 

 
 

（（11））外外国国のの法法律律とと措措置置のの不不当当なな域域外外

適適用用をを阻阻止止すするる弁弁法法  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

2021 年 1 月、中国商務部は、外国の法律と措置

の不当な域外適用を阻止する弁法を公布し、即日

施行した。本法は、中国国家安全法に基づき、国

家主権・安全・発展の利益を保護し、中国の国

民・法人その他組織の正当な権利利益を保護する

ことを目的として、外国の法令等が不適切に域外

適用されている場合は、政府はその影響を阻止す

るための措置をとることができることとしている

（ 1 条）。具体的には、中国の国民及び法人等に

対し、他国の法令及び措置によって第三国の企業

等との正常な経済・貿易及び関連する活動を禁止

又は制限された場合、30 日以内に中国政府に対し

て報告することを罰則付きで義務付けている（ 5 

条・ 13 条）。中国政府が不当な域外適用の状況が

あると認めた場合には、当該他国の法令及び措置

の承認・執行・遵守を禁止する禁止令を出すこと

ができる（ 7 条）。さらに、禁止令の対象となっ

た外国の法令及び措置によって、中国の国民及び

法人等の正当な権益が侵害された場合、中国の国

民及び法人等は、当該法令及び措置を遵守した当

事者に対して中国の裁判所において損害賠償を請

求することができ、損害賠償請求認容判決を受け

た当事者が履行しない場合は強制執行の対象とな

る 9 条）。ただし、中国の国民及び法人等は、禁

止令の遵守について免除（ 9 条上の損害賠償責任

も免責される）を求めることができ（ 8 条・ 9 

条）、かつ、外国の法令及び措置を遵守しない結

果として被った重大な損失について政府の支援を

求めることができる（ 11 条）。なお、外国の法令

及び措置が不適切に域外適用されている場合、中

国政府は必要な対抗措置を講じることができる

（ 12 条）。 

一一方方的的措措置置・・そそのの他他  
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＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

12 条や 23 条について、仮に GATT 3 条 8 項 

( a ) に規定する「政府機関による調達を規制する

法令又は要件」または GATS 13 条 1 項に規定する

「政府機関が政府用として購入するサービスの調達

(商業的再販売を行うこと又は商業的販売のための

サービスの提供に利用することを目的として購入す

るものを除く。)を規律する法令及び要件」に該当

しない調達についてまで、産品及び調達先を中国国

内に限定するのであれば、GATT 3 条 4 項または 

GATS 17 条の内国民待遇義務に抵触し得る。また、

中国は WTO 加盟議定書の一部を構成する作業部会報

告書パラ 47 において、国有企業及び国家投資企業

による商業用又は非政府用の調達は政府調達には該

当せず、GATT 3 条及び GATS 17 条等の適用を受け

る旨約束しており、上記義務との抵触が疑われるだ

けでなく、自国の加盟議定書における約束にも反し

得る。 

23 条について、中国域内での付加価値比率が高い

製品ほど政府調達において優遇されるという 明らか

な国産品優遇が規定されており、中国が加入交渉中

である、WTO の「政府調達に関する協定」（ GPA ） 

4 条（無差別待遇）1 項及び 2 項との整合性が問題

となる恐れがある。 

24 条について、政府調達安全審査制度の下で規定

される「国家安全に影響する可能性のある政府調達

活動」の範囲が極めて不明確かつ漠然としており、

当該規定の対象が WTO 協定の安全保障例外に関する

規定のもと許容される範囲を越え、非常に広範・恣

意的に適用される恐れがある。加えて、中国が締約

国である RCEP 協定 16 条 4 項 1 項の透明性規律

にも抵触する恐れがある。 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞  

中国政府が 2022 年に行ったパブリックコメント

を受けて日本政府として意見を提出したほか、2022 

年 9 月に実施した第 20 回経済産業省と中国商務部

との次官級定期協議や、2023 年 2 月に実施した日

中経済パートナーシップ協議、2023 年 11 月に行わ

れた西村経済産業大臣と王商務部長との二国間会談

等の場において、国際的ルール慣行に即した公平

性・透明性のある制度の実現を求めて働きかけを行

っている。また、WTO 各種委員会でも懸念を表明

している。 

 

 

 
 

（（11））外外国国のの法法律律とと措措置置のの不不当当なな域域外外

適適用用をを阻阻止止すするる弁弁法法  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞  

2021 年 1 月、中国商務部は、外国の法律と措置

の不当な域外適用を阻止する弁法を公布し、即日

施行した。本法は、中国国家安全法に基づき、国

家主権・安全・発展の利益を保護し、中国の国

民・法人その他組織の正当な権利利益を保護する

ことを目的として、外国の法令等が不適切に域外

適用されている場合は、政府はその影響を阻止す

るための措置をとることができることとしている

（ 1 条）。具体的には、中国の国民及び法人等に

対し、他国の法令及び措置によって第三国の企業

等との正常な経済・貿易及び関連する活動を禁止

又は制限された場合、30 日以内に中国政府に対し

て報告することを罰則付きで義務付けている（ 5 

条・ 13 条）。中国政府が不当な域外適用の状況が

あると認めた場合には、当該他国の法令及び措置

の承認・執行・遵守を禁止する禁止令を出すこと

ができる（ 7 条）。さらに、禁止令の対象となっ

た外国の法令及び措置によって、中国の国民及び

法人等の正当な権益が侵害された場合、中国の国

民及び法人等は、当該法令及び措置を遵守した当

事者に対して中国の裁判所において損害賠償を請

求することができ、損害賠償請求認容判決を受け

た当事者が履行しない場合は強制執行の対象とな

る 9 条）。ただし、中国の国民及び法人等は、禁

止令の遵守について免除（ 9 条上の損害賠償責任

も免責される）を求めることができ（ 8 条・ 9 

条）、かつ、外国の法令及び措置を遵守しない結

果として被った重大な損失について政府の支援を

求めることができる（ 11 条）。なお、外国の法令

及び措置が不適切に域外適用されている場合、中

国政府は必要な対抗措置を講じることができる

（ 12 条）。 

一一方方的的措措置置・・そそのの他他  
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＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞  

本法の下では、第三国の企業等は、他国の法令又

は措置に従うことで損害賠償責任を問われ当該賠償

決定に従わない場合には強制執行を受ける可能性も

あるため、第三国の企業等は、他国の法令の不遵守

によるリスクか、中国の損害賠償請求の執行を受け

るリスクかのいずれかの選択を強いられ、板挟み状

態になる。 

これに対して、中国の企業等は、本法 8 条及び 9 

条に基づき、禁止令について免除を得て損害賠償責

任についても免除される可能性があるが、第三国の

企業等にはその可能性がない点で、中国事業者に対

する優遇措置に該当し、中国の GATS 上の約束の範

囲内であれば GATS 17 条の内国民待遇義務違反に該

当する可能性がある。 

その上、中国の企業等は、本法 11 条に基づき、

外国の法令及び措置を遵守せず被った重大な損失に

ついて政府の支援を求めることができるが、外国企

業には同様の支援は規定されていない。外国法不遵

守による損失について支援を受けられるか否かにつ

き、中国事業者のみ有利な待遇を受けられるので、

やはり中国の GATS 上の約束の範囲内であれば GATS 

上の内国民待遇義務違反（ GATS  17 条）にあたり

うる。また、例えば、外国の規制対象技術を使用し

た物品を比較した場合、輸入品は、少なくとも生産

者（外国生産者）は本法 11 条上の支援（他国法を

遵守せずに販売を継続することに対する支援）を受

けられないのに対して、中国産品は、生産者（中国

生産者）も支援を受けることができるため、輸入品

に不利な待遇としてGATT 上の内国民待遇義務

（ GATT  3 条 4 項）違反となる可能性がある。 

また、本法 12 条に基づき中国政府が他国政府に

対して採る具体的な対抗措置は、WTO 協定上の利益

が害されたか否かの判断について紛争解決手続によ

らない一方的措置の禁止（ DSU 23 条）に違反する

可能性が高い。さらに、当該対抗措置の内容次第で

は、WTO の実体規律に不整合となりうる。例えば、

当該措置の内容が物品の輸入禁止又は制限であった

場合には、正当化事由に該当しない限り、数量制限

の一般的廃止（ GATT  11 条 1 項）違反に該当する

可能性が高いといえる。なお、他国の法令に従うか

否かは基本的に各事業者及び当該事業者が所在する

国の判断に委ねられるべき問題であろう。中国が

自国領域を越えてかかる判断に規律を及ぼそうと

することは、一般国際法上も許容されない不当な

管轄権行使となりうる。本法は、他国による法令

の域外適用を批判する一方で、自らもそれと同様

の域外適用の構造を有しており、少なくとも第三

国との関係において本法の適用を正当化すること

は困難である。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞ 

本法に基づいた主張が当事者からなされた公表

済みの裁判例は 2023 年 1 月末時点で 2 件確認さ

れたが、本法による損害賠償請求等を認めた事例

は確認されなかった。今後も、本件に関する動向

を引き続き注視するとともに、関係国と連携しつ

つ、本法の改善を求めていく。 

 

（（22））反反外外国国制制裁裁法法  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞ 

2021 年 6 月、反外国制裁法が、全国人民代表大

会で可決され、即日施行された。本法では、外国

国家が中国に対して抑圧し、圧力をかけ、中国の

国民・組織に対して差別的な制限措置を実施し、

中国内政への干渉を行った場合、中国は相応の対

抗措置を採る権利を有する（ 3 条）。対抗措置の

対象は、対抗措置リストに掲載された個人・組織

だけでなく、その直系親族や組織上の上級管理者

等にまで及ぶ（ 5 条）。対抗措置の内容としては、

①査証の発給停止/取消、入境禁止、国外追放、②

動産/不動産の差し押さえ/押収/凍結、③中国国内

の主体との関連取引/協力等の禁止/制限、④その

他の必要な措置となる（ 6 条）。中国国内の主体

との関連取引等の禁止・制限も含むものとされた。

中国の組織・個人は国務院が講じた対抗措置を執

行しなければならず、違反した場合、法に基づき

法的責任を追及される（ 11 条、 14 条）また、い

かなる組織・個人も、外国の国家が中国の国民・

組織に対して採った差別的な制限措置を執行又は

その執行に協力してはならず、これに違反して中

国の国民・組織の合法的な権益を侵害した場合、

当該中国の国民・組織は違反者に対して訴訟を提

起し、侵害の停止及び損失の賠償を要求できる
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（ 12 条）。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞ 

本法 12 条で外国が採る差別的な制限措置の執行

の禁止の対象となる第三国の企業等は、他国の法令

又は措置に従うことで損害賠償責任を問われ、当該

賠償決定に従わない場合には強制執行を受ける可能

性もあるため、第三国の企業等は、他国の法令の不

遵守か、中国の損害賠償請求の執行を受けるかのい

ずれかの選択を強いられ、板挟み状態になる。 

また、本法に基づき中国政府が他国政府に対して

採る具体的な対抗措置は、他国措置の WTO 協定非整

合性を問題視しているといえる限りにおいて、WTO 

協定上の利益が害されたか否かの判断について紛争

解決手続によらない一方的措置の禁止（ DSU 23 条）

に違反する可能性がある。 

さらに、中国の対抗措置の内容次第では、WTO の

実体規律に不整合となりうる。例えば、当該措置の

内容が物品の輸入禁止又は制限であった場合には、

正当化事由に該当しない限り、数量制限の一般的廃

止（ GATT  11 条 1 項）違反に該当する可能性が高

いといえる。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞ 

2021 年及び 2022 年にかけて、本法にも基づく制

裁措置が相次いで発表された。詳細は、2023 年版不

公正貿易報告書 52 頁及び 53 頁参照。 

2023 年以降の動きとしては、2023 年 4 月、中国

外交部は、本法に基づき、台湾を訪問したマッコー

ル米議員に制裁を加えたと発表した。 

また、2023 年 9 月、台湾に先進兵器を提供した

として Lockheed Martin Space Systems Company ミ

ズーリ州セントルイス市支社と Northrop Grumman 

に対し、制裁を実施すると発表した。 

さらに、2023 年 12 月、米国による 2 名の中国

新疆当局者と中国企業 3 社の制裁への対抗措置とし

て、新疆に関する機微情報の長期収集・提供とされ

るアメリカ情報データ会社 Kharon、同社の調査員と

元アメリカ高等国防研究センターの研究員に対して、

入国禁止・資産凍結・中国国内の国民・団体との取

引の禁止等の制裁措置を発表した 。 

2024 年 1 月には、米国が台湾に武器を販売し、

中国企業と個人に対して不法な制裁を実施したとし

て、対抗措置として、BAE Systems Land and 

Armament 社、Alliant Techsystems Operation 社、

AeroVironment社、ViaSat社、Data Link Solutions 

社の合わせて 5 社の米国軍需企業に制裁措置を加

えることを決定した。措置の内容には、中国国内

にある動産、不動産及びその他の各種財産の凍結

や国内の組織・個人との取引等の活動の禁止が含

まれる 。 

本件に関する動向を引き続き注視するとともに、

関係国と連携しつつ、本法の改善を求めていく。 

 

（（33））信信頼頼ででききなないい実実体体リリスストト規規定定  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞ 

2020 年 9 月、中国商務部は信頼できない実体リ

スト規定を公布し、即日施行した。本規定は、中

国対外貿易法、中国国家安全法等に基づき、国家

主権・安全・発展の利益を保護し、中国企業その

他組織・個人の合法的な権益を保護することを目

的として、相応の措置を講じるものである。すな

わち、国際経済貿易及び関連活動における外国実

体（外国企業その他の組織・個人を含む）の、①

中国の国家主権・安全・利益の発展に危害を及ぼ

す行為、又は②正常な市場取引原則に違反し、中

国企業等と正常な取引を中断し、又は中国企業等

に対して差別的措置を採り、中国企業等の合法的

な権益に深刻な損害を与える行為に対し、国は信

頼できない実体リスト制度を構築し、相応の措置

を講じる（ 2 条）。リストに掲載される外国実体

は、①中国の主権・安全・利益の発展に及ぼす危

害の程度、②中国企業等の合法的な権益に与える

損害の程度、③国際的に通用する経済貿易規則に

合致するか否か等を考慮の上、決定し、公布され

ることになる（ 7 条）。 

リストに掲載された外国実体に対して、①中国

関連の輸出入活動への従事の制限・禁止、②中国

国内での投資の制限・禁止、③関係人員・移動手

段等の入国を制限・禁止、④関係人員の就業許

可・在留資格等の制限・取り消し、⑤相応額の罰

金、⑥その他必要な措置を採ることができ、その

他関連団体及び個人に協力が義務づけられる（ 10 

条）。 
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（ 12 条）。 

 

＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞ 

本法 12 条で外国が採る差別的な制限措置の執行

の禁止の対象となる第三国の企業等は、他国の法令

又は措置に従うことで損害賠償責任を問われ、当該

賠償決定に従わない場合には強制執行を受ける可能

性もあるため、第三国の企業等は、他国の法令の不

遵守か、中国の損害賠償請求の執行を受けるかのい

ずれかの選択を強いられ、板挟み状態になる。 

また、本法に基づき中国政府が他国政府に対して

採る具体的な対抗措置は、他国措置の WTO 協定非整

合性を問題視しているといえる限りにおいて、WTO 

協定上の利益が害されたか否かの判断について紛争

解決手続によらない一方的措置の禁止（ DSU 23 条）

に違反する可能性がある。 

さらに、中国の対抗措置の内容次第では、WTO の

実体規律に不整合となりうる。例えば、当該措置の

内容が物品の輸入禁止又は制限であった場合には、

正当化事由に該当しない限り、数量制限の一般的廃

止（ GATT  11 条 1 項）違反に該当する可能性が高

いといえる。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞ 

2021 年及び 2022 年にかけて、本法にも基づく制

裁措置が相次いで発表された。詳細は、2023 年版不

公正貿易報告書 52 頁及び 53 頁参照。 

2023 年以降の動きとしては、2023 年 4 月、中国

外交部は、本法に基づき、台湾を訪問したマッコー

ル米議員に制裁を加えたと発表した。 

また、2023 年 9 月、台湾に先進兵器を提供した

として Lockheed Martin Space Systems Company ミ

ズーリ州セントルイス市支社と Northrop Grumman 

に対し、制裁を実施すると発表した。 

さらに、2023 年 12 月、米国による 2 名の中国

新疆当局者と中国企業 3 社の制裁への対抗措置とし

て、新疆に関する機微情報の長期収集・提供とされ

るアメリカ情報データ会社 Kharon、同社の調査員と

元アメリカ高等国防研究センターの研究員に対して、

入国禁止・資産凍結・中国国内の国民・団体との取

引の禁止等の制裁措置を発表した 。 

2024 年 1 月には、米国が台湾に武器を販売し、

中国企業と個人に対して不法な制裁を実施したとし

て、対抗措置として、BAE Systems Land and 

Armament 社、Alliant Techsystems Operation 社、

AeroVironment社、ViaSat社、Data Link Solutions 

社の合わせて 5 社の米国軍需企業に制裁措置を加

えることを決定した。措置の内容には、中国国内

にある動産、不動産及びその他の各種財産の凍結

や国内の組織・個人との取引等の活動の禁止が含

まれる 。 

本件に関する動向を引き続き注視するとともに、

関係国と連携しつつ、本法の改善を求めていく。 

 

（（33））信信頼頼ででききなないい実実体体リリスストト規規定定  

 

＜＜措措置置のの概概要要＞＞ 

2020 年 9 月、中国商務部は信頼できない実体リ

スト規定を公布し、即日施行した。本規定は、中

国対外貿易法、中国国家安全法等に基づき、国家

主権・安全・発展の利益を保護し、中国企業その

他組織・個人の合法的な権益を保護することを目

的として、相応の措置を講じるものである。すな

わち、国際経済貿易及び関連活動における外国実

体（外国企業その他の組織・個人を含む）の、①

中国の国家主権・安全・利益の発展に危害を及ぼ

す行為、又は②正常な市場取引原則に違反し、中

国企業等と正常な取引を中断し、又は中国企業等

に対して差別的措置を採り、中国企業等の合法的

な権益に深刻な損害を与える行為に対し、国は信

頼できない実体リスト制度を構築し、相応の措置

を講じる（ 2 条）。リストに掲載される外国実体

は、①中国の主権・安全・利益の発展に及ぼす危

害の程度、②中国企業等の合法的な権益に与える

損害の程度、③国際的に通用する経済貿易規則に

合致するか否か等を考慮の上、決定し、公布され

ることになる（ 7 条）。 

リストに掲載された外国実体に対して、①中国

関連の輸出入活動への従事の制限・禁止、②中国

国内での投資の制限・禁止、③関係人員・移動手

段等の入国を制限・禁止、④関係人員の就業許

可・在留資格等の制限・取り消し、⑤相応額の罰

金、⑥その他必要な措置を採ることができ、その

他関連団体及び個人に協力が義務づけられる（ 10 

条）。 
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＜＜国国際際ルルーールル上上のの問問題題点点＞＞ 

本規定は規定内容が曖昧であり、信頼できな

い実体リストに掲載されるための考慮要素（特

に、中国の「主権」や「利益」の発展」に危害

を及ぼすか否か等）がどのように解されるかも、

リストに掲載された外国実体に対して実際にど

のような考慮によってどのような措置が講じら

れるかも、明らかではない。そのため、信頼で

きない実体リストに掲載する外国実体の認定や、

外国実体に対して講じられる措置の内容につい

て、適用の公平性や透明性の確保が担保されう

るかが懸念され、また、運用に関する予測可能

性が著しく低いといえるため、一律の公平かつ

合理的方法での措置の実施を要求する GATT 10 

条 3 項 ( a )等に不整合といえる可能性がある。

また、本規定 10 条に基づいて実際にリスト掲載

企業に講じられる措置の内容次第では、関連す

る WTO の実体規律に不整合となり得る（たとえ

ば輸入制限が講じられる場合は GATT 11 条 1 項

違反の可能性が生じる等）。 

さらに、本規定 2 条の規定によると、第三国

の企業が、中国企業との取引を禁じる外国政府

の規制（たとえば米国の再輸出管理等）を遵守

する行為が、「正常な市場取引原則に違反し、

中国企業等と正常な取引を中断し、又は中国企

業等に対して差別的措置」として「中国企業等

の合法的な権益に深刻な損害を与える」と評価

され、本リストに掲載され本規定 10 条の措置の

対象となりうるという板挟み状態になりうる可

能性も指摘されている。 

 

＜＜最最近近のの動動きき＞＞ 

中国商務部は 2023 年 2 月、台湾への度重な

る兵器売却によって中国の安全と主権・領土の

完全性を損なったことを理由として、米国企業2

社を信頼できない実体リストに掲載すると発表

した。2020 年 9 月の本規定の施行以来、初めて

のリスト掲載となる。本件に関する動向を引き

続き注視するとともに、関係国と連携しつつ、

本法の改善を求めていく。 
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